
 （別添1） 事務の内容

（備考）

①世帯主からの届出（国民健康保険への加入・脱退・被保険者情報の変更、減免の申請等）
②届出の内容を国民健康保険システムへ登録
③国民健康保険料の賦課
④情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
⑤情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑥保険料決定通知書の作成、通知

委託業者

他業務システム

業務共通システム

国民健康保険システム

統合宛名 統合ＤＢ

中 間     
情報提供

          

賦課ＤＢ

資格ＤＢ

給付ＤＢ 収納ＤＢ

税務    

介護    

福祉    

住基    

他自治体等

関係機関

他機関情報

賦課事務に

関する情報

他機関情報

保険料決定通知書データ

千 葉市

特定個人情報以外の流れ

特定個人情報の流れ

外部    他業務    等

国民健康保険    

届出書類

帳票類

    

磁気媒体

賦課事務に

関する情報

賦課事務に

関する情報
他機関情報

他業務情報

他機関情報 ④賦課事務に

関する情報

賦課事務に

関する情報

他業務情報

市民総合窓口

端末処理②
被保険者等

各種異動届、減免の申請

①

保険料決定通知

⑥

賦課事務

③ 保険料の賦課

⑤

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛

名システム）

区政事務センター

端末入力依頼②

（総窓システム経由）

市民センター窓口

住基連動
(住基情報)

端末処理

②

②

端末処理②



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①被保険者の納付
②保険料の収納情報の管理
③情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
④情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑤各種通知の作成、通知（督促状、確定延滞金納付書、還付・充当通知、納入済通知書）

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛名

システム）



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①世帯主からの申請（療養費等）
②申請の内容を国民健康保険システムへ登録
③申請の内容を審査
④情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
⑤情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑥各種通知の作成、通知（療養費支給決定通知書等）
⑦世帯主への振込

他業務システム

業務共通システム

給付事務（医療費申請等）

国保連合会

被保険者等

国民健康保険システム

金融機関

市民総合窓口

市民センター窓口

統合宛名 統合ＤＢ

中 間     
情報提供

          

資格ＤＢ

賦課ＤＢ

給付ＤＢ 収納ＤＢ

税務    

介護    

福祉    

住基    
他自治体等

関係機関
他業務情報

給付情報 他機関情報

給付情報

他機関情報

給付情報他機関情報

千 葉市

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

外部    他業務    等

国民健康保険    

届出書類

帳票類

    

磁気媒体

端末処理

給付情報

各種申請

療養費診査

支払

口座振込    

診査結果データ

口座振込    

各種決定通知

給付情報

他機関情報

他業務情報

④

①

⑥ 各種決定通知

各種申請

③

⑥

②

⑦

⑤

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛

名システム）

区政事務センター

端末入力依頼②



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①被保険者のレセプトデータを国民健康保険システムへ登録
②高額療養費支給申請書の作成、送付
③世帯主からの申請（高額療養費）
④申請の内容を国民健康保険システムへ登録
⑤情報提供ネットワークシステム（中間サーバ）を使用した情報照会業務
⑥情報提供ネットワークシステム（中間サーバ）を使用した情報提供業務
⑦各種通知の作成、通知（高額療養費支給決定通知書等）
⑧世帯主への振込
⑨国保総合ＰＣを使用した国民健康保険システムと国保情報集約間の資格・給付情報の連携



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①被保険者の受診
②診療報酬明細書の提出、審査
③被保険者のレセプトデータを国民健康保険システムへ登録
④情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
⑤情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑥過誤調整・再審査請求の登録、申出
⑦不当利得請求通知の作成、通知
⑧医療費通知の作成、通知
⑨オンライン資格等確認システムでの医療保険資格確認による診療報酬明細書の振替

給付事務（レセプト管理）

国民健康保険システム

国保連合会
医療機関

他業務システム

業務共通システム

被保険者等
国民健康保険

事務取扱担当部署

統合宛名 統合ＤＢ

中 間     
情報提供

          

資格ＤＢ

賦課ＤＢ

給付ＤＢ 収納ＤＢ

税務    

介護    

福祉    

住基    
他自治体等

関係機関

給付情報

他業務情報

給付情報 他機関情報

給付情報

他機関情報

給付情報他機関情報

千 葉市

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

外部    他業務    等

国民健康保険    

届出書類

帳票類

    

磁気媒体

医療費通知

レセプトデータ

資格確認書等

診療報酬明細書

過誤・再審データ

不当利得請求通

知・納付書

他機関情報

他業務情報

給付情報⑤
④

⑦ 不当利得請求通

知・納付書

⑦

医療費通知⑧

⑧

②

①③

⑥

支払基金

診療報酬明細書

の振替
⑨

診療報酬明細書②

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛

名システム）



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①世帯主からの申請（限度額適用認定証等）
②申請の内容を国民健康保険システムへ登録
③情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
④情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑤認定証等の作成、交付
⑥国保総合PCを使用した医療保険者等向け中間サーバーとの所得区分情報の連携
⑦国保情報集約システムを使用した医療保険者等向け中間サーバーとの所得区分情報の連携

統合宛名 統合ＤＢ

中 間     
情報提供

          

資格ＤＢ

賦課ＤＢ

給付ＤＢ 収納ＤＢ

税務    

介護    

福祉    

住基    
他自治体等

関係機関

交付申請

給付情報

他業務情報

給付情報

給付情報

他機関情報

他機関情報

千 葉市

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

国民健康保険    

届出書類

帳票類

    

磁気媒体 端末処理

給付情報

所得区分情報

他業務情報

他機関情報

認定証等
認定証等

①

②

⑤

③④⑥

⑤

外部    他業務    等

給付情報

他機関情報

他業種システム

業務共通システム

国民健康保険システム

所得区分情報

⑥

中継

     

市民総合窓口 被保険者等

データ

連携PC

所得区分情報⑥

国保総合

窓口処理機能
(オンライン処理機能)

ファイル転送機能

所得区分

情報

⑥

所得区分情⑥

国保連合

国保総合

システム
国保情報集約

システム

取りまとめ機関

医療保険者等向け

中間サーバー
オンライン資格

確認等システム

⑦

所得区分情報

医療機関等

所得区分情報

給付事務（限度額適用認定証等）

⑦

認定証等⑤

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛名

システム）



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①被保険者の合算計算結果データを国民健康保険システムへ登録
②高額介護合算療養費申請書の作成、送付
③世帯主からの申請（高額介護合算療養費）
④申請の内容を国民健康保険システムへ登録
⑤情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報照会事務
⑥情報提供ネットワークシステム（中間サーバー）を使用した情報提供事務
⑦各種通知の作成、通知（高額介護合算療養費支給決定通知等）
⑧世帯主への振込

給付事務（高額介護合算療養費）

国保連合会

国民健康保険システム

業務共通システム

統合宛名 統合ＤＢ

中 間     
情報提供

          

資格ＤＢ

賦課ＤＢ

給付ＤＢ 収納ＤＢ

税務    

介護    

福祉    

住基    
他自治体等

関係機関 他業務情報

給付情報

給付情報

他機関情報

千 葉市

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

外部    他業務    等

国民健康保険    

届出書類

帳票類

    

磁気媒体

端末処理

各種決定通知

支払い

合算計算結果データ

口座振込    

給付情報他機関情報

他機関情報

他機関情報

給付情報

他業務情報

給付情報

⑥

⑤
口座振込    ⑧

④

①

高額介護合算

療養費申請書
②

市民総合窓口

⑦ 各種決定通知⑦

高額介護合算

療養費申請書
②

高額介護合算

療養費申請書
③

金融機関

他業務システム

被保険者等

業務共通システム

（庁内連携システム/統合宛

名システム）



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ



一_減額合計額 支一_年間被保割 介護賦課額 特徴月

算定前_公３_食事基準額 支一_世帯割1/2軽減月数 交付要求・参加差押前時効完成日 催告滞納理由コード

公４_給付割合 資格エラー確認区分 算定後_保険_高額療養費 保険_請求一部負担金

算定前_公１_決定点数 当初保険者番号 算定_公３_食事基準額 給与収入

国保喪失日（旧被保取得日） 算定後_公２_長期高額療養費 還付№ 料額修正年月日

一般_減額合計額 退職_年間賦課基準
老人慢性生活指導管理料査定（医
科）

公３_食事増減基準額

公４_食事増減標準負担額 最新市町村番号 接続本人家族入外 一般_世帯割

算定_公３_患者負担額(他公費負担
分)

審査年月 公３_生活環境単価 支退_賦課額

支退_増減額 世帯主宛名番号（照合時点） 算定差_保険_高額療養費 送達記録帳票種別コード

滞繰延滞金額 支一_賦課額 算定差_公１_患者負担額 繰上徴収終了理由コード

特殊入力区分 送付依頼状況 複数申出総数 居所不明調査コード

特徴対象コード更新年月日 支退_年間限度超過月数 算定前_公３_高額療養費 保険料（退職）

分納誓約終了理由コード 老人保健_医療保険種別 作成年月日－西暦年 賦課対象年度

世帯割軽減区分 算定_公４_費用額 年度途中75歳到達有無 算定後_保険_国保優先公費負担額

機械整理番号 累積レセプト処理年月 公５_食事確定回数
算定_公２_患者負担額(他公費負担
分)

算定差_公５_食事負担者負担額 還付加算金額_介護 合年間賦課基準 決定通知書管理№

算定差_公４_患者負担額(他公費負
担分)

支給予定額
未特定時集計保険者番号(分離合
併)

給付割合(前)

延滞金減免額合計 公２_県内外区分
算定前_保険_食事他法優先公費負
担額

公５_生活環境日数

算定差_公５_患者負担額(他公費負
担分)

随時調定年度 公１突合調整点数 異動事由

傷病名 資格チェックエラー項目情報 算定_公５_負担者負担金額 旧受給者番号

公２_食事増減標準負担額 支退_年間保険料 疾病コード 被主区分

在宅指導管理料 収納額 公５_診療実日数 公２_都道府県コード

機械整理番号(受給者) 分納誓約登録窓口コード 公３_食事標準負担額 算定後_公１_高額療養費１％

再診回数 世帯主個人管理番号 明細番号(綴り順) 通知発送日（到達日）

調整欄 確定減額金額 チェックデジット 算定前_公５_高額療養費１％

各種年月日－西暦年 原爆区分 公４_食事請求標準負担額 老人保健_分離区分

処分停止終了理由コード 収納額_介護 (公費負担金額) 老人保健_郡コード

公３_突合調整点数
算定_公１_患者負担額(他公費負担
分)

保険者番号(前) 公３_負担者負担金額

支_合年間限度超過月数 公４_食事回数 公２_生活特別単価 納付日変更フラグ

滞繰調定額_介護 保険証交付方法 随時調定月 科目コード

通知内容コード 差押処分更新窓口コード 算定差_公１_食事基準額 トータルチェックエラー区分

送付先住所有無 一般_減免額 公２_食事増減基準額 充当延滞金_医療支援

当初調定額 算定前_保険_負担者負担額 転帰請求区分 照合エラー区分

介護区分 窓口処理区分 調定区分 算定差_公４_食事基準額

本人家族入外(前) 公４_決定診療実日数
算定後_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定チェックエラー区分

公１_決定診療実日数 退職_増減額 負担者請求取消フラグ 算定_公２_食事基準額

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料(医
科）

合年間限度超過月数 支_合期別保険料 一介護随時賦課額

所得届出日 公２_決定受給者番号 算定後_公４_費用額 算定後_公１_患者負担額

機関_調整診療科 公１_生活環境日数 減免開始日
算定後_保険_食事他法優先公費負
担額

接続オンライン請求フラグ
算定前_公３_患者負担額(他公費負
担分)

一般調定額（本料） 登録処理区分

算定差_公５_食事基準額 算定後_公５_他公費負担点数 所得内容コード 算定_公５_高額療養費１％

管理番号 滞納理由更新窓口コード 利用企業コード 算定前_公２_食事基準額

市町村コード 未公示日 公４_生活基準単価 公４_請求突合調整点数

一_被保割人数 還付延滞金額_介護 退_所得割 支一_減額合計額

計算終了年月日 算定_公２_食事患者負担額 仮徴収_開始依頼結果コード 支援合計_所得割

本人家族入外 支_合年間被保割 支払区 区コード（照合時点）

(決定公５負担金額) 接続任意診療科 還付額合計_介護 算定_公５_食事負担者負担額

算定差_公４_食事患者負担額 算定_公５_任意給付額 算定後_公３_決定点数 接続性別

退院指導料 一般_被保割人数 保険_分離区分 国保番号管理番号

公２_食事標準負担額 充当先科目区分 繰上徴収開始日 年金収入

算定_公３_調整金額 支_合増減額 公４_突合調整一部負担金 被保険者氏名

商品先物取引所得 公５_食事標準負担額 (外来公費負担金額) 府県コード

○学○遠区分 終了時点収納額 公１_増減点数 科目区分

算定前_保険_決定点数 算定_公４_他公費負担点数 分納誓約更新窓口コード 退_年間所得割

機関_点数表 突合先医療機関コード 公２_確定受給者番号 公１_政令指定都市区分

公１_食事増減基準額 給与特別控除 口座名義人（漢字） 公５_決定受給者番号

一_年間被保割 公２_生活特別回数 公１_突合調整一部負担金 一_年間所得割

公１_確定点数 管理療養費(訪問看護療養費） 算定前_公５_任意給付額 延滞金還付額合計

算定前_公５_食事基準額 該当異動区分 直近情報_国保喪失事由 減免理由

算定前_公４_食事基準額 公１_負担者番号 公３_政令指定都市区分 公４_生活環境単価

公３_確定点数 性別 算定前_公２_患者負担額 公３_食事確定基準額

算定_公２_費用額 (請求公４負担金額) 算定差_公３_決定点数 期別

一般_年間世帯割 公３_保険区分 当初調定額_医療 算定_公３_長期高額療養費

医療費通知減額表示区分 処方箋料算定有無情報 取得年月日 公５_食事決定標準負担額

作成日
算定前_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_決定点数 算定_公１_調整金額

エントリー区分 公５_確定診療実日数 機械整理番号(被保) 算定前_公５_負担者負担金額

算定差_保険_長期高額療養費 支退_特徴期別保険料 医療機関名（漢字） 接続(公３負担金額)

天引き年月日 機関_柔整団体県内外区分 最終更新者ID 退_世帯割1/2軽減月数

最新個人番号 保険種別(保険種別②) 該当条項コード 仮徴収_候補者情報フラグ

公１_増減一部負担金 支援_合随時賦課額 算定_保険_決定点数 受給者番号

中止依頼結果コード 個人番号 接続被保険者証番号(半角) 公５_食事増減標準負担額

老年控除 接続返戻区分 繰上徴収登録窓口コード 合世帯割1/2軽減月数

老人保健_医療圏コード 氏名シフトコード 公３_確定受給者番号 他県再審査申出年月

山林所得 退_減免額 算定差_公５_他公費負担点数 氏名

当初市町村番号 公４_突合調整金額 発送処理窓口コード 算定差_公２_任意給付額

算定前_保険_費用額 一_所得割 証券配当所得 繰上徴収更新窓口コード

公１_決定一部負担金 公１_負担者負担金額 徴収区分 算定差_公４_食事負担者負担額

利子所得 機関_県内外区分 世帯主個人番号 算定差_保険_食事負担者負担額

老人保健公費５割 算定差_公２_患者負担額 (公３負担金額) 公５_政令指定都市区分

公１_県内外区分 居所不明調査更新日 充当通知番号 仮消込フラグ

減額・免除・猶予区分 決定標準負担額区分コード 保険_医療保険種別 退_減額合計額

返戻区分
算定後_保険_食事国保優先公費負
担額

該当年月日 処分停止開始日

算定後レセプト更新フラグ データ種別 公３_増減点数 徴収方法

保険料額 充当本料額 保険給付割合 処理年月日

歯周疾患継続指導管理料 公３_生活基準単価 点数表 公２_合算区分

公３_生活特別単価 本徴収_年金コード 区コード 確定減額割合

保険_市区町村区分 減額金額 財産種別コード 算定後_公２_高額療養費

公２_突合調整点数
交付要求・参加差押更新窓口コー
ド

公４_食事標準負担額 算定前_公１_他公費負担点数

公１_診療実日数 登録機能ID 処分停止登録日
交付要求・参加差押終了理由コー
ド

特別療養費 被保険者証番号 最新被保険者証記号 接続算定区分

公４_増減一部負担金 一般_軽減判定合計額 確定減額・免除・猶予区分 参考有無区分

未特定時集計市町村番号(地方交付
税)

総所得金額 算定前_公５_長期高額療養費 算定後_公３_高額療養費

てんかん指導料
算定後_公１_患者負担額(他公費負
担分)

公２_突合調整金額 公１_食事確定回数

算定差_公４_他公費負担点数 合年間世帯割 算定前_公４_高額療養費 退職_年間限度超過月数

発送先氏名 老人保健公費負担割合 算定_公１_任意給付額 収入額更新窓口コード

公２_負担者負担金額 作成端末 分離長期特控後－計 合随時賦課額

作成時間 退職_所得割 保険_食事確定回数 延滞金

老人慢性生活指導管理料査定 公４_食事決定基準額 保険_決定一部負担金 帳票出力先保険者番号

算定前_公３_食事患者負担額 請求媒体 充当延滞金 算定後_公２_費用額

最終更新機能ID 公５_生活基準単価 取得窓口コード 算定差_保険_他法優先公費負担額

所得割_支援 一_賦課額 一般_総所得 保険_委託区分

口座名義人（カナ） 決定減額割合 支_合年間所得割 支一_特徴期別保険料

退職_被保割 データ区分 算定差_公３_高額療養費 公示処理窓口コード

算定_保険_食事国保優先 支_合所得割 公５_生活特別回数 公１_受給者番号

延滞金収納額合計 合減額合計額 医療機関支払取消フラグ 老人保健_政令指定都市区分

公２_食事確定標準負担額 差押処分終了日 還付加算金計算開始日 公３_県内外区分

算定_公３_高額療養費 調定変更禁止日 算定後_保険_食事基準額 繰上徴収前時効完成日

公１_食事確定標準負担額 算定前_保険_長期高額療養費 照会回答区分 公３突合調整一部負担金

自支給期間 老人保健住所コード 退職_年間保険料 算定後_公５_高額療養費

年金捕捉年月 表示順位番号 退_被保割 合計金額

算定後_保険_患者負担額 公５_決定点数 保険_突合調整点数 旧保険者番号

支退_被保割 算定前_公２_長期高額療養費 公３_負担者番号 ＤＰＣ区分

算定後_公５_任意給付額 算定_公４_食事負担者負担額 算定後_保険_負担者負担額
算定_保険_食事国保優先公費負担
額

本人・扶養区分 請求情報年識別 本徴収_特別徴収義務者コード 対象者名

合軽減額 算定_公２_患者負担額 処理時刻 督促状管理№

一_被保険者総賦課基準 マル公区分 補綴時診断料 レセプト情報反映ステータス

公３_請求突合調整一部負担金 取得異動区分 歯科補綴関連検査(PTG) 公２_決定一部負担金

算定_保険_任意給付額
算定前_公１_患者負担額(他公費負
担分)

催告書発送日 公４_確定一部負担金

退随時賦課額 算定差_保険_高額療養費１％ 口座番号 算定_保険_高額療養費１％

保険_突合調整金額 算定後_公５_長期高額療養費 処分停止更新窓口コード 算定_保険_患者負担額

決定特記事項 保険_医療圏コード 支退_年間世帯割 印紙税区分

高額療養費該当区分 算定前_公５_食事負担者負担額 電話番号 支退_年間被保割

公２_食事決定標準負担額 退_年間限度超過月数 再審査申出種別 保険_食事請求基準額

減額措置サイン 支一_増減額 公４_受給者番号 老人慢性生活指導管理料

算定差_保険_負担者負担額 期別№（随時月） 検索用被保険者証番号 公３_増減一部負担金

更新区分 最新市町村変更日 公４_政令指定都市区分 算定_公１_食事基準額

延滞金減免登録窓口コード 所得割_介護 算定_保険_負担者負担額 徴収結果コード

仮徴収額変更結果コード 月中該当区分 接続減額割合 印紙フラグ

該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額



該当窓口コード 算定前_公３_任意給付額 算定後_公２_患者負担額 減額フラグ

算定_公１_患者負担額 支_合特徴期別保険料 還付時効完成日 合特徴期別保険料

還付額合計_医療支援 継続療養費区分 公３_決定受給者番号 支給決定年月

保険_食事請求標準負担額 公４_確定診療実日数 通知書印刷済該当区分 支_合減額合計額

交付要求・参加差押通知書送達日 徴収猶予登録日 接続公４_診療実日数 還付本料額

調定年度 接続公４_負担者番号 一_軽減額 出力済サイン

軽減区分 振込先区分 繰上徴収終了日 決定減額・免除・猶予区分

延滞金フラグ 公５_食事確定基準額 返送理由コード 総合譲渡短控除後

算定差_公３_負担者負担金額 接続請求回数 一般_年間所得割 専従者控除額

算定_保険_高額療養費 公１_都道府県コード 公３_給付割合 算定差_公２_負担者負担金額

算定前_公２_食事負担者負担額 算定差_保険_決定点数 交渉相手コード 保険_請求突合調整点数

本徴収_依頼内容フラグ 消し込み日 消費税額 公２_食事請求標準負担額

備考 調定額 理由番号 窓口宛名番号

延滞金減免申請日 雑所得 減免終了日 退_軽減判定合計額

登録窓口コード 特別徴収制度コード クリティカルエラー区分 再審査システム連携ルート

算定差_公１_任意給付額 発効日 算定後_公３_長期高額療養費 接続公４_一部負担金

接続公２_一部負担金 公１_確定一部負担金 公４_一部負担金 賦課調定額

公３_請求一部負担金 公２_任意給付 経過措置区分 ロジカルエラー確認区分

開始理由（内部） 賦課調定額_介護 寝たきり老人訪問指導管理料 決定減額金額

公５_決定診療実日数 合軽減判定合計額 延滞金減免更新窓口コード 公４_確定負担者番号

任意診療科 算定_公５_高額療養費 算定後_公４_高額療養費１％ 請求金額

公５_受給者番号 交付日 算定_保険_長期高額療養費 処理区分

譲渡短期 ケアエラー区分 算定差_公２_決定点数 支_合減免額

譲渡長期 帳票ページ位置 療養費データ区分 算定後_保険_長期高額療養費

帳票イメージ番号
算定前_公４_患者負担額(他公費負
担分)

更新年月日 時間指定区分

返納予定登録日 公１_食事増減標準負担額 公４_決定一部負担金 繰上徴収登録日

合被保割 接続受付回 被保険者証記号 作成年月日－月

至支給期間 公３_決定一部負担金 算定後_公４_食事基準額 専従者給与収入

操作端末 支_合軽減額 算定前_公５_他公費負担点数 徴収猶予終了理由コード

公４_患者負担額 算定差_公４_決定点数 算定差_公４_高額療養費１％ 算定前_公１_高額療養費

保険_保険区分 公４_保険区分 接続公２_診療実日数 限度額適用認定証区分

支一_期別保険料 給付修正フラグ 登録者ID 束番号_本番

(確定公費負担金額) 初診料有無 接続給付割合 算定_公２_調整金額

普徴・特徴ﾌﾗｸﾞ 老人受給者氏名 介護特徴開始有無 算定_保険_国保優先公費負担額

公３_食事回数 請求書番号 機関_経営主体 難病外来指導管理料

退職_年間被保割 保険者負担額 公２_給付割合 老人保健_都道府県コード

(確定公３負担金額) 検索用被保険者証記号 計算区分 算定差_公３_他公費負担点数

分納誓約登録日 一般_年間限度超過額 充当本料額_介護 退職_軽減額

帳票総枚数 年間所得割_介護 収納機関番号 公３_決定診療実日数

算定後_公４_高額療養費 非活用コード 算定_公４_高額療養費 医療機関_異動年月日

算定_公１_費用額 賦課期日現在有資格区分 退職_総所得 収入額更新日

過誤・再審査データ区分 算定前_公５_食事患者負担額 算定前_公４_決定点数 保険証交付日

公５_生活特別単価 保険_生活環境日数 納付年月日 算定_公４_決定点数

分納誓約理由コード 一随時賦課額 外来時一部負担金 市町村保険者変更

後期移管コード 減免区分 公２_食事回数 精算日

公費５_法別番号 公４_調整負担者番号 分納額（分割納付額） レコード区分

公５_増減一部負担金 該当届出年月日 接続申し出年月 (公２負担金額)

本名／通称名区分 生年月日－西暦年 保険証番号 還付額合計

公３_食事請求基準額 退_按分率 保険_生活特別回数 算定差_公３_食事負担者負担額

公１_生活基準単価 計算開始年月日 交付要求・参加差押終了日 終了届出年月日

公４_都道府県コード
算定後_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公３_食事決定回数 処方箋交付医療機関

差押処分前時効完成日 入院年月日 支一_軽減額 接続レセプト種別

退職_年間被保人数 公２_受給者番号 登録データ状況区分 収入額コード

主の宛名番号 三月超 精算納付書発行サイン 返送処理窓口コード

経過詳細 一_減免額 食事区分 公２_請求突合調整点数

終了時点調定額 強制登録区分 保険_確定診療実日数 期別区分

交渉日 算定後_公１_高額療養費 基本療養費Ⅰ(訪問看護療養費） 電算管理番-枝番

徴収猶予登録窓口コード 公２_確定診療実日数 退_軽減額 算定後_公３_食事基準額

通番管理内訳№ 公４_負担者負担金額 初診回数 算定後_公１_他公費負担点数

得喪訂正年月日 突合先国保連レセプト番号 本徴収_非対象区分 算定前_公２_負担者負担金額

給付エラー確認区分 失効日 退職_世帯割 公５_生活環境単価

算定チェック処理日 審査結果 所得申告区分 標準負担額区分コード

請求内容（カナ） 帳票種別 収納額合計_介護 公１_確定負担者番号

接続公２_受給者番号 一般_増減額 多数該当 特定疾患療養指導料査定

過誤再審査区分 差押処分登録窓口コード 非該当異動区分 退_総所得

接続(公費負担金額) 公５_確定点数 算定差_公１_決定点数 算定_公１_決定点数

接続(公４負担金額) 公５_負担者番号
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医
科）

催告管理№

発送先方書 一般_年間保険料 算定前_公１_食事負担者負担額 開始届出年月日

滞納理由更新日 登録日 本料完納日 算定_公４_食事基準額

(請求公費負担金額) 柔整団体機関コード 公２_食事決定基準額 世帯番号

機関_調整県内外区分 過誤・再審査結果年月 退_期別保険料 収納額合計_医療支援

請求情報適用年月日 督催発送止理由 還付加算金額_医療支援 医療機関コード

公３_合算区分 世帯管理番号 公２_調整負担者番号 新国保番号

退_増減額 公１_食事確定基準額 仮徴収_特別徴収義務者コード 状態区分

公５_請求一部負担金 算定後_公５_負担者負担金額 調整保険者番号 電算管理番号

算定差_公３_長期高額療養費 保険_診療実日数 支一_年間限度超過額 最新保険者番号

算定後_公３_患者負担額 医療費通知減額表示一部負担 県単・地単登録フラグ
未特定時集計保険者番号(地方交付
税)

海外療養費区分 綴区
算定_公５_患者負担額(他公費負担
分)

接続保険制度(保険種別①)

悪性腫瘍特異物質治療管理料 延滞金減免額 申請年月日 当初調定額_介護

算定前_保険_食事基準額 終了窓口コード 仮徴収_年金コード 算定後_保険_他法優先公費負担額

賦課調定額_医療 督催発行止理由 退介護随時賦課額 算定差_公１_高額療養費

入院基本料(初期加算) 退職_年間所得割 給与所得 算定後_公４_長期高額療養費

審査申出年月日 続柄 普擬区分 退職_年間限度超過額

主変更日 特徴状態コード 公２_負担者番号 公示止日

総合譲渡長控除後 算定後_公５_食事基準額 算定後_公２_決定点数 接続旧総合病院診療科

支_合被保割 還付延滞金額 論理件数 算定_保険_食事基準額

登録日時 トータルチェックエラーコード 徴収猶予申請日 当初通知書管理№

接続被保険者証記号 支退_世帯割 生年月日 延滞金還付額

算定差_公４_費用額 接続被保険者証番号(全角) 接続公１_受給者番号 機関_調整経営主体

算定_保険_他方優先公費負担額 最新被保険者証番号(全角) 一_特徴期別保険料 作成年月日－日

算定前_公４_長期高額療養費 接続(公２負担金額)
在宅患者訪問薬剤管理指導料(歯
科）

(決定公４負担金額)

金額種別コード 算定差_公５_決定点数 合計額（納付額＋延滞金） 減免窓口コード

期／月 資格チェック処理日 支一_按分率 支一_世帯割

保険_増減一部負担金 算定後_公２_任意給付額 算定後_公５_食事負担者負担額 公３_都道府県コード

公４_任意給付 終了時点還付額 公４_確定点数 接続公４削除区分

算定差_公５_負担者負担金額 退職続柄区分 世帯順位変更フラグ 還付加算金計算終了日

公２_食事決定回数 算定前_公４_食事患者負担額 退続柄 算定_公３_負担者負担金額

公５_食事増減基準額
交付要求・参加差押登録窓口コー
ド

公５_食事回数 参加差押管理№

介護随時調定月 支退_年間所得割 支給実績データ作成年月日 接続国保連レセプト番号

退職_按分率 算定後_保険_費用額 依頼（通知）年月 合年間限度超過額

分納誓約管理№ 延滞金収納額 長期区分 特徴番号

期割区分 返還通知書発行サイン 保険_生活基準単価 算定差_公２_長期高額療養費

算定_公４_患者負担額(他公費負担
分)

算定前_保険_他法優先公費負担額 住民区分 再審査申出年月

算定差_公１_費用額 連番 調定額（最新）_介護 接続保険者番号

延滞金_介護 患者負担額 公５_決定一部負担金 収納年月日

公３_突合調整金額 帳票発送日 督促公示サイン 老人保健地区コード

接続医療機関コード 一般_年間賦課基準 公３_食事決定標準負担額 過誤・再審査管理年月

居所不明調査更新窓口コード ７号用摘要欄 支一_被保割 旧国保番号

乳幼児加算区分 公４_食事決定回数 算定後_保険_食事負担者負担額 算定前_公２_高額療養費

軽減判定用合算所得 接続公１削除区分 算定前_公５_患者負担額 一_按分率

当初延滞金額 算定_公２_負担者負担金額 算定差_公５_患者負担額 減免率

喪失異動区分 算定後_公３_費用額 算定前_公４_食事負担者負担額 算定差_公３_高額療養費１％

分離短期特控後－計 住居地保険者番号 退_賦課額 帳票データ

決定算定区分 退_年間限度超過額 退職_賦課額 窓口処理日

公５_食事確定標準負担額 保険_食事確定標準負担額 他見再審査申出通番 宛名番号

合被保割人数 一_年間世帯割 還付本料額_介護 機関_都道府県コード

公５_請求点数 合年間被保人数 公４_請求一部負担金 還付加算金額

支払方法 算定前_公４_患者負担額 (決定公２負担金額) 一般_期別保険料

旧総合病院診療科 公５_調整負担者番号 未納情報表示区分 合期別保険料

履歴番号 算定_公１_他公費負担点数 レセプト全国共通キー 退職_年間世帯割

算定前_保険_食事国保優先公費負
担額

算定後_公２_他公費負担点数 保険_食事回数 公１_任意給付

照会回答日 保険突合調整点数 納付方式 投入番号

過誤・再審査理由番号 算定_公５_食事患者負担額 退_年間保険料 退職調定額（本料）

公２_食事確定回数 備考内容 公５_都道府県コード 営業所得

算定後_公１_費用額 接続受給者番号 算定_公３_高額療養費１％
算定前_公５_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_公１_患者負担額(他公費負
担分)

算定後_公１_食事患者負担額 公１_食事請求基準額 差押処分終了理由コード

仮徴収_依頼内容フラグ 公的年金収入 延滞金減免終了日 合年間所得割

公１_食事回数 公費３_法別番号 公４_決定受給者番号 公５_食事決定基準額

算定_公４_負担者負担金額 処分停止登録窓口コード 予備 賦課決定年月日

診療開始日 公４_決定負担者番号 計算年月日 公３_患者負担額

収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分



収納額合計 世帯構成区分 還付延滞金額_医療支援
算定差_公３_患者負担額(他公費負
担分)

公４_確定受給者番号 転帰 納付区分 接続レセプトページ番号

支払期限日 公５_給付割合 算定前_保険_食事負担者負担額 公２_決定診療実日数

総所得 公４突合調整一部負担金 転帰請求グループ番号 算定前_公１_任意給付額

退職_被保険者総賦課基準 納付額 算定後_公１_長期高額療養費 処理結果

保険者振替フラグ 旧個人番号 療養費種別 公２_食事請求基準額

扶養者減免区分 戻入区分 不動産所得 徴収猶予更新窓口コード

退_特徴期別保険料 公２_食事患者負担額 算定差_保険_患者負担額 算定前_保険_国保優先公費負担額

算定差_保険_減免猶予額 算定前_公１_食事患者負担額 算定差_公４_患者負担額 開始理由

特定薬剤治療管理料 被保険者章番号(半角) 年間賦課基準 支援合計_世帯割

公４_県内外区分 分納予定日（納付期日） 保険_食事決定標準負担額 税純損失等控除金額

柔整団体機関名（漢字） 退_年間被保割 公２_食事基準額 累積レセプト有無

公４_食事確定基準額 各種年月日－月 返納済日 年間所得割_支援

一般_軽減額 公２_決定点数 本徴収_候補者情報フラグ 公１_生活環境単価

合増減額 算定_公５_患者負担額 支援一般_世帯割 エラー№

職員コード 公４_増減点数 世帯主被保険者証記号 算定差_公５_長期高額療養費

支_合賦課額 算定後_公５_食事患者負担額 氏名漢字 算定後_公４_食事患者負担額

算定差_公１_他公費負担点数 滞納理由コード 依頼時保険料額 充当本料額_医療支援

認定番号 接続保険_診療実日数 一般_年間被保割 帳票通番

公３_一部負担金 変更前所得区分 算定_公２_高額療養費 過誤区分

算定後_公４_食事負担者負担額 審査結果区分 保険証状態サイン 年金コード

公３_食事確定標準負担額 滞繰調定額_医療 支退_期別保険料 還付種別

算定前_公３_決定点数 算定後_公５_費用額 公４_突合調整点数 老人保健_調整負担者番号

還付年月日 算定後_公３_食事負担者負担額 公３_食事確定回数 公２突合調整一部負担金

接続公４_受給者番号 算定差_公１_高額療養費１％ 老人保健_県内外区分 期別／月

公２_生活基準回数 公４_請求点数 納付期限 機関_総合一般区分

機関_自直診区分 過誤・再審査管理通番 算定後_公５_患者負担額 一_総所得

公１突合調整一部負担金 一般_按分率 公３_受給者番号 算定_公２_他公費負担点数

算定後_保険_任意給付額 滞繰調定額 旧被保険者証番号(半角) 算定前_公４_費用額

更新者職員番号 公示日 算定差_保険_任意給付額 特記事項

算定差_保険_費用額 医療費通知減額表示医療費 在宅患者訪問薬剤管理指導料 有効期限

繰上徴収開始理由コード 算定前_公５_高額療養費 算定前_公４_他公費負担点数 算定_公２_決定点数

公費１_法別番号 得喪訂正区分 算定_公５_食事基準額 公４_生活基準回数

支援一般_所得割 公２_生活環境単価 公４突合調整点数 ロジカルチェックエラー項目情報

支援一般_被保割 公２_食事確定基準額 消費税額表示区分 柔整団体機関_異動年月日

延滞金調定額 接続標準負担額区分コード 柔整団体機関 合総所得

算定_公４_調整金額 算定_公５_費用額 県単・地単抽出フラグ 専従者控除

接続総括公費エラー区分 算定差_公２_食事患者負担額 取得届出年月日 公３_食事基準額

接続データ区分 接続公３_受給者番号 接続レセプト全国共通キー 終了理由（内部）

公５_食事決定回数 公５_決定負担者番号 保険_一部負担金 期№（随時月 特徴月）

特定疾患療養指導料 退職_被保割人数 公３_食事決定基準額 訪問歯科衛生指導料(歯科）

算定後_保険_決定点数 算定後_公３_他公費負担点数 老人受給者生年月日 分離長期特控額（前＋後）

照合処理日 合所得割 支一_減免額 保険_確定一部負担金

年金所得 算定差_公２_他公費負担点数 督促状発送日 中止依頼月

保険_食事決定回数
在宅患者訪問栄養食事指導料(医
科）

賦課調定額_支援 処分停止前時効完成日

算定_公２_食事負担者負担額 収納サービス利用拒否区分 交付要求・参加差押登録日 老人保健_市区町村区分

公１_食事決定標準負担額 強制入力区分 算定_保険_食事患者負担額 農業所得

返納区分 みなし法人（株式譲渡） 被保険者テーブル更新日時 申請区分

機関_調整自直診区分 支一_年間世帯割 算定_公４_長期高額療養費 公３_確定一部負担金

接続公２削除区分 低所得軽減区分 延滞金減免登録日 診療終了日

被保険者地区コード 公５_一部負担金 (公４負担金額) 歯科補綴関連検査(ChB)

退職_特徴期別保険料 処理年月 振込区分 算定差_公２_高額療養費１％

請求書発行企業コード 公１_食事患者負担額 被保険者証番号(全角)(前) 総合譲渡所得

強制保留区分 公２_確定点数 算定後_保険_減免猶予額 公１_調整負担者番号

被保険者証記号(前) 算定_保険_他法優先公費負担額 被保険者証番号(全角) 環境識別コード

一_増減額 一般_被保険者総賦課基準 公費多数該当 接続生年月日

過誤再審査コード 接続保険_一部負担金 公３_請求突合調整点数 算定前_公２_食事患者負担額

仮徴収_非対象区分 算定前_公２_任意給付額 市町村番号 システムコード

小児科療養指導料 随時区分 支援退職_被保割 算定前_公１_高額療養費１％

公５_食事請求標準負担額 算定差_公３_任意給付額 公費区分 資格チェックエラーコード

処理年度 公２_請求点数 入力区分 皮膚科特定疾患指導管理料

退職_減額合計額 算定前_保険_任意給付額 交付要求管理№ 保険_決定診療実日数

処理日 交渉方法コード 給付チェック処理日 転帰レコード区分

算定_公３_決定点数 ロジカルチェック処理日 分納誓約前時効完成日 (請求公３負担金額)

算定差_保険_食事基準額 算定差_公５_高額療養費１％ 算定差_公１_負担者負担金額 仮徴収_開始年月

金額種別 支_合年間限度超過額 算定前_公４_任意給付額 公１_請求突合調整一部負担金

公４_生活特別回数 算定前_公１_長期高額療養費 返還通知書返送サイン 更正区分

算定前_保険_高額療養費 突合先レセプト全国共通キー 生年月日(前) 支一_年間保険料

(確定公２負担金額) 帳票出力先市町村番号 所得内容更新窓口コード 公費４_法別番号

算定前_公２_決定点数 算定前_公２_他公費負担点数 支給年月日 公１_決定負担者番号

オペレーションフラグ 公４_負担者番号 算定チェックエラーコード 公４_食事確定回数

接続公３_診療実日数 本徴収_開始依頼結果コード 保険_食事標準負担額 レセプト更新日時

診療行為コード 公４_生活環境日数 ICD10コード 各種金額

処分停止管理№ 算定後_公５_決定点数 合年間保険料 算定後_公１_負担者負担金額

物理件数 保険_県内外区分 公３_生活基準回数 給与合計所得

削除フラグ
算定差_公２_患者負担額(他公費負
担分)

算定差_保険_食事国保優先公費負
担額

保険_郡コード

請求金額元金 減額割合 識別子 合計_被保割

支退_年間限度超過額 共済年金証書記号番号
算定_保険_食事他方優先公費負担
額

全完納日

登録区分 算定前_公３_高額療養費１％ 算定後_公４_他公費負担点数 公５_保険区分

老人訪問口腔指導管理料(歯科） 作成者コード（職員番号） 収納額_医療支援 所得区分

算定後_保険_食事患者負担額 住所カナ 公１_請求突合調整点数 住所シフトコード

算定後_公２_高額療養費１％ 算定差_公５_費用額 支退_所得割 調剤技術基本料

審査申出受領年月日 退職_軽減判定合計額 公２_決定負担者番号 決定原爆区分

保険_食事増減標準負担額 保険_食事決定基準額 保険_請求点数
算定差_保険_食事他法優先公費負
担額

喪失窓口コード (確定公４負担金額) 公５_県内外区分 算定_保険_調整金額

(請求公２負担金額) 公１_請求点数 算定_公１_高額療養費 在総診・在医総区分

支退_減免額 受付区 公５_確定負担者番号 退_年間被保人数

滞繰調定額_支援 一_年間限度超過月数 催告発行回数 在宅時医学総合管理料算定者

差押処分開始日 保険_生活環境単価 機関_歯科併設区分 非該当年月日

公２_請求一部負担金 支援退職_所得割 一般_年間限度超過月数 最終更新年月日

還付本料額_医療支援 繰上徴収納期限 電算管理番号-枝番 算定差_公３_食事基準額

返送日 公４_請求突合調整一部負担金 賦課基準 算定_保険_国保優先公費

公２_診療実日数 公３_突合調整一部負担金 支払日 保険_増減点数

郵便番号 収納区分 接続特記事項 算定後_公３_負担者負担金額

加入区分 公２突合調整点数 算定_公２_任意給付額 登録年月日

算定前_公４_高額療養費１％ 確定標準負担額区分コード 合世帯割 Ⅰ

喪失年月日 最新保険者変更日 算定後_公４_任意給付額 性別(前)

算定後_公３_任意給付額 該当理由コード 被保区分 支退_世帯割1/2軽減月数

公３突合調整点数 算定後_公４_患者負担額 支援_退随時賦課額 公１_生活基準回数

徴収猶予管理№ 納付番号 退職_期別保険料 算定_公３_費用額

算定後_公１_食事基準額 算定差_公３_患者負担額 保険_調整負担者番号 算定_公５_調整金額

確定特記事項 公３_任意給付 支給申請書受理番号 機関_調整歯科併設区分

算定差_公４_長期高額療養費 世帯主宛名番号 一_被保割 保険_確定点数

調定額（最新） 預金種目 算定前_公３_費用額 処理情報

時効サイン 費用算定ルート 支退_軽減額 束番号_連番

費用額 再審査結果年月 算定差_公４_任意給付額 最新被保険者証番号(半角)

督促状納期限 郵政口座番号 帳票コード 支_合世帯割1/2軽減月数

照合エラー項目情報 老公区分 公３_決定点数 算定後_公３_高額療養費１％

喪失届出年月日 公２_政令指定都市区分 分納回数 事業区分

徴収猶予期間（終了日） 算定_公３_食事負担者負担額 振込支店コード 還付通知発送日（到達日）

算定前_保険_患者負担額 前期該当区分 変更通知書管理№ 算定前_公３_長期高額療養費

算定_保険_食事他法優先 再審査区分 算定後_公２_食事患者負担額 株式配当所得

徴収猶予期間（開始日） 算定差_保険_国保優先公費負担額 請求内容（漢字） 算定後_公４_決定点数

算定_公３_患者負担額 支援退職_世帯割 診療年月 照合エラーコード

算定前_公１_負担者負担金額 外字サイン 普徴番号 住所漢字

却下区分 溢れサイン 算定_保険_費用額 接続公３削除区分

削除区分 一般_所得割 算定前_公４_負担者負担金額 公１_確定診療実日数

通知番号 過誤・再審査審査結果 公１_食事標準負担額 個人管理番号

割引(前) 最終更新日時 繰上徴収管理№ 算定前_保険_高額療養費１％

不一致サイン 算定区分 算定_公１_食事負担者負担額 合介護随時賦課額

二割徴収者 公４_診療実日数 支援_一随時賦課額 算定後_保険_高額療養費１％

差押処分登録日 当初患者負担額 算定前_公１_費用額 機関_診療科

接続公１_一部負担金 手数料負担区分 期№（随時月） (請求公５負担金額)

支給決定年月日 公３_生活特別回数 公４_合算区分 算定前_公１_患者負担額

確定延滞金額 公１_食事基準額 算定差_公３_食事患者負担額 算定_保険_食事負担者負担額

公４_決定点数
未特定時集計市町村番号(分離合
併)

決裁区分コード 算定前_保険_減免猶予額

算定_公１_高額療養費１％ 公５_確定一部負担金 時効完成日 取扱区分

公３_確定診療実日数 公１_請求一部負担金 算定_公３_他公費負担点数 算定_公２_長期高額療養費

交付要求・参加差押書送達日 算定_公２_高額療養費１％ 最新受給者番号 退_被保険者総賦課基準

被保険者氏名（カナ） 算定_公１_食事患者負担額 公３_食事増減標準負担額 申告区分

支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



支一_年間限度超過月数 同意年月日 接続減額・免除・猶予区分 調定額（最新）_支援

充当元還付№ 非該当窓口コード 公１_生活特別単価 一_期別保険料

公２_確定一部負担金 本人家族区分 一般_賦課額 振込銀行コード

却下理由 公１_決定点数 国保番号 開始窓口コード

公１_患者負担額 公３_請求点数 保険_食事増減基準額 公５_食事請求基準額

突合先診療年月 納期限 旧被保険者証番号(全角) 医介構成区分

同一帳票区分 保険_都道府県コード 接続格納区分 還付額

算定差_公５_任意給付額 加入テーブル 分納誓約日 帳票処理年月

接続公２_負担者番号 発送先住所 算定前_公３_患者負担額 老人保健_保険区分

支援合計_被保割 重複エラー区分 金融機関コード 老人保健_委託区分

被保険者氏名（漢字） 接続受付番号 算定差_公５_高額療養費 保険者番号

督促管理№ 公２_患者負担額 算定後_公３_食事患者負担額 国保連レセプト番号

振込先口座有無区分 接続公３_一部負担金 一般_特徴期別保険料 保険_決定点数

算定_公４_患者負担額 機関_調整医療機関コード 一時所得 公３_食事患者負担額

トータルチェック処理日 支退_減額合計額 算定後_公４_負担者負担金額 支一_所得割

公１_突合調整金額 公５_増減点数 公４_生活特別単価 支_合年間保険料

算定_公４_任意給付額 一_軽減判定合計額 算定前_公５_決定点数 (確定公５負担金額)

譲渡特控後 転帰グループ番号 退職_減免額 公２_請求突合調整一部負担金

一般_被保割 算定差_公１_長期高額療養費 算定_公１_長期高額療養費 賦課年度

地公体名（漢字） 合賦課額 一_世帯割1/2軽減月数 公４_食事基準額

徴収猶予終了日 (決定公３負担金額) 非該当届出年月日 算定差_公１_食事負担者負担額

接続市町村番号 算定差_公２_高額療養費 他事業所得 当初調定額_支援

公費２_法別番号 更新窓口コード 薬剤管理指導料 公２_生活環境日数

申告フラグ（14,15） 操作者 公２_突合調整一部負担金 公１_食事決定回数

公１_一部負担金 算定差_公４_高額療養費 公３_調整負担者番号 公２_生活基準単価

綴徴収区分 ロジカルチェックエラーコード 公３_食事請求標準負担額 賦課決定区分

算定前_保険_食事患者負担額 接続減額金額 支_合世帯割 保険証交付場所

科目コード・科目ヘッダー 還付通知番号 算定_公４_食事患者負担額 支退_按分率

機関_柔整団体機関コード 算定差_公２_食事基準額 分納誓約終了日 延滞金_医療支援

算定_公３_任意給付額 公２_保険区分 調定額（最新）_医療 特別徴収区分

一_年間被保人数 延滞金減免理由コード 給付チェックエラーコード 市税事務所委託フラグ

各種年月日－日 生年月日－日 支払い方法 算定差_公２_食事負担者負担額

算定_公１_負担者負担金額 公１_食事決定基準額 公５_生活基準回数 電子レセプト区分

連合会任意項目 傷病コード 賦課給与所得 算定_公５_長期高額療養費

一_年間保険料 歯科補綴関連検査(GoA) 割引 公４_食事確定標準負担額

疑義レセプト全国共通キー
算定後_公５_患者負担額(他公費負担
分)

各種区分 住居地市町村番号

トータルチェックエラー項目情報 公１_給付割合 算定差_公２_費用額 算定前_公５_費用額

複数申出区分 公５_確定受給者番号 公４_食事請求基準額 随時サイン

退_世帯割 所得内容更新日 氏名カナ 算定前_公３_他公費負担点数

束番号 公１_決定受給者番号 特別徴収義務者コード 接続公１_負担者番号

所得割_医療 算定後_公５_高額療養費１％ 調定年度（和暦） 公４_食事決定標準負担額

被保険者証番号(半角)(前) 一_世帯割 公１_食事請求標準負担額 公３_決定負担者番号

公２_増減一部負担金 被保険者住所コード 保険_食事確定基準額 指定公費額

算定後_公１_任意給付額
算定後_公４_患者負担額(他公費負担
分)

機関_調整都道府県コード 確定原爆区分

差押処分管理№ 一_年間限度超過額 公４_食事患者負担額 延滞金減免管理№

算定前_公１_食事基準額 取得理由 公３_確定負担者番号 機関_調整医療機関点数表

算定後_公１_食事負担者負担額 分離短期特控額（前＋後） 交付要求・参加差押フラグ 旧市町村番号

算定後_公２_食事基準額 公５_任意給付 交付要求・参加差押管理№ 保険_政令指定都市区分

増減区分 接続総括区分 算定差_公３_費用額 給付割合

更新時刻 公１_保険区分 接続公１_診療実日数 合被保険者総賦課基準

再審査等申し出機関 公４_食事増減基準額 窓口コード 公１_確定受給者番号

公２_確定負担者番号 (決定公費負担金額) 照会日 生年月日－月

調定異動日 シーケンス№ 算定前_公２_費用額 徴収対策区分

公３_生活環境日数 算定差_公５_食事患者負担額 保険制度(保険種別①) 合計_所得割

算定_公５_決定点数 算定前_公３_負担者負担金額 徴収猶予前時効完成日 確認番号

算定前_公３_食事負担者負担額 (公５負担金額) 合計_世帯割 用紙種別コード

支一_年間所得割 確定算定区分 算定_公３_食事患者負担額 公３_診療実日数

払込区分（振込手数料） 算定差_公４_負担者負担金額 地公体名（カナ） 保険_生活基準回数

介護随時調定年度 一_年間賦課基準 算定前_公２_高額療養費１％ 負担割合

年間所得割_医療 終了理由 公５_突合調整金額 合減免額

本徴収_開始年月 算定_公５_他公費負担点数 算定_公４_高額療養費１％ 算定後_公２_負担者負担金額

公１_生活特別回数 入院外来区分 延滞金表示区分 バッチ区分

処理顛末番号 公２_一部負担金 徴収猶予申請理由コード 保険_生活特別単価

減免申請日 退_年間賦課基準 支給実績データ更新年月日 充当延滞金_介護

再審査申出通番 退_被保割人数 旧被保険者証記号 収納種別

保険料（一般） 公２_増減点数 処分停止終了日 合算所得

延滞金減免終了理由コード 接続公３_負担者番号 退_年間世帯割 喪失理由

算定_保険_減免猶予額 算定後_公２_食事負担者負担額 合年間被保割 一般_年間被保人数

算定差_公１_食事患者負担額 算定差_保険_食事患者負担額 基礎年金番号 市町村保険者ID

適用開始年月日 適用開始届出年月日 適用開始異動区分 適用開始窓口コード

適用開始理由 適用終了年月日 適用終了届出年月日 適用終了異動区分

適用終了窓口コード 適用終了理由 在留資格コード 在留期限年月日

券面記載の被保険者証記号 券面記載の被保険者証番号 券面記載の氏名（漢字） 券面記載の氏名（漢字）の読み仮名

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）

券面記載氏名が通称名の場合の本名等
（漢字）の読み仮名

被保険者証裏面への性別記載の有無
DV被害者等に関する自己情報不開示の
申し出の有無

被保険者証記号及び被保険者証番号ごとに付番した枝番（個人を識別する２
桁の番号）

自己負担限度額が変更となった場合、または治癒により証を回収した場合の
回収の理由が発生した日



平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
⑥事務担当部署

①千葉市保健福祉局健康部健康保険課
②中央区役所保険年金課
③花見川区役所保険年金課
④稲毛区役所保険年金課
⑤若葉区役所保険年金課
⑥緑区役所保険年金課
⑦美浜区役所保険年金課

①千葉市保健福祉局健康部健康保険課
②中央区役所市民総合窓口課
③花見川区役所市民総合窓口課
④稲毛区役市民総合窓口課
⑤若葉区役所市民総合窓口課
⑥緑区役所市民総合窓口課
⑦美浜区役所市民総合窓口課

事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない（組織名称等の形式的
な変更）

平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容
　給付事務（高額療養費）

―
次期国保総合システム、国保情報集約システ
ム、国保総合PC、データ連携PC、中継サーバ
を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム４

―
次期国保総合システムおよび国保情報集約シ
ステムについての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携 ※
 ②法令上の根拠

○番号法第１９条第７号及び別表第二
【別表第二における情報提供の根拠】
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第４欄（特定個人情報）に「国民健康保険関係
情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、２６、２７、
４２、６２、８０、８７、９３の項）
（注）別表第二の１２、１５、１７、２２、３０、３３、３
９、４６、５８、７８、８１、８８、１０９、１１０、１２０
の項に対応する別表第二省令は、命令案の公
布後、改めて一部改正により追加予定。
（注）別表第二の９、９７、１０６の項に対応する
国民健康保険関係情報の規定なし。

【別表第二における情報照会の根拠】
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、
第２欄（事務）が「国民健康保険法による事務で
あって主務省令で定めるもの」となっている項
（４２、４４の項）
（注）別表第二の４３、４５の項に対応する別表
第二省令は、命令案の公布後、改めて一部改
正により追加予定。

○番号法第１９条第７号及び別表第二
【別表第二における情報提供の根拠】
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第４欄（特定個人情報）に「国民健康保険関係
情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、９、１２、１
５、１７、２２、２６、２７、４２、６２、７８、８０、８７、
９３、９７、１０９、１２０の項）
（注）別表第二の３０、３３、３９、４６、５８、８１、８
８、１１０の項に対応する別表第二省令は、命令
案の公布後、改めて一部改正により追加予定。
（注）別表第二の１０６の項に対応する国民健康
保険関係情報の規定なし。

【別表第二における情報照会の根拠】
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、
第２欄（事務）が「国民健康保険法による事務で
あって主務省令で定めるもの」となっている項
（４２、４３、４４の項）
（注）別表第二の４５の項に対応する別表第二
省令は、命令案の公布後、改めて一部改正に
より追加予定。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム２
　②システムの機能

略 句点（。）が抜けていたため追加。（10か所） 事後
重要な変更に当たらない変更
（誤記修正）

平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容
　資格事務

―
国保連合会、次期国保総合システム、国保情
報集約システム、国保総合PC、データ連携PC、
中継サーバを追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

重要な変更平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

　市町村及び特別区（以下単に「市町村」とい
う。）は、国民健康保険法（以下単に「法」とい
う。）第３条により、国民健康保険を行うものとさ
れる。
　市町村に住所を有する者は、当該市町村が行
う国民健康保険の被保険者（以下単に「被保険
者」という。）とする（法第５条）が、被用者保険
の被保険者等、法第６条の規定に該当する者
は、国民健康保険の被保険者としない（適用除
外）。
　市町村は、被保険者の疾病、負傷、出産また
は死亡に関して必要な保険給付（以下単に「保
険給付」という。）を行う（法第２条）。
　被保険者の属する世帯の世帯主（以下単に
「世帯主」という。）に対し、国民健康保険に係る
届出義務（法第９条）及び国民健康保険料（以
下単に「保険料」という。）の納付義務（法第７６
条）を課している。

　千葉市は千葉市国民健康保険の保険者（保
険制度を運営する団体）として、住民基本台帳
法及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（以下単
に「番号法」という。）の規定により、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。また、情報提供
ネットワークシステムを通じて特定個人情報の
照会及び提供を行う。
以下略

　市町村及び特別区（以下単に「市町村」とい
う。）は、国民健康保険法に基づき都道府県とと
もに国民健康保険を行うものとされる。
　都道府県内に住所を有する者は、当該都道府
県が行う国民健康保険の被保険者（以下単に
「被保険者」という。）とする（法第５条）が、市町
村はそのうちの当該市町村内に住所を有する
被保険者の管理を担い、被用者保険の被保険
者等、法第６条の規定に該当する者は、国民健
康保険の被保険者としない（適用除外）。
　市町村は、被保険者の疾病、負傷、出産また
は死亡に関して必要な保険給付（以下単に「保
険給付」という。）を行う（法第２条）。
　被保険者の属する世帯の世帯主（以下単に
「世帯主」という。）に対し、国民健康保険に係る
届出義務（法第９条）及び国民健康保険料（以
下単に「保険料」という。）の納付義務（法第７６
条）を課している。

　千葉市は千葉市国民健康保険の保険者（保
険制度を運営する団体）として、住民基本台帳
法及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（以下単
に「番号法」という。）の規定により、特定個人情
報を以下の事務で取り扱う。また、情報提供
ネットワークシステムを通じて特定個人情報の
照会及び提供を行うとともに、県内他市町村と
の間での被保険者情報について国保情報集約
システムを介してデータ連携を行う。
以下略

事前

平成29年2月22日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム１
　②システムの機能

以上略
【滞納関連事務に係る機能】
・収納ＤＢで管理している収納情報をもとに、滞
納データを作成し、滞納ＤＢで管理する。
・滞納情報から滞納処分（督促状含む）に関す
るデータを作成する。
以下略

以上略
【滞納関連事務に係る機能】
・収納ＤＢで管理している収納情報をもとに、滞
納データを作成し、滞納ＤＢで管理する。
・滞納情報から滞納処分に関するデータを作成
する。
以下略

事後
重要な変更に当たらない変更
（誤記修正）

平成29年2月22日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
　入手の際の本人確認の措置
の内容

・番号法第１６条（本人確認の措置）、番号法施
行令第１２条第１項、番号法施行規則第１条等
の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと
運転免許証又は旅券等による確認のほか、番
号法施行規則第３条第３項（第１条第３項を準
用）の規定に基づき確認する。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
＜国民健康保険システムにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
　必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置の
内容

必要な情報以外を入手することを防止するた
め、以下の措置を講ずる。
【窓口、電話対応等からの入手】
【庁内連携による入手】
について記載。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
　リスクに対する措置の内容

・ 国民健康保険事務等に関係のない情報を入
手する事がないよう情報システム責任者が監視
を行うとともに、職員に対する教育を徹底する。
・個人番号の記載を要する届出書、申請書及び
申告書等は、法令及び条例等において規定さ
れるため、被保険者及び納税義務者等が個人
番号の記載が必要であることを確認することが
できる。
・職員の職責に基づきシステム上の権限を設定
し不適切な操作ができないようになっており、す
べての操作についてログを取得し保管してい
る。なお、一定期間保管し、必要に応じて確認
が行える仕組みとする。
・申請書受領時に保管する場所を統一し、他の
職員や外部からの覗き見等ができないよう対応
する。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

略

市町村被保険者ID
適用開始年月日、 適用開始届出年月日、
適用開始異動区分、 適用開始窓口コード、
適用開始理由
適用終了年月日、適用終了届出年月日、
適用終了異動区分、適用終了窓口コード、
適用終了理由
の１１項目を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
　対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

対象者以外の特定個人情報の入手を防止する
ため、以下の措置を講ずる。
【窓口、電話対応等からの入手】
【庁内連携による入手】
について記載。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 需用な変更

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項3

―
資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務
に関する市町村保険者事務共同処理業務
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
　提供・移転の有無

[○] 提供を行っている　（　12） 件
[○] 移転を行っている　（　 3） 件

[○] 提供を行っている　（　21） 件
[○] 移転を行っている　（　 3） 件

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

①千葉市保健福祉局健康部健康保険課
②中央区役所保険年金課
③花見川区役所保険年金課
④稲毛区役所保険年金課
⑤若葉区役所保険年金課
⑥緑区役所保険年金課
⑦美浜区役所保険年金課

①千葉市保健福祉局健康部健康保険課
②中央区役所市民総合窓口課
③花見川区役所市民総合窓口課
④稲毛区役市民総合窓口課
⑤若葉区役所市民総合窓口課
⑥緑区役所市民総合窓口課
⑦美浜区役所市民総合窓口課

事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない（組織名称等の形式的
な変更）

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託の有無

2件 3件 事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】　について記載。

左記に
【国保連合会からの入手】
についての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

【本人又は本人の代理人からの入手】
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
について記載。

左記に
【国保連合会からの入手】
についての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人からの入手】　略
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
 ①略
 ②地方税関係情報 ： 税システムの異動情報
を月次更新する。
 ③ ④ ⑤略
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
略
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】　略

【本人又は本人の代理人からの入手】　略
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
 ①略
 ②地方税関係情報 ： 税システムの異動情報
を週次更新する。
 ③ ④ ⑤略
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
略
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】　略

事後
重要な変更に当たらない変更
（誤記修正）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限
　　具体的な制限方法

略

なお、国保連合会への委託に関しては、契約書
に個人情報取扱について明記し、管理者・作業
者を報告させるとともに特定個人情報ファイル
へのアクセス権限を付与する職員を最小限に
制限し、付与するアクセス権限も必要最小限と
するなどの措置を講じている。
を追加

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報の提供ルール
　　委託元と委託先間の提供
に
　　関するルールの内容及び
　　ルール遵守の確認方法

略

・委託先では、特定個人情報は管理措置が講じ
られた作業場所において取り扱うものとし、当該
作業場所以外の場所への特定個人情報の持
出、提供を禁止している。
・システムによるデータ連携ではなく、委託先と
の間で特定個人情報等を運搬により提供する
場合は、特定個人情報が記録された資料等の
運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録
の資料等は暗号化を施すこと等、個人情報等
の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬を
行う。
・記録の保存期間については、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。
を追加

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク４：特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
　リスクに対する措置の内容

バックアップファイル取得は、データセンター（入
退室管理）での作業に限定されている。新国民
健康保険オンラインシステムのＥＵＣ機能につ
いては、個人番号を抽出できないようにする。、
なお、個人番号を除く情報をＥＵＣ機能により抽
出したファイルを電磁的記録媒体などに複製す
る際は、操作ログを残す仕組みにしたうえで、情
報システム責任者が定期的に確認し、不正な複
製を牽制している。

左記に
＜国保総合PCにおける措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　情報保護管理体制の確認

略

なお、国保連合会への委託に関しては、千葉市
の情報セキュリティ対策基準に基づき、国保連
合会において個人情報が適正に管理されてい
るかどうかを以下の観点で確認する。
・ISO/IEC27001と同等の情報セキュリティマネ
ジメント（ISMS）態勢の構築
・個人情報の管理的な保護措置(個人情報等取
扱規程、体制の整備等)
・個人情報の物理的保護措置(専用カードによ
る入館制限、施設および設備の整備、バック
アップ等)
・個人情報の技術的保護措置(アクセスログの
管理、アクセス制限の設定等）
・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確
保されること
を追加

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
　その他の措置の内容

インターネットを扱う端末と業務システムを扱う
端末を分けており、業務システムで使用する端
末については外部と接続していない。

左記に
＜国保総合PCにおける措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
　ユーザ認証の管理
　　具体的な管理方法

システムを利用する必要がある職員を特定し、
個人ごとにユーザＩＤを割り当てるとともに、ユー
ザＩＤと生体認証（又はパスワード）による個人
認証を行う。

左記に
＜国保総合PCにおける措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
　特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・入手した特定個人情報について、国保システ
ム等への入力、修正及び削除等の作業を行う
場合には、入力作業等を行った職員以外による
照合作業を行うことで正確性を確保する。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
＜国民健康保険システムにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
　リスクに対する措置の内容

特定個人情報の入手に関しては、次の点につ
いて職員等に対する教育を徹底する。
【紙媒体に対する措置】
【電子データに対する措置】
【業務共通システムに対する措置】
について記載。

左記に
【国保連合会からの入手に対する措置】
＜国保総合PCにおける措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２. 特定個人情報の入手
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
　個人番号の真正性確認の措
置の内容

・番号法第１６条、番号法施行令第１２条第１項
及び番号法施行規則第１条等の規定に基づ
き、個人番号カード、通知カードと運転免許証又
は旅券等による確認のほか、番号法施行規則
第３条第３項（第１条第３項を準用）の規定に基
づき確認する。
・個人番号カード（又は通知カードと法令により
定められた身分証明書の組み合わせ）の提示
がない場合、住民基本台帳ネットワークシステ
ムＣＳ端末において職員が本人確認情報と個人
番号の確認を行う。

左記に
【国保連合会からの入手】
＜国保総合PCにおける措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容　※

　市町村及び特別区（以下単に「市町村」とい
う。）は、国民健康保険法に基づき都道府県とと
もに国民健康保険を行うものとされる。
以下略

・（１）　市町村及び特別区（以下単に「市町村」
という。）は、国民健康保険法に基づき都道府
県とともに国民健康保険を行うものとされる。
以下略

段落番号（１）を割り振る。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容　※

　市町村及び特別区（以下単に「市町村」とい
う。）は、国民健康保険法に基づき都道府県とと
もに国民健康保険を行うものとされる。
以下略

左記に
（２）｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を
図るための健康保険法等の一部を改正する法
律｣
についての記載を追加

事前 重要な変更

平成30年3月23日
７．評価実施機関における担
当部署

今泉　雅子 貞石　渡 事後 職員名の変更

平成31年2月13日

５．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

健康保険課長　貞石　渡 健康保険課長 事前
様式変更に伴う記載内容の変
更

平成29年2月22日

Ⅳ　その他のリスク対策
２．従業者に対する教育・啓発
   従業者に対する教育・啓発
　　具体的な方法

【国保システムにおける措置】
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
について記載。

左記に
【国保総合(国保集約)システムに関する教育・
啓発】
【サイバーセキュリティに関する教育・啓発】
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

（別紙１）番号法第１９条第７
号及び別表第二に定める事
務

略

第１９条第７号
別表第二の項のうち
９，１２，１５，１７，２２，７８、９７，１０９，１２０の
項を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
　消去手順
　　手順の内容

・保存期間を過ぎデータベースに格納された特
定個人情報は、新国民健康保険システムの処
理において消去する。
・磁気ディスクの廃棄時は、内容の消去・破壊
等（専用ソフトによるフォーマットや物理的破砕
などを行うことにより、内容を書き出すことがで
きないようにする。）を行う。
・紙帳票については、受け渡し、保管及び廃棄
（裁断、溶解等）の運用が適切になされているこ
とを適時確認する。
・特定個人情報の廃棄は、要領・手順書等に基
づき行うとともに、その記録を残す。

左記に
【国保総合(国保集約)システムの保管・消去】
＜国保総合PCにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査
　　具体的な内容

【国保システムにおける措置】
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
について記載。

左記に
【国保総合(国保集約)システム】
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日 同上 ―
事例３（メールの誤送信に関する記載）
を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク２：特定個人情報が古い
情報のまま保管され続けるリ
スク
　リスクに対する措置の内容

個人番号を含めた宛名情報について
①住民記録システムと異動データを連携（随
時）することにより最新化する。
②住民記録システムとの整合処置を定期的に
実施する。

左記に
【国保総合(国保集約)システムの保管・消去】
＜国保総合PCにおける措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
　　その内容

事例１（レセプトの紛失に関する記載） （削除） 事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日 同上
事例２（メールの誤送信に関する記載）
事例３（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託におけるその他の
リスク及びそのリスクに対する
措置

―
＜国保連合会における措置＞
 についての記載を追加。

事前 重要な変更

平成29年2月22日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
　具体的な対策の内容

【千葉市における措置】
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
について記載。

左記に
【国保総合PCにおける措置】
 についての記載を追加。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容

（略） 各事務における図を変更する 事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携　※
　②法令上の根拠

【別表第二における情報照会の根拠】
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、
第２欄（事務）が「国民健康保険法による事務で
あって主務省令で定めるもの」となっている項
（４２、４３、４４の項）
（注）別表第二の４５の項に対応する別表第二
省令は、命令案の公布後、改めて一部改正に
より追加予定。

左記に
＜オンライン資格確認の準備業務＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
　①部署

保健福祉局　健康部　健康保険課

保健福祉局　医療衛生部　健康保険課

※以降この評価書における「保健福祉局　健康
部　健康保険課」とあるものは全て「保健福祉局
医療衛生部　健康保険課」と改める。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
　②実現が期待されるメリット

（２）行政事務の効率化と公平な保険料負担の
実現
　①資格情報、所得情報及び給付情報を関係
機関から直接取得することにより、資格、賦課
及び給付
　 　の適正化が図れる。
　②庁内連携により個人情報が一元管理される
ことで、資格の適正化や保険料の賦課等に係る
事務の効率化及び正確化が図れる。

左記に
（３）＜オンライン資格確認の準備業務＞
についての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
５．個人番号の利用　※
　法令上の根拠

○番号法第９条第１項　別表第一（３０の項）
国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令（注）で定め
るもの
（注）　番号法別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令 第２４条

左記に
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム５

―
システムに新たに
「医療保険者等向け中間サーバー等」
を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
　①事務実施上の必要性

以上略
（２）国保システムで保有する特定個人情報の
副本を中間サーバへ格納し、情報提供ネット
ワークシステムを介して関係機関等へ提供す
る。

左記に
（３）＜オンライン資格確認の準備業務＞
についての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム４
　②システムの機能

・転入市区町村
・転出市区町村

・転入地市区町村
・転出地市区町村

上記の表記に修正する（８箇所）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム４
　②システムの機能

２．高額該当回数の引き継ぎ業務(詳細は別添1
を参照)
以下略

左記に
３．オンライン資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への被保険者異動
情報の提供　(詳細は別添1を参照)
についての記載を追加。

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム４
　①システムの名称

次期国保総合システム

国保総合システム

※以降この評価書における「次期国保総合シス
テム」とあるものは全て「国保総合システム」と
改める。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム４
　②システムの機能

１．資格継続業務(詳細は別添1を参照)
　中略
　(2)被保険者情報の受信(国保資格取得喪失
年月
日連携ファイル、市町村被保険者ID連携ファイ
ル)
　中略
　　また、資格取得年月日や資格喪失年月日の
引き継ぎを行い、該当市区町村の国保総合PC
及びデータ連携PCへ被保険者資格データを配
信する。

１．資格継続業務(詳細は別添1を参照)
　中略
　(2)被保険者異動情報の受信(国保資格取得
喪失年月
日連携ファイル、市区町村被保険者ID連携ファ
イル)
　中略
　　また、資格取得年月日や資格喪失年月日の
引き継ぎを行い、該当市区町村の国保総合PC
及びデータ連携PCへ被保険者異動情報を配信
する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム１
　①システムの名称

新国民健康保険システム

国民健康保険システム

※以降この評価書における「新国民健康保険シ
ステム」とあるものは全て「国民健康保険システ
ム」と改める。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
　システム１
　②システムの機能

【セキュリティ管理機能】
（注）「システム方式設計書_6_0_0_機能要件の
整理 第1.1 版」以降で提供予定。

（削除） 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項3
　②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
　その妥当性

・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務(国保総合(国保集
約)システム)のみであり、国民健康保険の療養
給付等の審査・支払業務そのもののには、個人
番号を用いない。

・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認の準備のための医療保険者等向け中間
サーバー等への被保険者資格情報の提供(国
保総合(国保集約)システム)のみであり、国民健
康保険の療養給付等の審査・支払業務そのも
のには、個人番号を用いない。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項3
　①委託内容

・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務(国保総合(国保集
約)システム)のみであり、国民健康保険の療養
給付等の審査・支払業務そのものには、個人番
号を用いない。

左記に以下の内容を追加
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するため、国保連合会は、市
区町村より受領した被保険者資格異動に関す
るデータを編集し、｢医療保険者等向け中間
サーバー等｣へ送信、登録を行う。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項3
　②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

［ 特定個人情報ファイルの一部 ］ ［ 特定個人情報ファイルの全体 ］ 事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項1
　再委託化
　⑧再委託の許諾方法

委託先業者はあらかじめ書面により、再委託の
理由、再委託先、再委託の内容、再委託先が
取り扱う情報及び再委託先に対する監督方法
等を通知し、許可を得ることにより再委託でき
る。

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上
で、事前に書面により再委託が必要な理由、再
委託先、再委託の内容、再委託先が取り扱う情
報及び再委託先に対する監督方法等を通知
し、承諾を得ることにより再委託できる。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項2
　⑥委託先名

日本電子計算株式会社 NECフィールディングス株式会社　千葉支社 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

【国保連合会からの入手】
・国民健康保険法第１１３条の３の規定による。
（被保険者資格等の管理を都道府県単位で実
施する必要があり、個人番号利用事務の一部
を国保連合会に委託している。）

【国保連合会からの入手】
国民健康保険に関して、被保険者資格等の管
理を都道府県単位で実施する必要があり、個人
番号利用事務の一部を国保連合会に委託して
いるため、当市が保険給付の支給、保険料の
徴収または保健事業等を実施するためには、
国保連合会から当該情報を入手する必要があ
る。
以下略

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託の有無　※

（ ３ ）件 （ ５ ）件 事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　※

［ ○ ］その他　（国民健康保険団体連合会） ［ ○ ］その他　（千葉県国民健康保険団体連合会） 事後

重要な変更の項目に当たる
が、脱字の訂正であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

【国保連合会からの入手】
①国民健康保険に関する都道府県単位の被保
険者資格情報
： 平成30年4月1日以後に、日次更新する。
②高額該当の引き継ぎ情報
： 平成30年4月1日以後に、月次更新する。

【国保連合会からの入手】
 ①資格継続業務
　・被保険者情報(国保資格取得喪失年月日連
携ファイル、市区町村被保険者ID連携ファイル
等)
　：国民健康保険に関する都道府県単位の被保
険者資格情報。
　　平成30年4月1日以後に、日次の頻度。
 ②高額該当の引き継ぎ業務
　・引き継ぎ情報(継続候補世帯リスト、継続世
帯確定リスト等)
　：転出地市区町村から転入地市区町村へ高
額該当情報を引き継ぐための情報。
　　平成30年4月1日以後に、月次の頻度。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容

〈給付事務（レセプト管理）〉
（備考）

左記に
⑨オンライン資格等確認システムでの医療保険
資格確認による診療報酬明細書の振替
を追加する

事前 重要な変更

令和2年12月18日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容

〈給付事務（限度額適用認定証）〉
（備考）

左記に
⑥国保総合PCを使用した医療保険者等向け中
間サーバーとの所得区分情報の連携
⑦国保情報集約システムを使用した医療保険
者等向け中間サーバーとの所得区分情報の連
携
を追加する

事前 重要な変更

令和2年12月18日
Ⅰ基本情報
（別添１）事務の内容

〈資格事務〉
（備考）

左記に
⑧国保情報集約システムを使用した医療保険
者等向け中間サーバーとの資格情報の連携
を追加する

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
　ユーザ認証の管理
　具体的な方法

システムを利用する必要がある職員を特定し、
個人ごとにユーザＩＤを割り当てるとともに、ユー
ザＩＤと生体認証（又はパスワード）による個人
認証を行う。
以下略

システムを利用する必要がある職員を特定し、
個人ごとにユーザＩＤを割り当てるとともに、ユー
ザＩＤと生体認証及びパスワードによる個人認証
を行う。
以下略

事後

重要な変更の項目に当たる
が、事務の実態に合わせた修
正であり、リスクが高まるもの
ではない
ことから重要な変更に当たら
ない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
　特定個人情報の使用の記録
　具体的な方法

【国保システムにおける措置】
・情報システム責任者がログ記録を取得し定期
的に確認を行う。特に一定時間ログオンを継続
した者について、定期的に所属課あてに通知
し、利用目的等を報告させるなど、不正な利用
の牽制を行う。

左記に以下の内容を追加。
【国保総合PCにおける措置】
・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ロ
グインを実施した職員・時刻を記録している。
・情報システム管理者は定期的又はセキュリ
ティ上の問題が発生した際に、ログインを実施し
た職員・時刻・操作端末・操作内容の記録の提
供を国保連合会に求め、記録の内容と関連す
る状況を確認し、不正な運用が行われていない
かを監査する。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、記載漏れの修正であり、リ
スクが高まるものではないこと
から重要な変更に当たらな
い。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
２. 特定個人情報の入手
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
　対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

共通基盤システム

業務共通システム

※以降この評価書における「共通基盤システ
ム」とあるものは全て「業務共通システム」と改
める。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
２. 特定個人情報の入手
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
　リスクに対する措置の内容

以上略
納税義務者等
中略
・職員の職責に基づきシステム上の権限を設定
し不適切な操作ができないようになっており、す
べての操作についてログを取得し保管してい
る。なお、一定期間保管し、必要に応じて確認
が行える仕組みとする。

以上略
納税義務者等
中略
・職員の職責に基づきシステム上の権限を設定
し不適切な操作ができないようになっている。ま
たＩＤ・パスワード及び生体認証による本人認証
を実施しており、すべての操作についてログを
取得し保管している。なお、一定期間保管し、必
要に応じて確認が行える仕組みとする。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、事務の実態に合わせた修
正であり、リスクが高まるもの
ではない
ことから重要な変更に当たら
ない。

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所　※

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
以下略

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館、
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
以下略

事後

重要な変更の項目に当たる
が、記載をより詳細なものに
修正したのみであり、リスクが
高まるものではないことから、
重要な変更に当たらない

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（略）

新たに下記の項目を追加する。
　・在留資格コード
　・在留期限年月日
　・券面記載の被保険者証記号
　・券面記載の被保険者証番号
　・券面記載の氏名（漢字）
　・券面記載の氏名（漢字）の読み仮名
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢
字）
　・券面記載氏名が通称名の場合の本名等（漢
字）の読み仮名
　・被保険者証裏面への性別記載の有無
　・ＤＶ被害者等に関する自己情報不開示の申
し出の有無
　・自己負担限度額が変更となった場合、また
は治癒により証を回収した場合の回収の理由
が発生した日
　・被保険者証記号および被保険者証番号ごと
に付番した枝番(個人を識別する２桁の番号)

事前
事後で足りるものの任意に事
前で提出

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項4

―

委託事項に新たに
「医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務」
を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項5

―

委託事項に新たに
「医療保険者等向け中間サーバー等における
機関別符号取得等事務」
を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　委託事項3
　再委託化
　⑧再委託の許諾方法

委託先はあらかじめ書面により、再委託の理
由、再委託先、再委託の内容、再委託先が取り
扱う情報及び再委託先に対する監督方法等を
通知し、許可を得ることにより再委託できる。

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上
で、事前に書面により再委託が必要な理由、再
委託先、再委託の内容、再委託先が取り扱う情
報及び再委託先に対する監督方法等を通知
し、承諾を得ることにより再委託できる。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイル提供
ルール
　委託元と委託先間の提供に
関するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

以上略
・記録の保存期間については、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。

左記に
＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　特定個人
情報の消去ルール　ルールの
内容及びルール遵守の確認
方法

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返
還、破棄、もしくは消去しなければならない。
・委託元の求めに応じ、破棄、消去の方法、完
了日等を報告する旨を規定し、必要に応じて、
職員がその内容を確認する。

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返
還、破棄、もしくは消去しなければならない。
・情報の消去にあたっては、システム機器の物
理破壊又は専用ソフトにより復元できないように
することとし、職員立会いの下、あるいは職員自
らが抹消措置を実施する。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、事務の実態に合わせた修
正であり、リスクが高まるもの
ではない
ことから重要な変更に当たら
ない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイルの取
扱いの記録
　具体的な方法

・上記システムアクセスログ及びアプリケーショ
ンアクセスログの保管期間は、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。

左記に
＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイル提供
ルール
　委託先から他者への提供に
関するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・特定個人情報を含む業務を再委託先へ委託
する場合は、契約書において、再委託の必要
性、再委託先での情報管理及びセキュリティ管
理について検討し、再委託の必要性と管理上の
問題が無い場合に限り、再委託を認めている。

左記に
＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　情報保護管理体制の確認

・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止など、個人情報保護条例等に基づき事
務の委託・再委託を行う場合に、その業務を行
う者が講じなければならない事項を定めた個人
情報取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明
記した契約書により、契約締結する。

・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止、発注者が必要と認めるときの契約業者
に対する報告の求め又は実地の検査など、個
人情報保護条例等に基づき事務の委託・再委
託を行う場合に、その業務を行う者が講じなけ
ればならない事項を定めた個人情報取扱特記
事項や関係法令の罰則規定を明記した契約書
により、契約締結する。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限
　具体的な制限方法

以上略
なお、国保連合会への委託に関しては、契約書
に個人情報取扱について明記し、管理者・作業
者を報告させるとともに特定個人情報ファイル
へのアクセス権限を付与する職員を最小限に
制限し、付与するアクセス権限も必要最小限と
するなどの措置を講じている。

左記に
＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
　リスクへの対策は十分か

［ 特に力を入れている ］ ［ 十分である ］ 事後

重要な変更の項目に当たる
が、他の項目との比較による
修正であり、リスクが高まるも
のではないことから重要な変
更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
３．特定個人情報の使用
リスク4：特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク
　リスクに対する措置の内容

＜国保総合PCにおける措置＞
中略
・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ロ
グインを実施した職員等・時刻・操作内容が記
録され、国保連合会においても定期的に記録の
内容が確認され、不正な運用が行われていな
いかが点検される。

＜国保総合PCにおける措置＞
中略
・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ロ
グインを実施した職員等・時刻・操作内容が記
録され、国保連合会においても定期的又はセ
キュリティ上の問題が発生した際に、記録の内
容を確認し、不正な運用が行われていないかが
点検される。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　※
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮなどの
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離する
とともに、通信を暗号化することで安全性を確保
している。
以下略

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで漏えい･紛失の
リスクに対応している。
以下略

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
　⑤物理的対策
　具体的な対策の内容

【千葉市における措置】
中略
<その他の対策>
・サーバー、端末機器、記録媒体などの廃棄、
保管移転又はリース返却時、行政情報を消去
する際は、復元不可能な状態にすることとして
いる。
・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施
した場合は、セキュリティ管理者の承認を得たう
えで、実施内容を記録に残している。
・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有
するプリンターなどの周辺装置の廃棄、保管移
転又はリース返却時は次のとおり対応する。
・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、消
磁・破砕・溶解・その他の当該記憶装置又は記
録媒体に記録されていたファイル及びドキュメン
トの復元が不可能となるように措置する。
・業者委託する場合は、記憶装置又は記録媒
体の物理的破壊を行い、廃棄証明書を提出さ
せる。
中略
【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
中間サーバー・プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
として、他テナントとの混在によるリスクを回避
する。

【千葉市における措置】
中略
<その他の対策>
・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保
管移転又はリース返却時、行政情報を消去する
際は、復元不可能な状態にすることとしている。
・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施
した場合は、セキュリティ管理者の承認を得たう
えで、実施内容を記録に残している。
・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有
するプリンタ等の周辺装置の廃棄、保管移転又
はリース返却時は次のとおり対応する。
・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委
託業者が原則職員立会いの下、消磁、破砕、溶
解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録
されていたファイル及びドキュメントの復元が不
可能となるように措置する。立会いが困難な場
合は職員が措置を行う。
中略
【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及
び施錠管理をすることとしている。また、設置場
所はデータセンター内の専用の領域とし、他テ
ナントとの混在によるリスクを回避する。
②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがな
いよう、警備員などにより確認している。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、事務の実態に合わせた修
正であり、リスクが高まるもの
ではない
ことから重要な変更に当たら
ない。

令和2年12月18日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　※
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

（注２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。

（注２）番号法の規定による情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の提供に係
る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報
を一覧化し、情報照会の可否を判断するために
使用する
もの。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　※
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク５：不正な提供が行われ
るリスク
リスクに対する措置の内容

以上略
③特に慎重な対応を求められる情報について
は自動応答を行わないように自動応答不可フラ
グを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、
送信内容を改めて確認し、提供を行う際に、送
信内容を改めて確認し、提供を行うことで、セン
シティブな特定個人情報が不正に提供されるリ
スクに対応している。
以下略

以上略
③機微情報については自動応答を行わないよ
うに自動応答不可フラグを設定し、特定個人情
報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を
行うことで、センシティブな特定個人情報が不正
に提供さ
れるリスクに対応している。
以下略

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保
　具体的な方法

・契約書において、原則として、委託先は他者
へ委託し、又は請け負わせてはならず、再委託
を行う場合には、千葉市と委託先が協議したう
え、再委託先において委託先と同程度以上の
セキュリティの体制が確保できるとして千葉市
が承認をした場合のみ例外的に認めることを定
めている。再委託先におけるセキュリティ体制に
ついては、千葉市が「外部委託時のチェックリス
ト」に基づき確認している。

・契約書において、原則として、委託先は他者
へ委託し、又は請け負わせてはならず、再委託
を行う場合には、千葉市と委託先が協議したう
え、再委託先において委託先と同程度以上の
セキュリティの体制が確保できるとして千葉市
が承認をした場合のみ例外的に認めることを定
めている。再委託先におけるセキュリティ体制に
ついては、委託先を通じて、千葉市が「外部委
託時のチェックリスト」に基づき確認している。ま
た、委託先は、必要があると認めるときは、再委
託先に報告を求め又は実地に検査することが
できる。

また、上記に加え、
＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
　特定個人情報ファイルの取
扱いの委託におけるその他の
リスク及びそのリスクに対する
措置

以上略
・電子記録媒体は、保管庫に施錠保管する。電
子記録媒体に保存する情報については、作業
が終わる都度、速やかに情報を消去する。保管
する必要がない使用済の電子記録媒体はシュ
レッダーで粉砕し破棄する。

左記に
＜取りまとめ機関における措置＞
についての記載を追加。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年12月18日

Ⅴ　開示請求、問い合わせ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
③手数料等

［無料］

［有料］
（手数料額、納付方法：手数料は不要。写しの
交付を受ける場合、通常片面１枚につき１０円。
納付方法は、窓口の場合は現金、郵送の場合
は現金または為替による。）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅳその他のリスク対策
２．従業員に対する教育・啓発
具体的な方法

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①運用規則などに基づき、中間サーバー・プ
ラットフォームの運用に携わる職員及び事業者
に対し、セキュリティ研修などを実施することとし
ている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則などについて研修を行うこと
としている。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の
情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリ
ティ教育資
材を作成し、中間サーバー･プラットフォームの
運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規
則（接続運
用規程等）や情報セキュリティに関する教育を
年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施
することとしている。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、表記の改善であり、リスク
が高まるものではないことから
重要な変更に当たらない。

令和2年12月18日
Ⅳ　その他のリスク対策　※
３．その他のリスク対策

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理など）、ＩＴリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

左記に
【取りまとめ機関における措置】
についての記載を追加。

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
　⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか
　再発防止策の内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（文書の誤廃棄に関する記載）

元々あった事例１を削除し、事例２を繰り上げ、
新たに１件追加。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、経年に伴う修正であり、リ
スクが高まるものではないこと
から重要な変更に当たらな
い。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
７．特定個人情報の保管・消
去
特定個人情報の保管・消去に
おけるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

－
新たに
＜取りまとめ機関における措置＞
を追加

事前 重要な変更

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
　⑤物理的対策
　具体的な対策の内容

【遠隔地保管】
中略
・日々の退避データは一週間保存している。ま
た、遠隔地保管については三週間保存し、その
後データセンターで十週間（計十三週間）保存し
ている。

【遠隔地保管】
中略
・日次の退避データは、データセンターにて1週
間保存している。
・週次のデータは延べ3週間保存する。磁気ディ
スク上のデータをデータセンターのLTO媒体に
複写し最初の１週間保存する。2週目の１週間
はLTO媒体をデータセンター外の施設に移送し
ての外部保管とし、3週目の１週間はLTO媒体
をデータセンター保管庫で保管している。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、事務の実態に合わせた修
正であり、リスクが高まるもの
ではない
ことから重要な変更に当たら
ない。

令和2年12月18日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策　※
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
　⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか
　その内容

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（メールの誤送信に関する記載）

事例１（メールの誤送信に関する記載）
事例２（文書の誤廃棄に関する記載）

元々あった事例１を削除し、事例２を繰り上げ、
新たに１件追加。

事後

重要な変更の項目に当たる
が、経年に伴う修正であり、リ
スクが高まるものではないこと
から重要な変更に当たらな
い。

令和2年12月18日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成28年12月14日から平成29年1月13日まで
（31日間）

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

平成29年1月31日 令和2年6月30日、10月26日、11月16日 事後

令和2年8月1日から令和2年8月31日まで 事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和2年12月18日 平成31年1月4日 令和2年12月15日

令和2年12月18日

Ⅴ　開示請求、問い合わせ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問い合わせ

〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号
千葉市役所保健福祉局健康部健康保険課
043-245-5143

〒260-0026
千葉市中央区千葉港２番１号　千葉中央コミュ
ニティセンター地下１階
千葉市役所保健福祉局医療衛生部健康保険
課　043-245-5145

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

事後
Ⅵ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

〒260-0026
千葉市中央区千葉港２番１号　千葉中央コミュ
ニティセンター地下１階
千葉市役所保健福祉局医療衛生部健康保険
課　043-245-5145

〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号　千葉市役所高
層棟９階
千葉市役所　保健福祉局　医療衛生部　健康
保険課　043-245-5145

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表
　公表場所

（記載なし）
千葉市ホームページ、千葉市役所２階行政資
料室

事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表
　個人情報ファイル名

（記載なし） 国民健康保険システム 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表

行っていない 行っている 事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
②請求方法

千葉市個人情報保護条例第１４条に基づき、個
人情報開示請求書に必要事項を記入し、提出
する。

個人情報の保護に関する法律第７７条に基づ
き、開示請求書に必要事項を記入し、提出す
る。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年6月1日

Ⅴ　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
①請求先

〒260-8722
千葉市中央区千葉港２番１号　千葉中央コミュ
ニティセンター２階
千葉市役所総務局総務部政策法務課市政情
報室

〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号　千葉市役所高
層棟５階
千葉市役所　総務局　総務部　政策法務課　市
政情報室

事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和3年10月26日 （別紙１）
（別紙１）番号法第１９条第７号及び別表第二に
定める事務

（別紙１）番号法第１９条第８号及び別表第二に
定める事務

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
②提供先における用途

番号法第１９条第７号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

事後

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
①法令上の根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二（別紙１参
照）

番号法第１９条第８号及び別表第二（別紙１参
照）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１

番号法第１９条第７号及び別表第二に定める情
報照会者（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める情
報照会者（別紙１参照）

事後

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

富士通株式会社 富士通Jａｐａｎ株式会社 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和3年10月26日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第７号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定において明示されている。

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定において明示されている。

事後

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第７号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定による。

令和2年12月18日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

番号法、特定個人情報保護評価に関する規
則、特定個人情報保護評価指針、千葉市個人
情報保護条例等の規定に照らし、慎重に調査
審議した結果、現段階における評価としては妥
当であるとして了承された。なお、千葉市として
は、千葉県国民健康保険団体連合会との契約
を十分に吟味し、積極的な検査の実施や報告
等を通じて個人情報の取扱状況等を注視して
いくなど、引き続き個人情報の安全性の確保に
努められたいとの意見があった。

令和3年10月26日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携　※
②法令上の根拠

○番号法第１９条第７号及び別表第二

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

重要な変更の項目に当たる
が、番号法改正による号ズレ
修正であり、リスクが高まるも
のではないことから重要な変
更に当たらない。

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

○番号法第１９条第８号及び別表第二 事後

評価書の記載内容については、現段階では妥
当なものとして了承された。
なお、特定個人情報を取り扱う事務を委託する
場合において、実施機関は、千葉市個人情報
保護条例第１２条第１項第１項の規定に基づく
必要な措置を引き続き講じていくべきであるとの
意見が付された。

事後

【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定による。

事後令和3年10月26日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
　対象となる本人の数

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
①委託内容

（記載なし）

国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務(アプリケーション改修、データ
パッチ実施等)及びシステム運用事務(バック
アップ取得、システム障害等発生時のデータ復
旧等)

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

（記載なし） 特定個人情報ファイルの全体 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイル
の概要
４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託の有無※

5件 6件 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6

（記載なし）
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務及びシステム運用事務

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日
Ⅰ　基本情報
（別添１）事務の内容

収納事務
　他業務システム
　　税務システム

収納事務
　他業務システム
　　税務システム（滞納管理システム）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元

評価実施期間内の他部署（保健福祉局（保護
課、高齢障害部高齢福祉課、高齢障害部介護
保険課））

評価実施期間内の他部署（保健福祉局（保護
課、高齢障害部高齢福祉課、高齢障害部介護
保険管理課））

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年10月31日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使
用するシステム
システム1
②システムの機能

【賦課関連事務に係る機能】
・税務システムから被保険者（擬制世帯主
含む）（以下単に「被保険者等」という。）の
所得情報を取得し、所得ＤＢで管理する。
・被保険者等の資格期間及び所得情報な
どから保険料の決定・変更データを作成
し、賦課ＤＢで管理する。
【収納関連事務に係る機能】
・保険料の収納情報を取得し、収納ＤＢで
管理する。
・収納ＤＢで管理している収納情報をもと
に、還付・充当データを作成する。
【滞納関連事務に係る機能】
・収納ＤＢで管理している収納情報をもと
に、滞納データを作成し、滞納ＤＢで管理
する。
・滞納情報から滞納処分に関するデータを
作成する。
・収納情報及び滞納情報により延滞金
データの作成・管理を行う。

【賦課関連事務に係る機能】
・税務システムから業務共通システムを介
して被保険者（擬制世帯主含む）（以下単
に「被保険者等」という。）の所得情報を取
得し、賦課ＤＢで管理する。
・被保険者等の資格期間及び所得情報な
どから保険料の決定・変更データを作成
し、賦課ＤＢで管理する。
【収納関連事務に係る機能】
・保険料の収納情報を取得し、収納ＤＢで
管理する。
・収納ＤＢで管理している収納情報をもと
に、還付・充当データを作成する。
【滞納関連事務に係る機能】
・収納ＤＢで管理している収納情報を業務
共通システムを介して滞納管理システムに
連携し、管理する。
・収納情報及び滞納情報により延滞金
データの作成・管理を行う。

事後

令和5年10月31日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携
②法令上の根拠

○番号法第１９条第８号及び別表第二
【別表第二における情報提供の根拠】
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、
第４欄（特定個人情報）に「国民健康保険関係
情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、９、１２、１
５、１７、２２、２６、２７、４２、６２、７８、８０、８７、
９３、９７、１０９、１２０の項）
（注）別表第二の３０、３３、３９、４６、５８、８１、８
８、１１０の項に対応する別表第二省令は、命令
案の公布後、改めて一部改正により追加予定。
（注）別表第二の１０６の項に対応する国民健康
保険関係情報の規定なし。

【別表第二における情報照会の根拠】
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、
第２欄（事務）が「国民健康保険法による事務で
あって主務省令で定めるもの」となっている項
（４２、４３、４４の項）
（注）別表第二の４５の項に対応する別表第二
省令は、命令案の公布後、改めて一部改正に
より追加予定。

○番号法第１９条第８号及び別表第二
【別表第二における情報提供の根拠】
別表第二の１、２、３、４、５、９、１２、１５、１７、２
２、２６、２７、３３、３９、４２、５８、６２、７８、８０、
８１、８７、９３、９７、１０９、１１０、１２０の項
（注）別表第二の３０、４６、８８の項に対応する
別表第二省令の公布後、改めて一部改正によ
り追加予定。

【別表第二における情報照会の根拠】
別表第二の４２、４３、４４の項
（注）別表第二の４５の項に対応する別表第二
省令の公布後、改めて一部改正により追加予
定。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
⑥委託先名

（記載なし）
千葉県国保連合会
(千葉県国保連合会は、国保中央会に再委託する)

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
再委託
⑦再委託の有無※

（記載なし） 再委託する 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

（記載なし） 専用線 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
⑤委託先名の確認方法

（記載なし）
千葉市情報公開条例に基づき、契約書の公文
書開示請求により確認することができる。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
　その妥当性

（記載なし）

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事
務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該
当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主
の住民税課税状況を含んで判定をするため、
被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要
である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う
上で、被保険者とその被保険者が属する世帯
の世帯主(擬制世帯主)に関する所得等の情報
を管理する必要がある。
・｢国民健康保険法(昭和33年法律第192号)｣第
110条によって保険給付を受ける権利は、2年間
有効、｢地方自治法(昭和22年法律第67号)第
236条1項｣によって不当利得の返還を受ける
権利は5年間有効とされているため、過去の特
定個人情報についても管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認の準備のための医療保険者等向け中間
サーバー等への被保険者資格情報の提供(国
保総合(国保集約)システム)のみであり、国民健
康保険の療養給付等の審査・支払業務そのも
ののには、個人番号を用いない。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
③委託先における取扱者数

（記載なし） 10人以上50人未満 事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
　対象となる本人の範囲※

（記載なし）

・被保険者(＊)：都道府県の区域内に住所を有
する者で、他の医療保険制度の被保険者でな
い者のうち、当市に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者(例：国保に加入している世帯員がいる
が、その世帯の世帯主は社会保険に加入して
いる場合に、この国保に未加入の世帯主を｢擬
制世帯主｣という。)
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
＊国民健康保険法第5条から第6条に基づく被
保険者のうち、当市に加入資格が適用される者
をいう

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

＜国保総合PCにおける措置＞
・国保総合PCを利用する必要がある事務取扱
担当者を特定し、個人ごとにユーザIDを割り当
てるとともに、パスワードによるユーザ認証を実
施する。
・なりすましによる不正を防止する観点から、共
用ＩＤの発行は禁止している。
・国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結
果を表示する画面には、個人番号を表示しない
ことによって、特定個人情報が不正に使用され
ることのリスクを軽減している。
・ログインしたまま端末を放置せず、離席時には
ログアウトすることやログインＩＤ、パスワードの
使いまわしをしないことを徹底している。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は
使わず、推測されにくいものを使用する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
３．特定個人情報の使用
特定個人情報の使用の記録
　具体的な方法

【国保総合PCにおける措置】
・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ロ
グインを実施した職員・時刻・を記録している。
・情報システム管理者は定期的又はセキュリ
ティ上の問題が発生した際に、ログインを実施し
た職員・時刻・操作端末・操作内容の記録の提
供を国保連合会に求め、記録の内容と関連す
る状況を確認し、不正な運用が行われていない
かを監査する。

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
３．特定個人情報の使用
ユーザ認証の管理
　具体的な管理方法

＜国保総合PCにおける措置＞
・国保総合PCを利用する必要がある事務取扱
担当者を特定し、個人ごとにユーザIDを割り当
てるとともに、パスワードによるユーザ認証を実
施する。
・なりすましによる不正を防止する観点から、共
用ＩＤの発行は禁止している。
・国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結
果を表示する画面には、個人番号を表示しない
ことによって、特定個人情報が不正に使用され
ることのリスクを軽減している。
・ログインしたまま端末を放置せず、離席時には
ログアウトすることやログインＩＤ、パスワードの
使いまわしをしないことを徹底している。

【国保総合PCにおける措置】
・国保総合PCへのログイン時の認証の他に、ロ
グインを実施した職員・時刻・操作端末・操作内
容を記録している。
・情報システム管理者は定期的又はセキュリ
ティ上の問題が発生した際に、ログインを実施し
た職員・時刻・操作端末・操作内容の記録の提
供を国保連合会に求め、記録の内容と関連す
る状況を確認し、不正な運用が行われていない
かを監査する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
再委託
⑧再委託の許諾方法

（記載なし）

再委託の必要がある場合は、委託先業者は再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上
で、事前に書面により再委託が必要な理由、再
委託先、再委託の内容、再委託先が取り扱う情
報及び再委託先に対する監督方法等を通知
し、承諾を得ることにより再委託できる。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、設置
場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実
施することになるため、クラウド事業者は、次を
満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証
及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されているこ
とが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラ
ウドサービスの利用に係る基本方針」等による
各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービス
は、政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に基づくクラウドサービスリスト
に掲載されているものとする。

国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、開発
者および運用者は、クラウド事業者が提示する
責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤー
に対して、システム構築上および運用上のセ
キュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適
切なネットワーク設定、アプリケーション対応、
データ暗号化etc)をどのように確保したかを書
面にて示した上で、許諾を得ること。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項6
再委託
⑨再委託事項

（記載なし）
国保総合(国保集約)システムに係るアプリケー
ション保守業務及びシステム運用事務の全て

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
4．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
　具体的な方法

（クラウド移行作業に関する記載なし）

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行
作業時に関する措置＞
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納した
ファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作
業終了後は、不正使用がないことを確認した上
で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを
委託先に遵守させることとしている。
・移行作業にあたって、作業者以外は対象ファ
イルにアクセスできないようにし、リスク範囲を
限定することを委託先に遵守させることとしてい
る。
・移行以外の目的・用途でファイルを作成しない
よう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、
作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複
製がされていないか記録を残すことを委託先に
遵守させることとしている。
・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作
業は二人で行う相互牽制の体制で実施すること
を委託先に遵守させることとしている。
・移行作業に関しては定期的にログをチェック
し、データ抽出等の不正な持ち出しが行われて
いないか監視することを委託先に遵守させるこ
ととしている。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
情報保護管理体制の確認

選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止、発注者が必要と認めるときの契約業者
に対する報告の求め又は実地の検査など、個
人情報保護条例等に基づき事務の委託・再委
託を行う場合に、その業務を行う者が講じなけ
ればならない事項を定めた個人情報取扱特記
事項や関係法令の罰則規定を明記した契約書
により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。
なお、国保連合会への委託に関しては、千葉市
の情報セキュリティ対策基準に基づき、国保連
合会において個人情報が適正に管理されてい
るかどうかを以下の観点で確認する。
・ISO/IEC27001と同等の情報セキュリティマネ
ジメント（ISMS）態勢の構築
・個人情報の管理的な保護措置(個人情報等取
扱規程、体制の整備等)
・個人情報の物理的保護措置(専用カードによ
る入館制限、施設および設備の整備、バック
アップ等)
・個人情報の技術的保護措置(アクセスログの
管理、アクセス制限の設定等）
・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確
保されること

選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止、発注者が必要と認めるときの契約業者
に対する報告の求め又は実地の検査など、個
人情報の保護に関する法律等に基づき事務の
委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者
が講じなければならない事項を定めた個人情報
取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明記し
た契約書により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。
なお、国保連合会への委託に関しては、千葉市
の情報セキュリティ対策基準に基づき、国保連
合会において個人情報が適正に管理されてい
るかどうかを以下の観点で確認する。
・ISO/IEC27001と同等の情報セキュリティマネ
ジメント（ISMS）態勢の構築
・個人情報の管理的な保護措置(個人情報等取
扱規程、体制の整備等)
・個人情報の物理的保護措置(専用カードによ
る入館制限、施設および設備の整備、バック
アップ等)
・個人情報の技術的保護措置(アクセスログの
管理、アクセス制限の設定等）
・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確
保されること

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
　具体的な制御方法

（クラウド移行作業に関する記載なし）

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行
作業時に関する措置＞
・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入
に関する作業者には、委託先の責任者が特定
個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効す
るが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、
作業者は範囲を超えた操作が行えないようシス
テム的に制御することを委託先に遵守させるこ
ととしている。
・移行作業終了の際には、委託先の責任者が
迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効さ
せることを委託先に遵守させることとしている。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
4．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
　具体的な方法

（クラウド移行作業に関する記載なし）

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行
作業時に関する措置＞
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納した
ファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作
業終了後は、不正使用がないことを確認した上
で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを
委託先に遵守させることとしている。
・移行作業にあたって、作業者以外は対象ファ
イルにアクセスできないようにし、リスク範囲を
限定することを委託先に遵守させることとしてい
る。
・移行以外の目的・用途でファイルを作成しない
よう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、
作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複
製がされていないか記録を残すことを委託先に
遵守させることとしている。
・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作
業は二人で行う相互牽制の体制で実施すること
を委託先に遵守させることとしている。
・移行作業に関しては定期的にログをチェック
し、データ抽出等の不正な持ち出しが行われて
いないか監視することを委託先に遵守させるこ
ととしている。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
　具体的な方法

（クラウドに関する記載なし）

・国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、設置
場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実
施することになるため、クラウド事業者は、次を
満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証
及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されているこ
とが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、｢政府情報システムにおけるクラ
ウドサービスの利用に係る基本方針｣等による
各種条件を満たしていること。
・クラウド事業者が提供するクラウドサービス
は、政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度(ISMAP)に基づくクラウドサービスリスト
に掲載されているものとする。
・国保総合(国保集約)システムを、クラウド事業
者が保有・管理する環境に設置する場合、開発
者および運用者は、クラウド事業者が提示する
責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤー
に対して、システム構築上および運用上のセ
キュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適
切なネットワーク設定、アプリケーション対応、
データ暗号化etc)をどのように確保したかを書
面にて示した上で、許諾を得ること。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する

令和5年10月31日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策※(７．リスク１⑨を除く。)
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
　具体的な方法

（クラウド移行作業に関する記載なし）

＜国保総合(国保集約)システムのクラウド移行
作業時に関する措置＞
・データ抽出・テストデータ生成及びデータ投入
に関する作業者には、委託先の責任者が特定
個人情報ファイルの取扱権限を持つIDを発効す
るが、当該IDの権限及び数は必要最小限とし、
作業者は範囲を超えた操作が行えないようシス
テム的に制御することを委託先に遵守させるこ
ととしている。
・移行作業終了の際には、委託先の責任者が
迅速にアクセス権限を更新し、当該IDを失効さ
せることを委託先に遵守させることとしている。
・移行作業に用いる電子記録媒体に格納した
ファイルは暗号化し、追記できない状態とし、作
業終了後は、不正使用がないことを確認した上
で破棄し、破棄日時・破棄方法を記録することを
委託先に遵守させることとしている。
・移行以外の目的・用途でファイルを作成しない
よう、委託先に対して周知徹底を行うとともに、
作業時にチェックリストなどを用いて不必要な複
製がされていないか記録を残すことを委託先に
遵守させることとしている。
・特定個人情報ファイルにアクセスする移行作
業は二人で行う相互牽制の体制で実施すること
を委託先に遵守させることとしている。
・移行作業に関しては定期的にログをチェック
し、データ抽出等の不正な持ち出しが行われて
いないか監視することを委託先に遵守させるこ
ととしている。

事前
重要な変更には当たらないも
のの、運用開始前に事前に提
出・公表する



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和5年10月31日

Ⅳ　その他のリスク対策
２．従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発
　具体的な方法

【国保総合(国保集約)システムに関する教育・
啓発】
・教育事項：国保総合(国保集約)システムの操
作・運用ならびに個人情報保護に関する教育お
よび研修
・教育頻度：年間1回以上
・教育方法：集合教育
・教育対象：職員および嘱託員
・違反行為に対する措置：違反行為を行ったも
のに対しては、都度指導の上、違反行為の程度
によっては懲戒の対象となりうる。
・委託先である国保連合会に対しては、契約内
容において、個人情報保護に関する秘密保持
契約を締結している。

【国保総合(国保集約)システムに関する教育・
啓発】
・教育事項：国保総合(国保集約)システムの操
作・運用ならびに個人情報保護に関する教育お
よび研修
・教育頻度：年間1回以上
・教育方法：集合教育
・教育対象：職員および会計年度任用職員
・違反行為に対する措置：違反行為を行ったも
のに対しては、都度指導の上、違反行為の程度
によっては懲戒の対象となりうる。
・委託先である国保連合会に対しては、契約内
容において、個人情報保護に関する秘密保持
契約を締結している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れない

令和6年9月13日

｢Ⅰ基本情報｣｢2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム｣｢シス
テム5｣｢②システムの機能｣

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公共
団体における情報連携プラットフォームに係る
中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用す
るため、「医療保険者等向け中間サーバー等｣
では、情報提供ネットワークシステムを通じた情
報照会・提供事務に係る機能のうち情報照会及
び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わ
ない。

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公共
団体における情報連携プラットフォームに係る
中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用す
るため、「医療保険者等向け中間サーバー等｣
では、情報提供ネットワークシステムを通じた情
報照会・提供事務に係る機能のうち情報照会及
び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わ
ないが、被保険者の基本情報(氏名、生年月
日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しい
か否かを検査する用途に限って、医療保険者
等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を
行う。

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

｢Ⅰ基本情報｣｢2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム｣｢シス
テム5｣｢②システムの機能｣

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又
はその一部）、資格情報及び各種証情報（個人
番号含む。）を委託区画に登録する。
・運用支援環境において、委託区画から取得し
た資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納
する(※1)。
（ⅱ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対象
外)
・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライ
ン資格確認等システムに提供する。
※1当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又
はその一部）、資格情報及び各種証情報（個人
番号含む。）を委託区画に登録する。
・運用支援環境において、委託区画から取得し
た資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納
する(※1)。
（ⅱ）被保険者の基本情報(氏名、生年月日、性
別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否か
を検査する用途に限って、医療保険者等向け中
間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う。
（ⅲ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対象
外)
・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライ
ン資格確認等システムに提供する。
※1当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日
｢Ⅰ基本情報｣｢5.個人番号の
利用※｣｢法令上の根拠｣

○番号法第９条第１項　別表第一（３０の項）
国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令（注）で定め
るもの
（注）　番号法別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項

○番号法第９条第１項　別表第一（３０の項）
国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令（注）で定め
るもの
（注）　番号法別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
〇住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日

｢Ⅱファイルの概要｣｢4.特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託｣｢委託事項4｣｢①委託内
容｣

オンライン資格確認のための準備として、医療
保険者等向け中間サーバー等において、個人
番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被
保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人
番号との紐付管理などを行う。

オンライン資格確認のための準備として、医療
保険者等向け中間サーバー等において、個人
番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被
保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人
番号との紐付管理および個人番号の紐づけが
正しいか否かを検査するためのJ-LIS照会など
を行う。

事後 重要な変更に該当しない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月13日
（別添1） 事務内容
資格事務

（基本４情報の照会に関する記載なし）

・図に「J-LIS」を追加。
・（備考）に「⑨オンライン資格確認の準備のた
めに被保険者の基本４情報の取得・確認を行
う。」を追加

事後 重要な変更に該当しない

令和6年9月13日
「Ⅰ基本情報」「5.個人番号の
利用」「法令上の根拠」

○番号法第９条第１項　別表第一（３０の項）
国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令（注）で定め
るもの
（注）　番号法別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
〇住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)

○番号法第９条第１項　別表第４４の項
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又
は保健事業の実施に関する事務であって主務
省令（注）で定めるもの
（注）　番号法別表の主務省令で定める事務を
定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
〇住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅰ基本情報」「6.情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携」「②法令上の根拠」

○番号法第１９条第８号及び別表第二
【別表第二における情報提供の根拠】
別表第二の１、２、３、４、５、９、１２、１５、１７、２
２、２６、２７、３３、３９、４２、５８、６２、７８、８０、
８１、８７、９３、９７、１０９、１１０、１２０の項
（注）別表第二の３０、４６、８８の項に対応する
別表第二省令の公布後、改めて一部改正によ
り追加予定。

【別表第二における情報照会の根拠】
別表第二の４２、４３、４４の項
（注）別表第二の４５の項に対応する別表第二
省令の公布後、改めて一部改正により追加予
定。
＜オンライン資格確認の準備業務＞
・番号利用法 附則第6条第4項　（利用目的：情
報連携のためではなくオンライン資格確認の準
備
　として機関別符号を取得する等）
・国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第2
項

【情報提供の根拠】（他機関→千葉市）
〇番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提
供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省
令第９号。以下「命令」という。）
第２条の表（第２，３，６，１３，１６，１９，２７，３
８，４２，４８，５６，６５，６９，８３，８７，１１１，１１
５，１２５，１３１，１４１，１４５，１５８，１６１，１６
４，１６５，１６６，１７３の項）

【情報照会の根拠】（千葉市→他機関）
〇番号法第１９条第８号及び命令第２条の表
（第６９、７０，７１の項）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「3.特定個人情報の入
手・使用」「④入手に係る妥当
性」

【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表第一
（項番３０）及び国民健康保険法施行規則の規
定による。
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
・番号法第１４条第１項の規定による。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定による。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定による。
【国保連合会からの入手】
国民健康保険に関して、被保険者資格等の管
理を都道府県単位で実施する必要があり、
個人番号利用事務の一部を国保連合会に委託
しているため、当市が保険給付の支給、保
険料の徴収または保健事業等を実施するため
には、国保連合会から当該情報を入手する必
要がある。
なお、入手する情報は、当市分の被保険者、擬
制世帯主、過去に被保険者であった者、過
去に擬制世帯主であった者のみであり、当該事
務において必要な範囲内の情報である。

【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表（項番４
４）及び国民健康保険法施行規則の規定によ
る。
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
・番号法第１４条第１項の規定による。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び命令第２条の表（項
番６９，７０，７１）の規定による。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定による。
【国保連合会からの入手】
国民健康保険に関して、被保険者資格等の管
理を都道府県単位で実施する必要があり、
個人番号利用事務の一部を国保連合会に委託
しているため、当市が保険給付の支給、保
険料の徴収または保健事業等を実施するため
には、国保連合会から当該情報を入手する必
要がある。
なお、入手する情報は、当市分の被保険者、擬
制世帯主、過去に被保険者であった者、過
去に擬制世帯主であった者のみであり、当該事
務において必要な範囲内の情報である。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月13日 前項継続

１．入手の時期・頻度の妥当性
　　・資格継続業務
　　　　　・被保険者情報 ：国保総合(国保集約)
システム上で管理している被保険者資格を、
　　　　　　　　　　　　　　　　住民基本台帳に記載
する必要があり、日次で連携を行うことで
　　　　　　　　　　　　　　　　住民票の記載事項の
正確性を確保する。
　　・高額該当の引き継ぎ業務
　　　　　・引き継ぎ情報 ：高額療養費制度は、
医療機関等での支払額が、暦月で一定額を超
　　　　　　　　　　　　　　　 えた場合に、その超過
額を支給する制度のため月次計算を行うが、
　　　　　　　　　　　　　　　 その計算前に月次で
連携を行うことで、支給の正確性を確保する。
　
２．入手方法の妥当性
　　・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安
定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信
　　　内容の暗号化とあわせて通信内容の漏え
いや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が
　　　必要な場合には通所の通信回線である公
衆網を使うよりも低コストとなることが期待でき
る。

１．入手の時期・頻度の妥当性
　　・資格継続業務
　　　　　・被保険者情報 ：国保総合(国保集約)
システム上で管理している被保険者資格を、
　　　　　　　　　　　　　　　　住民基本台帳に記載
する必要があり、日次で連携を行うことで
　　　　　　　　　　　　　　　　住民票の記載事項の
正確性を確保する。
　　・高額該当の引き継ぎ業務
　　　　　・引き継ぎ情報 ：高額療養費制度は、
医療機関等での支払額が、暦月で一定額を超
　　　　　　　　　　　　　　　 えた場合に、その超過
額を支給する制度のため月次計算を行うが、
　　　　　　　　　　　　　　　 その計算前に月次で
連携を行うことで、支給の正確性を確保する。
　
２．入手方法の妥当性
　　・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安
定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信
　　　内容の暗号化とあわせて通信内容の漏え
いや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が
　　　必要な場合には通所の通信回線である公
衆網を使うよりも低コストとなることが期待でき
る。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「3.特定個人情報の入
手・使用」「⑤本人への明示」

特定個人情報の入手及び使用について、以下
の法令等において規定されていることから、本
人への直接の明示は行わない。
【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表第一
（項番３０）及び国民健康保険法施行規則の規
定において明示されている。
【庁内連携により入手】
・番号法第１４条第１項の規定において明示さ
れている。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び別表第２（項番４２、
４３、４４、４５）の規定において明示されている。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定において明示さ
れている。

特定個人情報の入手及び使用について、以下
の法令等において規定されていることから、本
人への直接の明示は行わない。
【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表（項番４
４）及び国民健康保険法施行規則の規定にお
いて明示されている。
【庁内連携により入手】
・番号法第１４条第１項の規定において明示さ
れている。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号（項番６９，７０，７１）及
び命令第２条の表（項番６９，７０，７１）の規定
において明示されている。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定において明示さ
れている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
5.特定個人情報の提供・移転
提供・移転の有無

［〇］提供を行っている（２１件）
［〇］移転を行っている（３件）

［〇］提供を行っている（26件）
［〇］移転を行っている（　6件）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「提供先」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める情
報照会者（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める情報照
会者（別紙１参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「①法令上の
根拠」

番号法第１９条第８号及び別表第二（別紙１参
照）

番号法第１９条第８号及び別表（別紙１参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「提供先１」「②提供先に
おける用途」

番号法第１９条第８号及び別表第二に定める各
事務（別紙１参照）

番号法第１９条第８号及び別表に定める各事務
（別紙１参照）

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「移転先」

番号法第９条第１号及び別表第一に定める事
務実施所管課（別紙２参照）

特定個人番号利用事務の所管課（別紙２参照） 事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「①法令上の
根拠」

番号法第９条第１項及び別表第一（別紙２参
照）

・番号法９条２項
・千葉市行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律に基づ
く個人番号の利用に関する条例（以下「番号利
用条例」という。）第３条第３項
・番号法第１９条第８号及び利用特定個人情報
提供省令第２条の表

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先１」「②移転先に
おける用途」

番号法第９条第１号及び別表第一に定める各
事務（別紙２参照）

特定個人番号利用事務の処理に当たり、本市
が保有する特定個人情報を庁内連携により利
用する。(別紙２参照)

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く。）」「リスク2：不適切な
方法で提供・移転が行われる
リスク」「リスクに対する措置の
内容」

・庁内での移転については、データ連携につい
て事前に協議した情報（注）及び移転先のみ、
庁内連携システム上で行う。
（注）番号法関連法令（別表２）で定められた情
報

・庁内での移転については、データ連携につい
て事前に協議した情報（注）及び移転先のみ、
庁内連携システム上で行う。
（注）命令第２条の表で定められた情報

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く。）」「リスク3：誤った情
報を提供・移転してしまうリス
ク、誤った相手に提供・移転し
てしまうリスク」「リスクに対す
る措置の内容」

・庁内での移転については、番号法関連法令
（別表２）で定められた情報を統合ＤＢに格納
し、移転先が必要とする情報を統合ＤＢから取
得することで、データ連携を適切に行っている。

・庁内での移転については、命令第２条の表で
定められた情報を統合ＤＢに格納し、移転先が
必要とする情報を統合ＤＢから取得することで、
データ連携を適切に行っている。

事後
法改正に伴う条項等の修正で
あり、重要な変更にはあたら
ない。

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「その内容」

【事例１】
①事案／当該事案に関する個人情報の件数
　　「不審者情報」メールを希望する市民あて
メールの誤送信（各受信者が他者のメールアド
レスを閲覧できる状態となったもの）／127件
②発生時期
　　平成30年6月
③原因
　　職員の誤操作（「CC」欄に全送信先のメール
アドレスを入力し送信）
④発生時の対応
　　全送信先へ事件の発生を周知・謝罪すると
ともに、誤送信したメールの削除を依頼

【事例２】
①事案／当該事案に関する個人情報の件数
　文書の誤廃棄（戸籍証明等交付申請書及び
住民票の写し・印鑑登録証明・所得証明交付申
請書等について、不適正な保管手続により廃棄
予定文書と混在してしまい、保存期間が満了し
ていないにも関わらず、廃棄してしまっていたも
の）／91,841件
②発生時期
　令和元年9月
③原因
　職員の確認漏れ
④発生時の対応
　廃棄件数について調査を行い、事案発生につ
いて公表を行った。

別紙３のとおり 事後 重要な変更にはあたらない。

令和6年9月13日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「再発防止策の内容」

【事例１】
庁内システムで使用する共通メールソフトの設
定を変更し、庁外メールアドレス宛に送信する
メールは全て強制的にBCCで送信されるように
した。

【事例２】
文書廃棄作業時に複数の職員による確認を徹
底する。

別紙３のとおり 事後 重要な変更にはあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年3月24日

「Ⅰ基本情報」「2.特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム」「シス
テム3　業務共通システム（庁
内連携システム/統合宛名シ
ステム）」「②システムの機能」

【統合データベース管理機能】
各業務システムで管理する個人情報を取得し、
一般財団法人全国地域情報化推進協会（ＡＰＰ
ＬＩＣ）が定める「地域情報プラットフォーム標準
仕様」に準拠したデータ形式で保存・管理する。
【団体内統合宛名番号付番機能】
団体内統合宛名番号が未登録の個人につい
て、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各業
務システムの宛名番号と紐づけて管理する。
【データ連携機能】
（１）庁内における各業務システムからの要求に
基づき、統合データベースで管理する情報を連
携する。
（２）中間サーバーとの情報連携を行う。
【権限管理機能】
（１）各業務システム及び業務共通システムを利
用する職員の認証を一元的に行う。
（２）統合データベースへのアクセス制御を行う。

●標準化前の現⾏システムに関する内容

１．統合データベース管理機能
各業務システムで管理する個人情報を取得し、
一般財団法人全国地域情報化推進協会（ＡＰＰ
ＬＩＣ）が定める「地域情報プラットフォーム標準
仕様」に準拠したデータ形式で保存・管理する。

２．団体内統合宛名番号付番機能
団体内統合宛名番号が未登録の個人につい
て、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各業
務システムの宛名番号と紐づけて管理する。

３．データ連携機能
（１）庁内における各業務システムからの要求に
基づき、統合データベースで管理する情報を連
携する。

４．権限管理機能
（１）各業務システム及び業務共通システムを利
用する職員の認証を一元的に行う。
（２）統合データベースへのアクセス制御を行う。

●標準化後の次期システムに関する内容
１．団体内統合宛名機能
（１）団体内統合宛名番号が未登録の個人につ
いて、新規に団体内統合宛名番号を付番し、各
業務システムの宛名番号と紐づけて管理する。
（２）中間サーバーとの情報連携を行う。

２．データ連携機能
庁内における各業務システムからの要求に基
づき、住民情報等ファイルを連携する。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅰ基本情報」「４．特定個人
情報ファイルを取り扱う理由」
「①事務実施上の必要性」

（１）番号制度の導入に伴う国民健康保険法施
行規則の改正により、国民健康保険に関する
事務において個人番号の収集（申請書等に個
人番号の記載を求める）を行う。また、業務共通
システムを利用した庁内連携により、宛名番号
を介して、国民健康保険システム（以下、単に
「国保システム」という。）で保有する個人情報と
統合ＤＢで保有する個人番号が紐付けられるた
め、特定個人情報ファイルを必然的に保有す
る。

（１）番号制度の導入に伴う国民健康保険法施
行規則の改正により、国民健康保険に関する
事務において個人番号の収集（申請書等に個
人番号の記載を求める）を行う。また、業務共通
システムを利用した庁内連携により、宛名番号
を介して、国民健康保険システム（以下、単に
「国保システム」という。）で保有する個人情報と
個人番号が紐付けられるため、特定個人情報
ファイルを必然的に保有する。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」
「3.特定個人情報の入手・使
用」
「③入手の時期・頻度」

【本人又は本人の代理人からの入手】
・国保法施行規則に規定される申請等を受領す
る都度、必要に応じ入手する。
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
 ①住基関係情報 ： 住基システムの異動情報
を即時更新する。
 ②地方税関係情報 ： 税システムの異動情報
を週次更新する。
 ③生活保護関係情報 ： 随時で関係部署から
情報提供を受ける。
 ④介護・高齢者福祉関係情報 ： 月次で関係部
署から情報提供を受ける。
 ⑤介護・年金関係情報 ： 介護保険システムの
賦課異動情報等を月次更新する。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
 ①地方税関係情報 ： 随時で他市町村（1月1日
住所地）から情報提供を受ける。
 ②医療保険関係情報 ： 国保法施行規則に規
定される申請等を受領する都度、必要に応じ入
手する。
 ③雇用・労働関係情報 ： 随時で関係機関から
情報提供を受ける。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・本人確認情報について、調査が必要になった
都度入手する。
【国保連合会からの入手】
 ①資格継続業務・被保険者情報(国保資格取
得喪失年月日連携ファイル、市区町村被保険
者ID連携ファイル等)：国民健康保険に関する都
道府県単位の被保険者資格情報。平成30年4
月1日以後に、日次の頻度。
 ②高額該当の引き継ぎ業務　・引き継ぎ情報
(継続候補世帯リスト、継続世帯確定リスト等)
：転出地市区町村から転入地市区町村へ高額
該当情報を引き継ぐための情報。平成30年4月
1日以後に、月次の頻度。

【本人又は本人の代理人からの入手】
・国保法施行規則に規定される申請等を受領す
る都度、必要に応じ入手する。
【庁内連携システムからの入手】
 ①住基関係情報 ： 住基システムの異動情報
を即時更新する。
 ②地方税関係情報 ： 税システムの異動情報
を週次更新する。
 ③生活保護関係情報 ： 随時で関係部署から
情報提供を受ける。
 ④介護・高齢者福祉関係情報 ： 月次で関係部
署から情報提供を受ける。
 ⑤介護・年金関係情報 ： 介護保険システムの
賦課異動情報等を月次更新する。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
 ①地方税関係情報 ： 随時で他市町村（1月1日
住所地）から情報提供を受ける。
 ②医療保険関係情報 ： 国保法施行規則に規
定される申請等を受領する都度、必要に応じ入
手する。
 ③雇用・労働関係情報 ： 随時で関係機関から
情報提供を受ける。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・本人確認情報について、調査が必要になった
都度入手する。
【国保連合会からの入手】
 ①資格継続業務・被保険者情報(国保資格取
得喪失年月日連携ファイル、市区町村被保険
者ID連携ファイル等)：国民健康保険に関する都
道府県単位の被保険者資格情報。平成30年4
月1日以後に、日次の頻度。
 ②高額該当の引き継ぎ業務　・引き継ぎ情報
(継続候補世帯リスト、継続世帯確定リスト等)
：転出地市区町村から転入地市区町村へ高額
該当情報を引き継ぐための情報。平成30年4月
1日以後に、月次の頻度。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年3月24日

「Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要」
「3.特定個人情報の入手・使
用」
「④入手に係る妥当性」

【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表（項番４
４）及び国民健康保険法施行規則の規定によ
る。
【庁内連携システム（統合ＤＢ）からの入手】
・番号法第１４条第１項の規定による。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び命令第２条の表（項
番６９，７０，７１）の規定による。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定による。
【国保連合会からの入手】
国民健康保険に関して、被保険者資格等の管
理を都道府県単位で実施する必要があり、
個人番号利用事務の一部を国保連合会に委託
しているため、当市が保険給付の支給、保
険料の徴収または保健事業等を実施するため
には、国保連合会から当該情報を入手する必
要がある。
なお、入手する情報は、当市分の被保険者、擬
制世帯主、過去に被保険者であった者、過
去に擬制世帯主であった者のみであり、当該事
務において必要な範囲内の情報である。

【本人又は本人の代理人からの入手】
・番号法第９条（利用範囲）第１項、別表（項番４
４）及び国民健康保険法施行規則の規定によ
る。
【庁内連携システムからの入手】
・番号法第１４条第１項の規定による。
【情報提供ネットワークシステムからの入手】
・番号法第１９条第８号及び命令第２条の表（項
番６９，７０，７１）の規定による。
【住民基本台帳ネットワークシステムからの入
手】
・番号法第１４条第２項の規定による。
【国保連合会からの入手】
国民健康保険に関して、被保険者資格等の管
理を都道府県単位で実施する必要があり、
個人番号利用事務の一部を国保連合会に委託
しているため、当市が保険給付の支給、保
険料の徴収または保健事業等を実施するため
には、国保連合会から当該情報を入手する必
要がある。
なお、入手する情報は、当市分の被保険者、擬
制世帯主、過去に被保険者であった者、過
去に擬制世帯主であった者のみであり、当該事
務において必要な範囲内の情報である。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

１．入手の時期・頻度の妥当性
　・資格継続業務
　・被保険者情報 ：国保総合(国保集約)システ
ム上で管理している被保険者資格を、住民基本
台帳に記載する必要があり、日次で連携を行う
ことで住民票の記載事項の正確性を確保する。
　・高額該当の引き継ぎ業務
　・引き継ぎ情報 ：高額療養費制度は、医療機
関等での支払額が、暦月で一定額を超
えた場合に、その超過額を支給する制度のため
月次計算を行うが その計算前に月次で連携を
行うことで、支給の正確性を確保する。
　
２．入手方法の妥当性
　・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定
性の高い通信環境が実現でき、さらに通信
内容の暗号化とあわせて通信内容の漏えいや
盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が
必要な場合には通所の通信回線である公衆網
を使うよりも低コストとなることが期待できる。

１．入手の時期・頻度の妥当性
　・資格継続業務
　・被保険者情報 ：国保総合(国保集約)システ
ム上で管理している被保険者資格を、住民基本
台帳に記載する必要があり、日次で連携を行う
ことで住民票の記載事項の正確性を確保する。
　・高額該当の引き継ぎ業務
　・引き継ぎ情報 ：高額療養費制度は、医療機
関等での支払額が、暦月で一定額を超
えた場合に、その超過額を支給する制度のため
月次計算を行うが その計算前に月次で連携を
行うことで、支給の正確性を確保する。
　
２．入手方法の妥当性
　・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定
性の高い通信環境が実現でき、さらに通信
内容の暗号化とあわせて通信内容の漏えいや
盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が
必要な場合には通所の通信回線である公衆網
を使うよりも低コストとなることが期待できる。

事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
5.特定個人情報の提供・移転
提供・移転の有無

［〇］提供を行っている（２６件）
［〇］移転を行っている（6件）

［〇］提供を行っている（２６件）
［〇］移転を行っている（９件）

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
5.特定個人情報の提供・移転
移転先１　⑦時期・頻度

国民健康保険情報ファイルの更新の都度、統
合ＤＢに特定個人情報を格納する。

別紙２のとおり 事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「移転先」

（記載なし）
・番号利用条例の別表（第３条関係）に定める
機関

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「①法令上の
根拠」

（記載なし）
・番号法９条２項
・番号利用条例第３条第２項及び別表（第３条
関係）

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「②移転先に
おける用途」

（記載なし）
・番号利用条例第３条第２項及び別表（第３条
関係）に定める各事務に利用する。（別紙３参
照）

事後 重要な変更に該当しない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「③移転する
情報」

（記載なし）
医療保険給付関係情報であって規則で定める
もの

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「④移転する
情報の対象となる本人の数」

（記載なし） 10万人以上100万人未満 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑤移転する
情報の対象となる本人の範
囲」

（記載なし） 特定個人情報ファイルの範囲と同様 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑥移転方
法」

（記載なし） ［〇］庁内連携システム 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「5.特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）」「移転先２」「⑦時期・頻
度」

国民健康保険情報ファイルの更新の都度、統
合ＤＢに特定個人情報を格納する。

別紙３のとおり 事前

事後で足りるものの任意に事
前に提出
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「6.特定個人情報の保
管・消去」「①保管場所」

【データセンタにおける措置】
・２４時間３６５日有人による入退館管理を行っ
ている建物の中で、更に入退室管理（注）を行っ
ている部屋（サーバー室）に設置している施錠
管理されたサーバー内に保管する。
（注）生体認証にて、サーバー室に入退室する
者の特定と、金属探知機による持込・持出物品
を確認するなどの管理を行う。
【区役所等窓口担当課及び健康保険課におけ
る措置】
・届出書などの紙媒体やデータの収受に利用す
る電磁的記録媒体については、許可された者以
外入室することの出来ない執務室内での取扱
いのみに限られている。また、使用後は定めら
れた場所で施錠管理を行っている。
・窓口業務については、紙媒体やシステム端末
の画面が第三者に見えないような措置を講じて
いる。

【データセンタにおける措置】
・２４時間３６５日有人による入退館管理を行っ
ている建物の中で、更に入退室管理（注）を行っ
ている部屋（サーバー室）に設置している施錠
管理されたサーバー内に保管する。
（注）生体認証にて、サーバー室に入退室する
者の特定と、金属探知機による持込・持出物品
を確認するなどの管理を行う。
【区役所等窓口担当課及び健康保険課におけ
る措置】
・届出書などの紙媒体やデータの収受に利用す
る電磁的記録媒体については、許可された者以
外入室することの出来ない執務室内での取扱
いのみに限られている。また、使用後は定めら
れた場所で施錠管理を行っている。
・窓口業務については、紙媒体やシステム端末
の画面が第三者に見えないような措置を講じて
いる。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館、
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館、
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

【ガバメントクラウドにおける措置】
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する
環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業
者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービ
ス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータ
センター内に保存される。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和7年3月24日

「Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要」「6.特定個人情報の保
管・消去」「③消去方法」

【国保システムにおける措置】
・保存期間の過ぎた申請書や帳票類などの紙
媒体の特定個人情報は、外部業者による溶解
処理を行い廃棄する。
・ディスク交換やハード更改などの際は、保存さ
れた情報が読み出しできないように物理的破壊
又は専用ソフトなどを利用して完全に消去す
る。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改などの際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者において、保存された情報が読み出しで
きないように、物理的破壊又は専用ソフトなどを
利用して完全に消去する。

【国保システムにおける措置】
・保存期間の過ぎた申請書や帳票類などの紙
媒体の特定個人情報は、外部業者による溶解
処理を行い廃棄する。
・ディスク交換やハード更改などの際は、保存さ
れた情報が読み出しできないように物理的破壊
又は専用ソフトなどを利用して完全に消去す
る。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改などの際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者において、保存された情報が読み出しで
きないように、物理的破壊又は専用ソフトなどを
利用して完全に消去する。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出（ガバメントクラウド
移行による変更）

令和7年3月24日 前項継続 −

【ガバメントクラウドにおける措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体が管理
する業務データは国及びガバメントクラウドのク
ラウド事業者がアクセスできないよう制御されて
いるため特定個人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に際
しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出（ガバメントクラウド
移行による変更）



令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑤物理的対策」「具体的
な対策の内容」

【千葉市における措置】
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の物理的対策を行っている。
<サーバー室について>
・建物入口からサーバ室までの間において、常
駐警備による入退室管理を２４時間３６５日実施
し、加えて高精度カメラによる監視を行う。
・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の
部屋とする。
・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び
帳票等の可搬媒体は、施錠可能な場所に保管
する。
・出入口には機械により入退室を管理する設備
を設置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物
内にサーバ室を設置する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、
無停電電源装置及び非常用自家発電機を有す
る建物内にサーバ室を設置する。
・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消化
設備を有した建物内にサーバ室を設置する。

【千葉市における措置】
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の物理的対策を行っている。
<サーバー室について>
・建物入口からサーバ室までの間において、常
駐警備による入退室管理を２４時間３６５日実施
し、加えて高精度カメラによる監視を行う。
・サーバー室は、他の部屋とは区別して専用の
部屋とする。
・データ、プログラム等を含んだ記録媒体及び
帳票等の可搬媒体は、施錠可能な場所に保管
する。
・出入口には機械により入退室を管理する設備
を設置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・新耐震基準に基づいて設計、施工された建物
内にサーバ室を設置する。
・停電(落雷等)によるデータの消失を防ぐため、
無停電電源装置及び非常用自家発電機を有す
る建物内にサーバ室を設置する。
・火災によるデータ消失を防ぐため、ガス系消化
設備を有した建物内にサーバ室を設置する。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「5.特定個人情報の提
供・移転」「リスク３：誤った情
報を提供・移転してしまうリス
ク、誤った相手に提供・移転し
てしまうリスク」「リスクに対す
る措置の内容」

・庁内での移転については、命令第２条の表又
は番号利用条例で定められた情報を統合ＤＢに
格納し、移転先が必要とする情報を統合ＤＢか
ら取得することで、データ連携を適切に行ってい
る。

【現行業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム）における措置】
・特定個人情報の移転にあたっては、千葉市電
子情報処理規程に基づき、あらかじめ移転先が
移転元に協議し、移転元が利用目的、情報の
移転方法、情報の内容を確認し適正と認めた場
合に限り許可している。
・庁内での移転については、命令第２条の表又
は番号利用条例で定められた情報を統合ＤＢに
格納し、移転先が必要とする情報を統合ＤＢか
ら取得することで、データ連携を適切に行ってい
る。

【次期業務共通システム（庁内連携システム／
統合宛名システム）における措置】
・特定個人情報の移転にあたっては、千葉市電
子情報処理規程に基づき、あらかじめ移転先が
移転元に協議し、移転元が利用目的、情報の
移転方法、情報の内容を確認し適正と認めた場
合に限り許可している。
・業務共通システムへは、命令第２条の表又は
番号利用条例に定められた事業担当者以外か
らの特定個人情報へのアクセスが行えない仕
組みを構築している。また、当該事業に必要の
ない情報との紐付けは行えない。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「5.特定個人情報の提
供・移転」「リスク２：不適切な
方法で提供・移転が行われる
リスク」「リスクに対する措置の
内容」

・庁内での移転については、データ連携につい
て事前に協議した情報（注）及び移転先のみ、
庁内連携システム上で行う。
（注）命令第２条の表で定められた情報

・庁内での移転については、データ連携につい
て事前に協議した情報（注）及び移転先のみ、
庁内連携システム上で行う。
（注）命令第２条の表又は番号利用条例で定め
られた情報

事後
法令改正に伴う修正であり、
重要な変更にはあたらない。

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「5.特定個人情報の提
供・移転」「リスク１：不正な提
供・移転が行われるリスク」
「特定個人情報の提供・移転
に関するルール」「ルールの内
容及びルール遵守の確認方
法」

・庁内への移転については、番号法関連法令及
び国民健康保険法に照らし、定められた事務に
ついてのみ行うこととし、その際には、事前に
データ利用について移転先と協議を行う。

・庁内への移転については、番号法関連法令及
び番号利用条例に照らし、定められた事務につ
いてのみ行うこととし、その際には、事前にデー
タ利用について移転先と協議を行う。

事後
法令改正に伴う修正であり、
重要な変更にはあたらない。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日 前項継続 −

【ガバメントクラウドにおける措置】
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が
保有・管理する環境に構築し、その環境には認
可された者だけがアクセスできるよう適切な入
退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。
③日々のデータについては、ガバメントクラウド
の機能により遠隔地保管を行う。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気
ディスク）へデータベースの退避データを作成し
ている。また、週毎に磁気ディスク上のデータを
ＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて保管している。
・日次の退避データは、データセンターにて1週
間保存している。
・週次のデータは延べ3週間保存する。磁気ディ
スク上のデータをデータセンターのLTO媒体に
複写し最初の１週間保存する。2週目の１週間
はLTO媒体をデータセンター外の施設に移送し
ての外部保管とし、
3週目の１週間はLTO媒体をデータセンター保
管庫で保管している。
【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

【遠隔地保管】
・日々の業務終了後に仮想テープ装置（磁気
ディスク）へデータベースの退避データを作成し
ている。また、週毎に磁気ディスク上のデータを
ＬＴＯ媒体へ複写し、遠隔地にて保管している。
・日次の退避データは、データセンターにて1週
間保存している。
・週次のデータは延べ3週間保存する。磁気ディ
スク上のデータをデータセンターのLTO媒体に
複写し最初の１週間保存する。2週目の１週間
はLTO媒体をデータセンター外の施設に移送し
ての外部保管とし、
3週目の１週間はLTO媒体をデータセンター保
管庫で保管している。
【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続

<区役所など執務室について>
・入退室については、当該所属内利用管理者で
ある課長・所長の許可を受けた者に特定され
る。
・クライアント端末については、個人情報を保管
していないが、セキュリティワイヤーを用いて管
理している。
<その他の対策>
・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保
管移転又はリース返却時、行政情報を消去する
際は、復元不可能な状態にすることとしている。
・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施
した場合は、セキュリティ管理者の承認を得たう
えで、実施内容を記録に残している。
・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有
するプリンタ等の周辺装置の廃棄、保管移転又
はリース返却時は次のとおり対応する。
・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委
託業者が原則職員立会いの下、消磁、破砕、溶
解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録
されていたファイル及びドキュメントの復元が不
可能となるように措置する。立会いが困難な場
合は職員が措置を行う。
<電磁的記録媒体の保管について>
・施錠可能な保管場所に格納する。

<区役所など執務室について>
・入退室については、当該所属内利用管理者で
ある課長・所長の許可を受けた者に特定され
る。
・クライアント端末については、個人情報を保管
していないが、セキュリティワイヤーを用いて管
理している。
<その他の対策>
・サーバー、端末機器、記録媒体等の廃棄、保
管移転又はリース返却時、行政情報を消去する
際は、復元不可能な状態にすることとしている。
・廃棄、保管移転又はリース返却時対応を実施
した場合は、セキュリティ管理者の承認を得たう
えで、実施内容を記録に残している。
・コンピュータ外部記録媒体及び記憶装置を有
するプリンタ等の周辺装置の廃棄、保管移転又
はリース返却時は次のとおり対応する。
・記憶装置又は記録媒体を廃棄する場合は、委
託業者が原則職員立会いの下、消磁、破砕、溶
解その他の当該記憶装置又は記録媒体に記録
されていたファイル及びドキュメントの復元が不
可能となるように措置する。立会いが困難な場
合は職員が措置を行う。
<電磁的記録媒体の保管について>
・施錠可能な保管場所に格納する。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日 前項継続

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピューターウイルスやハッキングなどの脅威
からネットワークを効率的かつ包括的に保護す
る装置）などを導入し、アクセス制限、侵入検知
及び侵入防止を行うとともにログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
【国保総合PCにおける措置】
　　　・国民健康保険システムと国保総合(国保
集約)システムとで情報を連携する場合、
　　　　国保総合PC上に一時ファイルが作成さ
れるが、ファイル転送の終了後には自動で削除
される。
　　　・国保総合PCで使用できる外部媒体は、情
報システム管理者が使用許可したもののみを
使用
　　　　可能とする。
　　　・国保総合PCには、ウィルス対策ソフトウェ
アを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更
新する。
　　　・不正アクセス防止策として、ファイア
ウォールを導入している。
　　　・オペレーティングシステム等にはパッチの
適用を随時に、できるだけ速やかに実施してい
る。

【国保総合PCにおける措置】
　　　・国民健康保険システムと国保総合(国保
集約)システムとで情報を連携する場合、
　　　　国保総合PC上に一時ファイルが作成さ
れるが、ファイル転送の終了後には自動で削除
される。
　　　・国保総合PCで使用できる外部媒体は、情
報システム管理者が使用許可したもののみを
使用
　　　　可能とする。
　　　・国保総合PCには、ウィルス対策ソフトウェ
アを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更
新する。
　　　・不正アクセス防止策として、ファイア
ウォールを導入している。
　　　・オペレーティングシステム等にはパッチの
適用を随時に、できるだけ速やかに実施してい
る。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑥技術的対策」「具体的
な対策の内容」

【千葉市における措置】
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の技術的対策を行っている。
（１）不正プログラム対策
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
（２）不正アクセス対策
・インターネットなどの外部ネットワークと分離
し、外部ネットワークからの不正アクセスを防止
する。
・データに対する不正アクセスを防止するため、
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。

【千葉市における措置】
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐた
め、以下の技術的対策を行っている。
（１）不正プログラム対策
・ウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末双
方でウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な限り
最新のものを使用する。
・端末において許可しないアプリケーションの実
行を制限する。
（２）不正アクセス対策
・インターネットなどの外部ネットワークと分離
し、外部ネットワークからの不正アクセスを防止
する。
・データに対する不正アクセスを防止するため、
サーバ上のデータ保管フォルダに対してアクセ
ス制限及び暗号化を行う。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピューターウイルスやハッキングなどの脅威
からネットワークを効率的かつ包括的に保護す
る装置）などを導入し、アクセス制限、侵入検知
及び侵入防止を行うとともにログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク3：特定個人
情報が消去されずいつまでも
存在するリスク」「消去手順」
「手順の内容」

・保存期間を過ぎデータベースに格納された特
定個人情報は、国民健康保険システムの処理
において消去する。
・磁気ディスクの廃棄時は、内容の消去・破壊
等（専用ソフトによるフォーマットや物理的破砕
などを行うことにより、内容を書き出すことがで
きないようにする。）を行う。
・紙帳票については、受け渡し、保管及び廃棄
（裁断、溶解等）の運用が適切になされているこ
とを適時
確認する。
・特定個人情報の廃棄は、要領・手順書等に基
づき行うとともに、その記録を残す。
【国保総合(国保集約)システムの保管・消去】
＜国保総合PCにおける措置＞
・国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ
保存され、国保総合PCの端末に保存されること
はなく、国保総合PCの端末から国保総合(国保
集約)システムの個人番号(特定個人情報ファイ
ル)を操作することはできない仕組みとする。
・国保総合PCに登録した情報については資格
情報を日次で更新するため、特定個人情報が
消去されずいつまでも存在するリスクはない。

・保存期間を過ぎデータベースに格納された特
定個人情報は、国民健康保険システムの処理
において消去する。
・磁気ディスクの廃棄時は、内容の消去・破壊
等（専用ソフトによるフォーマットや物理的破砕
などを行うことにより、内容を書き出すことがで
きないようにする。）を行う。
・紙帳票については、受け渡し、保管及び廃棄
（裁断、溶解等）の運用が適切になされているこ
とを適時
確認する。
・特定個人情報の廃棄は、要領・手順書等に基
づき行うとともに、その記録を残す。

【国保総合(国保集約)システムの保管・消去】
＜国保総合PCにおける措置＞
・国保総合PCに登録した情報はサーバにのみ
保存され、国保総合PCの端末に保存されること
はなく、国保総合PCの端末から国保総合(国保
集約)システムの個人番号(特定個人情報ファイ
ル)を操作することはできない仕組みとする。
・国保総合PCに登録した情報については資格
情報を日次で更新するため、特定個人情報が
消去されずいつまでも存在するリスクはない。

【ガバメントクラウドにおける措置】
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「再発防止策の内容」

別紙3のとおり 別紙4のとおり 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

「Ⅲ特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策」「7.特定個人情報の保
管・消去」「リスク1：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク」「⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か」「その内容」

別紙3のとおり 別紙4のとおり 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日 前項継続 －

【ガバメントクラウドにおける措置】
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報システムのガバメントクラウドの利用に
関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタ
ル庁。以下「利用基準」という。）に規定する
「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバ
メントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同
じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージ
ドサービスにより、ネットワークアクティビティ、
データアクセスパターン、アカウント動作等につ
いて継続的にモニタリングを行うとともに、ログ
管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos
対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイル
の更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメント
クラウド運用管理補助者は、導入しているOS及
びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ
ティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は、インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者の運用保守地点からガバメント
クラウドへの接続については、閉域ネットワーク
で構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国
及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御
を講じる。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年3月24日 前項継続 －

【ガバメントクラウドにおける措置】
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いに
ついては、当該業務データを保有する地方公共
団体及びその業務データの取扱いについて委
託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理
補助者が責任を有する。ガバメントクラウド上で
の業務アプリケーションの運用等に障害が発生
する場合等の対応については、原則としてガバ
メントクラウドに起因する事象の場合は、国はク
ラウド事業者と契約する立場から、その契約を
履行させることで対応する。また、ガバメントクラ
ウドに起因しない事象の場合は、地方公共団体
に業務アプリケーションサービスを提供する
ASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が
対応するものとする。具体的な取り扱いについ
て、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジ
タル庁及び関係者で協議を行う。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日
「Ⅳその他のリスク対策」「3.そ
の他のリスク対策」

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理など）、ＩＴリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

【取りまとめ機関における措置】
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務」のうち「運用支
援環境　において、委託区画から取得した資格
情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業
務」及び「情報　提供ネットワークシステムを通じ
た情報照会・提供事務」のうち「機関別符号取
得業務」、「情報提供　業務（オンライン資格確
認等システムで管理している情報と紐付けるた
めに使用する情報の提供）」　の特定個人情報
保護評価を実施している。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理など）、ＩＴリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

【取りまとめ機関における措置】
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務」のうち「運用支
援環境　において、委託区画から取得した資格
情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業
務」及び「情報　提供ネットワークシステムを通じ
た情報照会・提供事務」のうち「機関別符号取
得業務」、「情報提供　業務（オンライン資格確
認等システムで管理している情報と紐付けるた
めに使用する情報の提供）」　の特定個人情報
保護評価を実施している。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日 前項継続 －

【ガバメントクラウドにおける措置】
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）

令和7年3月24日
「Ⅳその他のリスク対策」「1.監
査」「②監査」「具体的な内容」

【国保システムにおける措置】
・「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づき、
情報セキュリティ監査及び関連規定などの遵守
状況の
点検を定期的又は必要に応じて随時実施する。
①情報セキュリティ監査：情報セキュリティ責任
者は、情報セキュリティ監査を定期的に実施す
る。
②関連規定などの遵守状況などの点検：情報
セキュリティ責任者は、職員などの情報セキュリ
ティに関
する関連規定などの遵守状況の点検を実施す
る。
③監査結果の事後装置：情報セキュリティ責任
者は、監査及び点検結果を受けて情報セキュリ
ティ確保のための必要な措置を講ずる。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・運用規則などに基づき、中間サーバー・プラッ
トフォームについて定期的に監査を行うこととし
ている。

【国保総合(国保集約)システム】
・「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）」第29条の3第2項のよる個人情報保
護委員会への特定個人情報ファイルの　取扱
いの状況に関す報告（それに伴い、国保連合会
にも同様の報告を求めることにする)。

【国保システムにおける措置】
・「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づき、
情報セキュリティ監査及び関連規定などの遵守
状況の
点検を定期的又は必要に応じて随時実施する。
①情報セキュリティ監査：情報セキュリティ責任
者は、情報セキュリティ監査を定期的に実施す
る。
②関連規定などの遵守状況などの点検：情報
セキュリティ責任者は、職員などの情報セキュリ
ティに関
する関連規定などの遵守状況の点検を実施す
る。
③監査結果の事後装置：情報セキュリティ責任
者は、監査及び点検結果を受けて情報セキュリ
ティ確保のための必要な措置を講ずる。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・運用規則などに基づき、中間サーバー・プラッ
トフォームについて定期的に監査を行うこととし
ている。

【国保総合(国保集約)システム】
・「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）」第29条の3第2項のよる個人情報保
護委員会への特定個人情報ファイルの　取扱
いの状況に関す報告（それに伴い、国保連合会
にも同様の報告を求めることにする)。

事前
重要な変更
（ガバメントクラウド移行による
変更）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日 前項継続

【給付関連事務】
①給付情報の取得及び管理を行う。
②医療機関等への被保険者証の提出（現物給
付）または世帯主からの療養費等に係る申請書
の受理（現金給付）により、保険給付を行う。
③取得した税情報または基準収入額の適用に
係る申請書の受理により、一部負担金の割合
の判定を行う。
④被保険者から限度額認定書（標準負担額減
額認定証、特定疾病療養受領証を含む）に係る
申請書を受理した場合、当該認定証等の認定
及び交付を行う。
⑤特別の理由（災害、失業等）がある場合、一
部負担金の減免等（減額、免除及び徴収猶予）
に係る申請書の受理、認定及び証明書の交付
を行う。
⑥第三者行為による被害の届出を受理し、損害
賠償請求金の徴収または収納を行う。
⑦不正利得に係る返還の請求を行う。
⑧他の法令等による医療に関する給付につい
て、当該保険者等との調整を行う。

（略）

【給付関連事務】
①給付情報の取得及び管理を行う。
②医療機関等への資格確認書等の提示（現物
給付）または世帯主からの療養費等に係る申請
書の受理（現金給付）により、保険給付を行う。
③取得した税情報または基準収入額の適用に
係る申請書の受理により、一部負担金の割合
の判定を行う。
④被保険者から限度額認定書（標準負担額減
額認定証、特定疾病療養受領証を含む）に係る
申請書を受理した場合、当該認定証等の認定
及び交付を行う。
⑤特別の理由（災害、失業等）がある場合、一
部負担金の減免等（減額、免除及び徴収猶予）
に係る申請書の受理、認定及び証明書の交付
を行う。
⑥第三者行為による被害の届出を受理し、損害
賠償請求金の徴収または収納を行う。
⑦不正利得に係る返還の請求を行う。
⑧他の法令等による医療に関する給付につい
て、当該保険者等との調整を行う。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

（１）　市町村及び特別区（以下単に「市町村」と
いう。）は、国民健康保険法に基づき都道府県
とともに国民健康保険を行うものとされる。

（略）

【資格関連事務】
①個人を単位とする被保険者情報を世帯ごとに
編成し、被保険者台帳を作成する。
②被保険者資格の異動等に係る届出の受理を
行い、被保険者等（擬制世帯主を含む）の資格
期間の管理を行う。
③被保険者証（高齢受給者証、被保険者資格
証明書を含む）の交付、再交付、更新及び回収
を行う。
④世帯主から特別の事情等に関する申出書を
受理した場合、被保険者証等の交付を行う。
⑤被保険者資格の適正化に関し、医療保険者
への調査及び職権処理を行う。

（略）

（１）　市町村及び特別区（以下単に「市町村」と
いう。）は、国民健康保険法（昭和33年法律第
192号。以下「国民健康保険法」という。）に基づ
き都道府県とともに国民健康保険を行うものと
される。

（略）

【資格関連事務】
①個人を単位とする被保険者情報を世帯ごとに
編成し、被保険者台帳を作成する。
②被保険者資格の異動等に係る届出の受理を
行い、被保険者等（擬制世帯主を含む）の資格
期間の管理を行う。
③被保険者の資格に係る情報として厚生労働
省令で定める事項を記載した書面（以下「資格
確認書」という。）の交付、再交付、更新及び回
収を行う。
④被保険者の資格に係る情報として厚生労働
省令で定める事項の電磁的方法（以下「マイナ
保険証」という。」による提供を行う。
⑤被保険者の資格に係る事実を記載した書面
（以下「資格情報通知書」という。）の交付を行
う。
※「資格確認書」「マイナ保険証」「資格情報通
知書」を総称して「資格確認書等」という
⑥被保険者資格の適正化に関し、医療保険者
への調査及び職権処理を行う。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年3月24日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

評価書の記載内容については、現段階では妥
当なものとして了承された。
なお、特定個人情報を取り扱う事務を委託する
場合において、実施機関は、千葉市個人情報
保護条例第１２条第１項第１項の規定に基づく
必要な措置を引き続き講じていくべきであるとの
意見が付された。

評価書の記載内容については現段階では妥当
なものとして了承された。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

令和2年6月30日、10月26日、11月16日
令和６年11月7日、11月15日、12月4日、令和7
年3月3日

事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

Ⅵ
評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

・特定個人情報の取扱いの手段・流れを明確に
し、リスクを具体的に把握するべきである。

意見なし 事後 重要な変更に該当しない

令和7年3月24日

Ⅵ
評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和2年8月1日から令和2年8月31日まで 令和6年9月13日から令和6年10月13日まで 事後 重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２　中間サーバ
③他システムとの接続

-
以下の接続先を非選択へ

宛名システム等
事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日 前項継続

【データ送受信機能】
・中間サーバーと情報提供ネットワークシステム
（インターフェイスシステム）との間で情報照会、
情報提供，符号取得のための情報等について
連携する。
【職員認証・権限管理機能】
・中間サーバーを利用する職員の認証と職員に
付与された権限に基づいた各種機能や特定個
人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う。
【システム管理機能】
・バッチ処理の状況管理、業務統計情報の集
計、稼動状態の通知、保管切れ情報の削除を
行う。

７．データ送受信機能
中間サーバーと情報提供ネットワークシステム
（インターフェイスシステム）との間で情報照会、
情報提供、符号取得のための情報等について
連携する。
８．セキュリティ管理機能
暗号化／復号機能と、鍵情報及び照会許可用
照合リスト情報を管理する。
９．職員認証・権限管理機能
中間サーバーを利用する職員の認証と職員に
付与された権限に基づいた各種機能や特定個
人情報(連携対象)へのアクセス制御を行う。
10．システム管理機能
バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動
状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２　中間サーバ
②システムの機能

【符号管理機能】
・符号管理機能は、情報照会、情報提供に用い
る個人の識別子である「符号」と、情報保有機
関内で個人を特定するために利用する「団体内
統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・
管理する。
【情報照会機能】
・情報照会機能は、情報提供ネットワークシステ
ムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報
照会及び情報提供受領（照会した情報の受領）
を行う。
【情報提供機能】
・情報提供機能は、情報提供ネットワークシステ
ムを介して、情報照会要求の受領及び当該特
定個人情報（連携対象）の提供を行う。
【既存システム接続機能】
・中間サーバーと既存システム、宛名システム
及び住民記録システムとの間で情報照会内容、
情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符
号取得のための情報等について連携する。
【情報提供等記録管理機能】
特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供が
あった旨の情報提供等記録を生成し、管理す
る。
【情報提供データベース管理機能】
・特定個人情報（連携対象）を副本として、保持･
管理する。

１．符号管理機能
符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる
個人の識別子である「符号」と、情報保有機関
内で個人を特定するために利用する「統一識別
番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する。
２．情報照会機能
情報照会機能は、情報提供ネットワークシステ
ムを介して、特定個人情報 (連携対象 )の情報
照会及び情報提供受領（照会した情報の受領）
を行う。
３．情報提供機能
情報提供機能は、情報提供ネットワークシステ
ムを介して、情報照会要求の受領及び当該特
定個人情報 (連携対象 )の提供を行う。
４．既存システム接続機能
中間サーバーと既存システム、団体内統合宛
名システム及び既存住民基本台帳システムと
の間で情報照会内容、情報提供内容、特定個
人情報（連携対象）、符号取得のための情報等
について連携する。
５．情報提供等記録管理機能
特定個人情報 (連携対象 )の照会、又は提供が
あった旨の情報提供等記録を生成し、管理す
る。
６．情報提供データベース管理機能
特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・
管理する。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１　国民健康保険シ
ステム
③他のシステムとの接続

次の接続先を追加

その他（国保情報集約システム）
事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日 前項継続

＜オンライン資格確認等システム稼働に向けた
準備としての資格履歴管理事務、機関別符号
の取得等事務（以下「オンライン資格確認の準
備業務」という。）＞
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、国保連合会か
ら　委託を受けた国保中央会が、当市からの委
託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務｣を行うために、
当市から被保険者及び世帯構成員の個人情報
を抽出し、国保連合会を経由して医療保険者等
向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の提
供を行う。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、支払基金が、当
市からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間
サーバー等における機関別符号取得等事務｣を
行うために、情報提供等記録開示システムの自
己情報表示業務機能を利用して、当市から提
供した被保険者資格情報とオンライン資格確認
等システムで管理している情報とを紐付けるた
めに機関別符号の取得並びに紐付け情報の提
供を行う。

凡例：「※」重要事項

【オンライン資格確認等業務】
①オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、国保連合会か
ら委託を受けた国保中央会が、当市からの委
託を受けて｢医療保険者等向け中間サーバー
等における資格履歴管理事務｣を行うために、
当市から被保険者及び世帯構成員の個人情報
を抽出し、国保連合会を経由して医療保険者等
向け中間サーバー等へ被保険者資格情報の提
供を行う。
②オンライン資格確認等システムで被保険者等
の資格情報を利用するために、支払基金が、当
市からの委託を受けて｢医療保険者等向け中間
サーバー等における機関別符号取得等事務｣を
行うために、情報提供等記録開示システムの自
己情報表示業務機能を利用して、当市から提
供した被保険者資格情報とオンライン資格確認
等システムで管理している情報とを紐付けるた
めに機関別符号の取得並びに紐付け情報の提
供を行う。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
②実現が期待されるメリット

（略）

（３）＜オンライン資格確認の準備業務＞
・オンライン資格確認等システムを通して、資格
喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、高額
療養費限度額適用認定証等の発行業務等の
削減、被保険者番号の入力自動化による返戻
レセプトの削減、後続開発システムとの連携に
よる保健医療データ活用のしくみを実現する。

（略）

（３）オンライン資格確認等業務
・オンライン資格確認等システムを通して、資格
喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、高額
療養費限度額適用認定証等の発行業務等の
削減、被保険者番号の入力自動化による返戻
レセプトの削減、後続開発システムとの連携に
よる保健医療データ活用のしくみを実現する。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
①事務実施上の必要性

（略）

（３）＜オンライン資格確認の準備業務＞
・オンライン資格確認で被保険者等の資格情報
を利用するためには、医療保険者等向け中間
サーバー等において、医療保険者等の加入者
等の履歴情報を正確に管理する必要があり、そ
の履歴情報の生成の際には、同一人であること
を正確に把握するために個人番号を用いること
から、特定個人情報として国民健康保険関連情
報ファイルを保有する。

（略）

（３）オンライン資格確認等業務
・オンライン資格確認で被保険者等の資格情報
を利用するためには、医療保険者等向け中間
サーバー等において、医療保険者等の加入者
等の履歴情報を正確に管理する必要があり、そ
の履歴情報の生成の際には、同一人であること
を正確に把握するために個人番号を用いること
から、特定個人情報として国民健康保険関連情
報ファイルを保有する。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日 前項継続

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本4情報（又
はその一部）、資格情報及び各種証情報（個人
番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得
した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格
納する(※1)。
（ⅱ）被保険者の基本情報(氏名、生年月日、性
別、住所)と個人番号の紐づけが正しいか否か
を検査する用途に限って、医療保険者等向け中
間サーバー等によるJ-LISへの照会を行う。
（ⅲ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対象
外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンラ
イン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

（略）

(1)資格履歴管理事務に係る機能
（ⅰ）資格履歴管理(評価対象)
　・医療保険者等が、加入者等の基本５情報
（又はその一部）、資格情報及び各種証情報
（個人番号含む。）を委託区画に登録する。
　・運用支援環境において、委託区画から取得
した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格
納する(※1)。
（ⅱ）被保険者の基本５情報(氏名、生年月日、
性別、住所、氏名フリガナ)と個人番号の紐づけ
が正しいか否かを検査する用途に限って、医療
保険者等向け中間サーバー等によるJ-LISへ
の照会を行う。
（ⅲ）オンライン資格確認等システムへの資格
情報の提供(個人番号を用いないため評価対象
外)
　・個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンラ
イン資格確認等システムに提供する。
※1 当該機能については支払基金が特定個人
情報保護評価を実施するため当評価の対象
外。

（略）

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５　医療保険者等向
け中間サーバ等
②システムの機能

（略）

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公共
団体における情報連携プラットフォームに係る
中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用す
るため、「医療保険者等向け中間サーバー等｣
では、情報提供ネットワークシステムを通じた情
報照会・提供事務に係る機能のうち情報照会及
び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わ
ないが、被保険者の基本情報(氏名、生年月
日、性別、住所)と個人番号の紐づけが正しい
か否かを検査する用途に限って、医療保険者
等向け中間サーバー等によるJ-LISへの照会を
行う。

（略）

なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネッ
トワークシステムを通じた情報照会・提供事務
に係る機能のうち情報照会及び情報提供、本
人確認事務に係る機能については、｢地方公共
団体における情報連携プラットフォームに係る
中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用す
るため、「医療保険者等向け中間サーバー等｣
では、情報提供ネットワークシステムを通じた情
報照会・提供事務に係る機能のうち情報照会及
び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わ
ないが、被保険者の基本５情報(氏名、生年月
日、性別、住所、氏名フリガナ)と個人番号の紐
づけが正しいか否かを検査する用途に限って、
医療保険者等向け中間サーバー等によるJ-
LISへの照会を行う。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４　国保総合（国保集
約）システム
③他システムとの接続

-
以下の接続先を追加

その他（医療保険者等向け中間サーバー等）
事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４　国保総合（国保集
約）システム
②システムの機能

【略】

３．オンライン資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への被保険者異動
情報の提供　(詳細は別添1を参照)
(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイ
ル、資格情報(個人)ファイル)の送信
市区町村の国保総合PCのファイル転送機能
(注)及びデータ連携PCを用いて、被保険者資格
異動に関するデータを市区町村から国保連合
会へ送信する。
(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被
保険者異動情報の送信
オンライン資格確認等システムで被保険者等の
資格情報を利用するため、国保連合会は、市区
町村より受領した被保険者異動情報に関する
データを医療保険者等向け中間サーバー等へ
被保険者異動情報を送信する。

（略）

３．オンライン資格確認のための医療保険者等
向け中間サーバー等への被保険者異動情報の
提供　(詳細は別添1を参照)
(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイ
ル、資格情報(個人)ファイル)の送信
市区町村の国保総合PCのファイル転送機能
(注)及びデータ連携PCを用いて、被保険者資格
異動に関するデータを市区町村から国保連合
会へ送信する。
(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被
保険者異動情報の送信
オンライン資格確認等システムで被保険者等の
資格情報を利用するため、国保連合会は、市区
町村より受領した被保険者異動情報に関する
データを医療保険者等向け中間サーバー等へ
被保険者異動情報を送信する。

（略）

事後 重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　資格継続、高額
該当回数の引継ぎ業務に関
する市町村保険者事務共同
処理業務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事
務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該
当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主
の住民税課税状況を含んで判定をするため、
被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要
である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う
上で、被保険者とその被保険者が属する世帯
の世帯主(擬制世帯主)に関する所得等の情報
を管理する必要がある。
・「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）」
第110条によって保険給付を受ける権利は、2年
間有効、「地方自治法(昭和22年法律第67号）
第236条1項」によって不当利得の返還を受ける
権利は5年間有効とされているため、過去の特
定個人情報についても管理する必要がある。
・当該委託事務は、国民健康保険法第113条の
3第1項に基づき、千葉県国民健康保険団体連
合会に委託するものとする。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認の準備のための医療保険者等向け中間
サーバー等への被保険者資格情報の提供(国
保総合(国保集約)システム)のみであり、国民健
康保険の療養給付等の審査・支払業務そのも
のには、個人番号を用いない。

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事
務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該
当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主
の住民税課税状況を含んで判定をするため、
被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要
である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う
上で、被保険者とその被保険者が属する世帯
の世帯主(擬制世帯主)に関する所得等の情報
を管理する必要がある。
・国民健康保険法第110条によって保険給付を
受ける権利は、2年間有効、「地方自治法(昭和
22年法律第67号）第236条1項」によって不当利
得の返還を受ける権利は5年間有効とされてい
るため、過去の特定個人情報についても管理す
る必要がある。
・当該委託事務は、国民健康保険法第113条の
3第1項に基づき、千葉県国民健康保険団体連
合会に委託するものとする。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認のための医療保険者等向け中間サー
バー等への被保険者資格情報の提供(国保総
合(国保集約)システム)のみであり、国民健康保
険の療養給付等の審査・支払業務そのものに
は、個人番号を用いない。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３　資格継続、高額
該当回数の引継ぎ業務に関
する市町村保険者事務共同
処理業務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

・被保険者(注)：県内に住所を有する者で、他の
医療保険制度の被保険者でない者のうち、　当
市に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者 （例：国保に加入している世帯員がい
るが、その世帯の世帯主は社会保険に加入し
ている場合に、この国保に未加入の世帯主を
「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
(注) 国民健康保険法第5条から第6条に基づく
被保険者のうち、当市に加入資格が適用される
者をいう

特定個人情報ファイルの範囲と同様 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、表記方法の修正であり、リ
スクを相当程度変動させるも
のではないと考えられる変更
であることから、事前の提出・
公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
２．基本情報
③対象となる本人の範囲

　市内に住所を有する者（一部市外在住含む）
で、本市の国民健康保険の被保険者（国民健
康保険法第５条）及び世帯主。　また、国民健康
保険の被保険者及び世帯主に該当しなくなった
者で喪失後５年を経過しない者。

・被保険者(注)：当市に住所を有する者（一部市
外在住含む）のうち、他の医療保険制度の被保
険者でない者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者 （例：国保に加入している世帯員がい
るが、その世帯の世帯主は社会保険に加入し
ている場合に、この国保に未加入の世帯主を
「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
(注) 国民健康保険法第5条から第6条に基づく
被保険者のうち、当市に加入資格が適用される
者をいう

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせ詳細に記載
した修正であるため、リスクを
相当程度変動させるものでは
ないと考えられる変更であるこ
とから、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日 （別添1）事務の内容

「資格事務（備考）」部分
　⑨オンライン資格確認の準備のための（略）
「給付事務（高額療養費）（備考）」部分
　①（略）新国民健康保険システム（略）
　④（略）新国民健康保険システム（略）

資格事務（備考）部分
　⑨オンライン資格確認のための（略）
「給付事務（高額療養費）（備考）」部分
　①（略）国民健康保険システム（略）
　④（略）国民健康保険システム（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせ詳細に記載
した修正であるため、リスクを
相当程度変動させるものでは
ないと考えられる変更であるこ
とから、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日 （別添1）事務の内容 -

Ⅰ基本情報の修正事項を踏まえた修正
　被保険者証→資格確認書等
　基本４情報→基本５情報
　資格事務＞（備考）

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅰ基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

○番号法第９条第１項　別表第４４の項
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十
二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又
は保健事業の実施に関する事務であって主務
省令（注）で定めるもの
（注）　番号法別表の主務省令で定める事務を
定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
〇住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)

○番号法第９条第１項　別表第４４の項
国民健康保険法による保険給付の支給、保険
料の徴収又は保健事業の実施に関する事務で
あって主務省令（注）で定めるもの
（注）　行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用に関する法律別表の主務
省令で定める事務を定める命令 第２４条
○国民健康保険法　第113条の3　第1項及び第
2項
〇住民基本台帳法第30条の9  別表第1項番73
の2(J-LIS照会による本人確認)

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、法令名を正確に記載した
修正であり、リスクを相当程度
変動させるものではないと考
えられる変更であることから、
事前の提出・公表を必要とし
ない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバ等における期間
別符号取得等事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

・被保険者(注)：県内に住所を有する者で、他の
医療保険制度の被保険者でない者のうち、　当
市に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者 （例：国保に加入している世帯員がい
るが、その世帯の世帯主は社会保険に加入し
ている場合に、この国保に未加入の世帯主を
「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
(注) 国民健康保険法第5条から第6条に基づく
被保険者のうち、当市に加入資格が適用される
者をいう

特定個人情報ファイルの範囲と同様 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、表記方法の修正であり、リ
スクを相当程度変動させるも
のではないと考えられる変更
であることから、事前の提出・
公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバ等における期間
別符号取得等事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

市区町村とオンライン資格確認システムとの対
応窓口を、支払基金に一本化するため。
オンライン資格確認の準備のために用いる機関
別符号を、支払基金が一元的に取得するため。

市区町村とオンライン資格確認システムとの対
応窓口を、支払基金に一本化するため。
オンライン資格確認に用いる機関別符号を、支
払基金が一元的に取得するため。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバ等における期間
別符号取得等事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

・被保険者(注)：県内に住所を有する者で、他の
医療保険制度の被保険者でない者のうち、　当
市に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者 （例：国保に加入している世帯員がい
るが、その世帯の世帯主は社会保険に加入し
ている場合に、この国保に未加入の世帯主を
「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
(注) 国民健康保険法第5条から第6条に基づく
被保険者のうち、当市に加入資格が適用される
者をいう

特定個人情報ファイルの範囲と同様 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、表記方法の修正であり、リ
スクを相当程度変動させるも
のではないと考えられる変更
であることから、事前の提出・
公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバ等における期間
別符号取得等事務
①委託内容

オンライン資格確認のための準備として、医療
保険者等向け中間サーバー等において、個人
番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被
保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人
番号との紐付管理および個人番号の紐づけが
正しいか否かを検査するためのJ-LIS照会など
を行う。

オンライン資格確認を行うため、医療保険者等
向け中間サーバー等において、情報提供等記
録開示システムの自己情報表示業務機能を利
用したオンライン資格確認等システムで管理し
ている情報と紐付けるために使用する情報の提
供を行うために機関別符号を取得する。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項４　医療保険者等向
け中間サーバ等における資格
履歴管理事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

・被保険者(注)：県内に住所を有する者で、他の
医療保険制度の被保険者でない者のうち、　当
市に住所を有する者
・擬制世帯主：被保険者が属する住民基本台帳
上の世帯主のうち、国民健康保険の被保険者
でない者 （例：国保に加入している世帯員がい
るが、その世帯の世帯主は社会保険に加入し
ている場合に、この国保に未加入の世帯主を
「擬制世帯主」という。）
・過去に被保険者であった者および過去に擬制
世帯主であった者
(注) 国民健康保険法第5条から第6条に基づく
被保険者のうち、当市に加入資格が適用される
者をいう

特定個人情報ファイルの範囲と同様 事後

①重要な変更の項目に当たる
が、表記方法の修正であり、リ
スクを相当程度変動させるも
のではないと考えられる変更
であることから、事前の提出・
公表を必要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は、地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改などの際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者において、保存された情報が読み出しで
きないように、物理的破壊又は専用ソフトなどを
利用して完全に消去する。

（略）

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー･プラットフォームの事業者及びクラウド
サービス事業者が特定個人情報を消去するこ
とはない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディス
クやハード等を交換する際は、クラウドサービス
事業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータ
の暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、
第三者の監査機関が定期的に発行するレポー
トにより、クラウドサービス事業者において、確
実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行
われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、データ
センターに設置しているディスクやハード等を物
理的破壊により完全に消去する。

（略）

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
６．特定個人情報の保管・消
去
②保管期間

・特定個人情報等の保管期間については法令
上具体的な定めが無い。
・給付や保険料の還付等に関する時効が５年で
あることから、国保加入世帯の全員の資格喪失
後５年を保管期間としている。

・特定個人情報等の保管期間については法令
上具体的な定めが無い。
・給付や保険料の還付等の請求権に関する消
滅時効が５年であることから、原則として国保加
入世帯の全員の資格喪失後５年を目途にファイ
ルを消去するものとしている。
・被保険者等から提出される申請書等について
は、千葉市公文書管理規則に基づき、５年間保
存する。

事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

（略）

【区役所等窓口担当課及び健康保険課におけ
る措置】
・届出書などの紙媒体やデータの収受に利用す
る電磁的記録媒体については、許可された者以
外入室することの出来ない執務室内での取扱
いのみに限られている。また、使用後は定めら
れた場所で施錠管理を行っている。
・窓口業務については、紙媒体やシステム端末
の画面が第三者に見えないような措置を講じて
いる。
（略）
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館、
及びサーバー室への入室を行う際は、警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

（略）

【担当部署における措置】
・届出書などの紙媒体やデータの収受に利用す
る電磁的記録媒体については、許可された者以
外入室することの出来ない執務室内での取扱
いのみに限られている。また、使用後は定めら
れた場所で施錠管理を行っている。
・窓口業務については、紙媒体やシステム端末
の画面が第三者に見えないような措置を講じて
いる。
（略）
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバー
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項５　医療保険者等向
け中間サーバ等における期間
別符号取得等事務
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事
務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該
当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主
の住民税課税状況を含んで判定をするため、
被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要
である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う
上で、被保険者とその被保険者が属する世帯
の世帯主(擬制世帯主)に関する所得等の情報
を管理する必要がある。
・「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）」
第110条によって保険給付を受ける権利は、2年
間有効、「地方自治法(昭和22年法律第67号）
第236条1項」によって不当利得の返還を受ける
権利は5年間有効とされているため、過去の特
定個人情報についても管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認の準備のための医療保険者等向け中間
サーバー等への被保険者資格情報の提供(国
保総合(国保集約)システム)のみであり、国民健
康保険の療養給付等の審査・支払業務そのも
ののには、個人番号を用いない。

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事
務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該
当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主
の住民税課税状況を含んで判定をするため、
被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要
である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う
上で、被保険者とその被保険者が属する世帯
の世帯主(擬制世帯主)に関する所得等の情報
を管理する必要がある。
・「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）」
第110条によって保険給付を受ける権利は、2年
間有効、「地方自治法(昭和22年法律第67号）
第236条1項」によって不当利得の返還を受ける
権利は5年間有効とされているため、過去の特
定個人情報についても管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務
と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資
格確認のための医療保険者等向け中間サー
バー等への被保険者資格情報の提供(国保総
合(国保集約)システム)のみであり、国民健康保
険の療養給付等の審査・支払業務そのものの
には、個人番号を用いない。

事後 重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
情報保護管理体制の確認

選定時においては、以下の事項を入札参加資
格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
・契約時においては、契約業者に個人情報管理
責任者を設置させ、個人情報の適正な管理をさ
せることとするほか、目的外の利用禁止、複写
の禁止、発注者が必要と認めるときの契約業者
に対する報告の求め又は実地の検査など、個
人情報の保護に関する法律等に基づき事務の
委託・再委託を行う場合に、その業務を行う者
が講じなければならない事項を定めた個人情報
取扱特記事項や関係法令の罰則規定を明記し
た契約書により、契約締結する。
・開発時においては、情報セキュリティ管理者・
責任者を定め、プロジェクトメンバーにセキュリ
ティ管理規約を遵守させることとしている。

（略）

①選定時においては、以下の事項を入札参加
資格としている。
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）を取得していること、又はこれと同
等の情報セキュリティマネジメントシステムを有
すること
・プライバシーマーク又はＴＲＵＳＴｅのいずれか
を取得していること
②契約時においては、この契約による事務に係
る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の
防止その他の個人情報の適切な管理のために
委託元と同等以上の措置を講じなければならな
い旨の他、取得の制限、目的外の利用又は第
三者への提供の禁止、複写等の禁止等を定め
た個人情報取扱特記事項を契約書に付記し、
契約締結している。
③委託元は、個人情報取扱特記事項に基づ
き、委託先がこの契約による事務を処理するに
当たっての作業の管理体制及び実施体制や個
人情報の管理状況について、安全確保の措置
の実施状況を確認するため、年１回以上、原則
として実地に検査することしている。（一部の委
託※1を除く。※2）
※1委託事項１及び委託事項２。以下の項目も
同じ。
※2一部の委託については、必要に応じて検査
を行うこととしている（次回契約又は契約更新
時、変更予定。以下の項目についても同じ）

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
国民健康保険ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：　入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

・番号法第１６条、番号法施行令第１２条第１項
及び番号法施行規則第１条等の規定に基づ
き、個人番号カード、通知カードと運転免許証又
は旅券等による確認のほか、番号法施行規則
第３条第３項（第１条第３項を準用）の規定に基
づき確認する。
・個人番号カード（又は通知カードと法令により
定められた身分証明書の組み合わせ）の提示
がない場合、住民基本台帳ネットワークシステ
ムＣＳ端末において職員が本人確認情報と個人
番号の確認を行う。

（略）

【本人等からの入手】
本人確認により入手した個人番号及び基本５情
報を用いて、職員が住民記録情報又は住民基
本台帳ネットワークシステムの本人確認情報と
照合を行う。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
国民健康保険ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：　入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

・番号法第１６条（本人確認の措置）、番号法施
行令第１２条第１項、番号法施行規則第１条等
の規定に基づき、個人番号カード、通知カードと
運転免許証又は旅券等による確認のほか、番
号法施行規則第３条第３項（第１条第３項を準
用）の規定に基づき確認する。

（略）

【本人等からの入手】
・個人番号カードの提示
・カード代替電磁的記録（スマホ搭載個人番号
カード）の送信
・番号確認書類（住民票の写し等）と法令により
定められた身分証明書等の組み合わせの提示
・電子情報処理組織を利用した電子証明書の
送信（電子申請による入手の場合に限る）

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
国民健康保険ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１：　目的外の入手が行
われるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

（略）

【窓口、電話対応等からの入手】
・各種申請書の記載内容については法令等に
定める項目としている。

（略）

（略）

【本人等からの入手】
・各種申請書の記載内容については法令等に
定める項目としている。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
国民健康保険ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１：　目的外の入手が行
われるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

（略）  【窓口、電話対応等からの入手】 ・個人番号カード、通知カード、運転免許証や旅券などの身分証明書による本人確認を厳守する。  （略）

（略）

【本人等からの入手】
以下のいずれかの方法による本人確認を行う。
・個人番号カードの提示
・カード代替電磁的記録（スマホ搭載個人番号
カード）の送信
・番号確認書類（住民票の写し等）と法令により
定められた身分証明書等の組み合わせの提示
・電子情報処理組織を利用した電子証明書の
送信（電子申請による入手の場合に限る）

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
具体的な方法

・契約書等に基づき、委託業務が実施されてい
ることを適時確認するとともに、その記録を残
す。
・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状
況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
・情報システム責任者が定期的にログ記録を取
得し、特に一定時間ログオンを継続した者につ
いて、定期的に通知し、利用目的等を報告させ
るなど、不正な利用の牽制を行う。
・上記システムアクセスログ及びアプリケーショ
ンアクセスログの保管期間は、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。

・契約書等に基づき、委託業務が実施されてい
ることを適時確認するとともに、その記録を残
す。
・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状
況の報告を受けるとともに、その記録を残す。
・情報システム責任者が定期的にログ記録を取
得し、特に一定時間ログオンを継続した者につ
いて、定期的に通知し、利用目的等を報告させ
るなど、不正な利用の牽制を行う。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
具体的な制限方法

・契約書に個人情報取扱について明記し、管理
者・作業者を報告させるとともに、閲覧及び更新
については、許可と立会に基づき可能としてい
る。なお、情報システムの管理上、特定個人情
報ファイルを直接閲覧・更新できないよう本番運
用、開発用などシステムを分離して構築しアク
セスを制限するとともに、操作者IDをシステム単
位で付与するなどの措置を講じている。
なお、国保連合会への委託に関しては、契約書
に個人情報取扱について明記し、管理者・作業
者を報告させるとともに特定個人情報ファイル
へのアクセス権限を付与する職員を最小限に
制限し、付与するアクセス権限も必要最小限と
するなどの措置を講じている。

（略）

・契約書に個人情報取扱特記事項を付記し、個
人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個
人情報作業従事者及び情報授受担当者などの
役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明
らかしてそれを報告させるとともに、閲覧及び更
新については、許可と立会に基づき可能として
いる。なお、情報システムの管理上、特定個人
情報ファイルを直接閲覧・更新できないよう本番
運用、開発用などシステムを分離して構築しア
クセスを制限するとともに、操作者IDをシステム
単位で付与するなどの措置を講じている。

・国保連合会への委託に関しては、契約書に個
人情報取扱について明記し、管理者・作業者を
報告させるとともに特定個人情報ファイルへの
アクセス権限を付与する職員を最小限に制限
し、付与するアクセス権限も必要最小限とする
などの措置を講じている。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

・契約書において、秘密保持、個人情報の使
用、複製等、管理、個人情報の取得、個人情報
の返還及び事故発生時の対応等について規定
しており、必要に応じて、職員がその内容を確
認する。

契約書に個人情報取扱特記事項を付記し、主
に以下の内容を規定している。
・秘密保持義務
・個人情報の適正な管理
・従事者への周知及び監督
・目的外の利用又は第三者への提供の禁止
・複写等の禁止・複写等の条件
・再委託における条件
・作業場所の指定等
・資料等の返還等
・事故発生時における報告
・検査等の実施

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

個人情報ファイルの取扱いプ
ロセスにおけるリスク対策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の消去ルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

・委託が終了した場合、個人情報を委託元に返
還、破棄、もしくは消去しなければならない。
・情報の消去にあたっては、システム機器の物
理破壊又は専用ソフトにより復元できないように
することとし、職員立会いの下、あるいは職員自
らが抹消措置を実施する。

（略）

・委託契約が終了した場合、委託先は直ちに委
託元に返還し、又は引き渡すものとし、その他
委託元の承諾を得て行なった複写又は複製物
を含むこの契約による事務を処理するために用
いた個人情報については、廃棄又は消去し、い
ずれにおいても委託元にその旨の報告をしなけ
ればならないとしている。
なお、この契約による事務を処理するために用
いた個人情報を保存していた電子媒体等を廃
棄等する場合は、復元できないよう措置を講ず
るものとする。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

・「個人情報取扱特記事項」の定めにより、必要
があると認めるときは、委託先に対し報告を求
め又は実地に検査することができる。
・委託先では、特定個人情報は管理措置が講じ
られた作業場所において取り扱うものとし、当該
作業場所以外の場所への特定個人情報の持
出、提供を禁止している。
・委託先との間で特定個人情報等を運搬により
提供する場合は、特定個人情報が記録された
資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電
磁的記録の資料等は暗号化を施すこと等、個
人情報等の漏えい防止対策を十分に講じたうえ
で運搬を行う。
・記録の保存期間については、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。

（略）

・特定個人情報を提供する際、委託先に日付及
び件数を記録した受渡票等を提出させる。
・「個人情報取扱特記事項」により、提供におい
てはその役割を果たすべき者として委託元に届
け出られている者が行うものとし、提供が、契約
書等で委託元が指定することにより、委託元と
委託先との直接のやり取りになっていない場合
は、委託先は、その提供の方法について、あら
かじめ委託元に承認を得なければならないこと
としている。
・委託先では、特定個人情報は管理措置が講じ
られた作業場所において取り扱うものとし、当該
作業場所以外の場所への特定個人情報の持
出、提供を禁止している。
・委託先との間で特定個人情報等を運搬により
提供する場合は、特定個人情報が記録された
資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電
磁的記録の資料等は暗号化を施すこと等、個
人情報等の漏えい防止対策を十分に講じたうえ
で運搬を行う。
・記録の保存期間については、千葉市公文書管
理規則に準じ５年間保存する。
・遵守状況については、一部の事務を除き、年
１回以上、原則として実地に検査することとして
いる。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託先から他者への提供に
関するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・特定個人情報を含む業務を再委託先へ委託
する場合は、契約書において、再委託の必要
性、再委託先での情報管理及びセキュリティ管
理について検討し、再委託の必要性と管理上の
問題が無い場合に限り、再委託を認めている。

（略）

・契約書に個人情報取扱特記事項を付記し、こ
の契約による事務に係る個人情報を当該事務
を処理する目的以外の目的に利用し、又は第
三者に提供してはならない（※）としており、一部
の事務を除き、遵守状況を年１回以上、原則と
して実地に検査することとしている。
※ 一部の事務については、第三者への提供は
事前承認としているが、実際に提供された事例
はない。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
具体的な制限方法

・契約書に個人情報取扱について明記し、管理
者・作業者を報告させるとともに、閲覧及び更新
については、許可と立会に基づき可能としてい
る。なお、情報システムの管理上、特定個人情
報ファイルを直接閲覧・更新できないよう本番運
用、開発用などシステムを分離して構築しアク
セスを制限するとともに、操作者IDをシステム単
位で付与するなどの措置を講じている。
なお、国保連合会への委託に関しては、契約書
に個人情報取扱について明記し、管理者・作業
者を報告させるとともに特定個人情報ファイル
へのアクセス権限を付与する職員を最小限に
制限し、付与するアクセス権限も必要最小限と
するなどの措置を講じている。

（略）

・契約書に個人情報取扱特記事項を付記し、個
人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個
人情報作業従事者及び情報授受担当者などの
役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明
らかしてそれを報告させるとともに、閲覧及び更
新については、許可と立会に基づき可能として
いる。なお、情報システムの管理上、特定個人
情報ファイルを直接閲覧・更新できないよう本番
運用、開発用などシステムを分離して構築しア
クセスを制限するとともに、操作者IDをシステム
単位で付与するなどの措置を講じている。

・国保連合会への委託に関しては、契約書に個
人情報取扱について明記し、管理者・作業者を
報告させるとともに特定個人情報ファイルへの
アクセス権限を付与する職員を最小限に制限
し、付与するアクセス権限も必要最小限とする
などの措置を講じている。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
 ４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
具体的な方法

・契約書において、原則として、委託先は他者
へ委託し、又は請け負わせてはならず、再委託
を行う場合には、千葉市と委託先が協議したう
え、再委託先において委託先と同程度以上の
セキュリティの体制が確保できるとして千葉市
が承認をした場合のみ例外的に認めることを定
めている。再委託先におけるセキュリティ体制に
ついては、委託先を通じて、千葉市が「外部委
託時のチェックリスト」に基づき確認している。ま
た、委託先は、必要があると認めるときは、再委
託先に報告を求め又は実地に検査することが
できる。

（略）

・契約書に付記した個人情報取扱特記事項に
おいて、この契約による事務を処理するための
個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り
扱わせてはならないとしており、再委託を行う場
合は、あらかじめ再委託先において講じられる
安全管理措置が発注者と同等程度であると認
められるものとして発注者の書面による承諾を
得た場合のみ例外的に認めることを定めてい
る。
また、委託先は、再委託先に対し、年１回以上、
原則実地検査をするものとする。（一部の事務
を除く。）

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、実態に合わせた記載内容
の修正であるため、リスクを相
当程度変動させるものではな
いと考えられる変更であること
から、事前の提出・公表を必
要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年8月28日
Ⅳ　その他のリスク対策
３．その他のリスク対策

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理など）、ＩＴリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減及び技術力の高い運用担当者による均一的
で安定したシステム運用・監視を実現する。

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ
とにより、政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウド
サービス事業者による高レベルのセキュリティ
管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担
当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術
力の高い運用担当者による均一的で安定した
システム運用、監視を実現する。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・運用規則などに基づき、中間サーバー・プラッ
トフォームについて定期的に監査を行うこととし
ている。

【国保総合(国保集約)システム】
・「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号）」第29条の3第2項のよる個人情報保
護委員会への特定個人情報ファイルの　取扱
いの状況に関す報告（それに伴い、国保連合会
にも同様の報告を求めることにする)。

（略）

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。
②政府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事
業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録
された監査機関による監査を行うこととしてい
る。

【国保総合(国保集約)システム】
・番号法第29条の3第2項のよる個人情報保護
委員会への特定個人情報ファイルの　取扱い
の状況に関す報告（それに伴い、国保連合会に
も同様の報告を求めることにする)。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。

令和7年8月28日 前項継続 －

④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、インターネット
とは切り離された閉域ネットワーク環境に構築
する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される
特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォー
ムの事業者及びクラウドサービス事業者がアク
セスできないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピューターウイルスやハッキングなどの脅威
からネットワークを効率的かつ包括的に保護す
る装置）などを導入し、アクセス制限、侵入検知
及び侵入防止を行うとともにログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

（略）

（略）

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー・プラットフォームではUTM（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。

令和7年8月28日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：　特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

（略）

【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
②事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込す
ることがないよう、警備員などにより確認してい
る。

（略）

（略）

【中間サーバ・プラットフォームにおける措置】
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。

（略）

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、リスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えられ
る変更であることから、事前の
提出・公表を必要としない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月15日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項７

-

データ入力及び被保険者の資格等に係る業務
（事務センター）

以下各項目を追加

事前
重要な変更に伴うもの
（委託先の追加）

令和7年12月15日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体

①千葉市保健福祉局医療衛生部健康保険課
②中央区役所市民総合窓口課
③花見川区役所市民総合窓口課
④稲毛区役所市民総合窓口課
⑤若葉区役所市民総合窓口課
⑥緑区役所市民総合窓口課
⑦美浜区役所市民総合窓口課

保健福祉局医療衛生部健康保険課、
各区役所市民総合窓口課、
各市民センター、
中央区役所区政事務センター

事前
重要な変更に伴うもの
（委託先の追加）

令和7年12月15日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
２．基本情報
⑥事務担当部署

①千葉市保健福祉局医療衛生部健康保険課
②中央区役所市民総合窓口課
③花見川区役所市民総合窓口課
④稲毛区役所市民総合窓口課
⑤若葉区役所市民総合窓口課
⑥緑区役所市民総合窓口課
⑦美浜区役所市民総合窓口課

保健福祉局医療衛生部健康保険課、
各区役所市民総合窓口課、
各市民センター、
中央区役所区政事務センター

事前
重要な変更に伴うもの
（委託先の追加）

令和7年12月15日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
国民健康保険ファイル
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

件数　６件 件数　７件 事前
重要な変更に伴うもの
（委託先の追加）

令和7年12月15日 （別添1）事務の内容
区政事務センターでの事務取扱を踏まえたフ
ロー図等の修正 事前

重要な変更に伴うもの
（委託先の追加）

令和7年8月28日
別紙４　個人情報に関する重
大事故の内容等

- 直近３年間分の内容に更新 事後 重要な変更に該当しない

令和7年8月28日

２．従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

（略）

【サイバーセキュリティに関する教育・啓発】
・教育事項：「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律
（平成25年法律第27号）」第29条の2における、
特定個人情報の適正な取扱いを確保するため
に必要なサイバーセキュリティの確保に関する
事項として、情報システムに対する不正な活動
その他のサイバーセキュリティに対する脅威お
よび当該脅威による被害の発生または拡大を
防止するため必要な措置に関するものを含むも
の
・教育頻度：年1回以上
・教育方法：未定
・教育対象：特定個人情報ファイルを取り扱う事
務に従事する者
・違反行為に対する措置：違反行為を行ったも
のに対しては、都度指導の上、違反行為の程度
によっては懲戒の対象となりうる。
・委託先である国保連合会に対しては、契約内
容において、個人情報保護に関する秘密保持
契約を締結している。

(注)番号法の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成27
年政令第427号）」によるもの。

（略）

【サイバーセキュリティに関する教育・啓発】
・教育事項：番号法第29条の2における、特定個
人情報の適正な取扱いを確保するために必要
なサイバーセキュリティの確保に関する事項とし
て、情報システムに対する不正な活動その他の
サイバーセキュリティに対する脅威および当該
脅威による被害の発生または拡大を防止する
ため必要な措置に関するものを含むもの
・教育頻度：年1回以上
・教育方法：未定
・教育対象：特定個人情報ファイルを取り扱う事
務に従事する者
・違反行為に対する措置：違反行為を行ったも
のに対しては、都度指導の上、違反行為の程度
によっては懲戒の対象となりうる。
・委託先である国保連合会に対しては、契約内
容において、個人情報保護に関する秘密保持
契約を締結している。

(注)番号法の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成27
年政令第427号）」によるもの。

事後

①重要な変更の項目に当たる
が、法令名の記載の修正等、
リスクを相当程度変動させる
ものではないと考えられる変
更であることから、事前の提
出・公表を必要としない。



（別紙１）番号法第１９条第８号及び別表に定める事務

番号法
法律第19条第8号に基づく利用特定

個人情報の提供に関する命令

1
全国健康保険協会又
は健康保険組合

第19条第8号 第2条　表の2の項及び3の項
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

2 全国健康保険協会 第19条第8号 第2条　表の６の項
船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

3 都道府県知事等 第19条第8号 第2条　表の13の項
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

4 市町村長 第19条第8号 第2条　表の16の項
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

5 市町村長 第19条第8号 第2条　表の19の項
児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

6 市町村長 第19条第8号 第2条　表の27の項
予防接種法による給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

7 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の38の項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措
置に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

8 都道府県知事等 第19条第8号 第2条　表の42の項
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

9 市町村長 第19条第8号 第2条　表の48の項

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律
に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関す
る法律による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

10
日本私立学校振興・
共済事業団

第19条第8号 第2条　表の56の項
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

11 国家公務員共済組合 第19条第8号 第2条　表の65の項
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

12
市町村長又は国民健
康保険組合

第19条第8号 第2条　表の69の項
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

13 地方公務員共済組合 第19条第8号 第2条　表の83の項
地方公務員等共済組合法によ短期給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

14 市町村長 第19条第8号 第2条　表の87の項
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

15 厚生労働大臣 第19条第8号 第2条　表の111の項
雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

16
後期高齢者医療広域
連合

第19条第8号 第2条　表の115の項
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療
給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

№ 情報照会者
法令上の根拠

提供先における用途 提供実績の概数(例：1年間に●回）



（別紙１）番号法第１９条第８号及び別表に定める事務

番号法
法律第19条第8号に基づく利用特定

個人情報の提供に関する命令
№ 情報照会者

法令上の根拠
提供先における用途 提供実績の概数(例：1年間に●回）

17 都道府県知事等 第19条第8号 第2条　表の125の項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

18 市町村長 第19条第8号 第2条　表の131の項
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の
実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

19
独立行政法人日本学
生支援機構

第19条第8号 第2条　表の141の項
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及
び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

20
都道府県知事又は市
町村長

第19条第8号 第2条　表の145の項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律による自立支援給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

21 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の158の項
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療
費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

22 都道府県知事等 第19条第8号 第2条　表の161の項

昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知に
基づく外国人であって生活保護関係事務の取扱に準じた
生活保護関係事務に関する事務であって主務省令で定め
るもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

23 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の164の項

平成十四年三月二十七日付け健発第０３２７０１２号厚生
労働省健康局長通知の特定感染症検査等事業実施要綱
に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に
係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

24 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の165の項

平成二十年三月三十一日付け健発第０３３１００１号厚生
労働省健康局長通知の肝炎治療特別促進事業実施要綱
に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

25 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の166の項

平成三十年六月二十七日付け健発０６２７第一号厚生労
働省健康局長通知の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事
業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事
業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供

26 都道府県知事 第19条第8号 第2条　表の173の項

昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生
省公衆衛生局長通知の特定疾患治療研究事業実施要綱
に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

情報提供ネットワークシステムにより随時
提供



（別紙２）番号法第19条第8号及び利用特定個人情報提供省令第2条の表に定める事務

番号法 別表の主務省令

1
保護課、各区社会援
護課

第19条第8号 第2条　表の42の項
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

庁内システ
ム連携

随時

2
こども企画課、各区こ
ども家庭課

第19条第8号 第2条　表の125の項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

庁内システ
ム連携

随時

3
障害者自立支援課、
各区高齢障害支援課

第19条第8号 第2条　表の131の項
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の
実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

庁内システ
ム連携

随時

提供実績の概数(例：1年間に●回）№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途 移転方法



（別紙３）番号法第９条第２項及び条例に定める事務

番号法 条例

1
保護課、各区社会援
護課

第９条第２項
第3条第2項及び
別表（第3条関係）

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保
護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

庁内システム
連携

随時

2
こども企画課、各区こ
ども家庭課

第９条第２項

第3条第2項及び
別表（第3条関係）

子どもの医療費の助成に関する条例による子どもの医療費
の助成に関する事務であって規則で定めるもの

庁内システム
連携

随時

3
障害者自立支援課、
各区高齢障害支援課

第９条第２項

第3条第2項及び
別表（第3条関係）

心身障害者の医療費の助成に関する条例による心身障害
者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

庁内システム
連携

随時

4
こども家庭支援課、各
区こども家庭課

第９条第２項

第3条第2項及び
別表（第3条関係）

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり
親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定
めるもの

庁内システム
連携

随時

5
精神保健福祉課、各
区健康課

第９条第２項

第3条第2項及び
別表（第3条関係）

精神障害者の入院医療費の助成に関する事務であって規
則で定めるもの

庁内システム
連携

随時

6
健康支援課、各区健
康課

第９条第２項

第3条第2項及び
別表（第3条関係）

ぜんそく等の小児指定疾病の医療費の助成に関する事務
であって規則で定めるもの

庁内システム
連携

随時

時期・頻度№ 情報照会者
法令上の根拠

移転先における用途 移転方法





別紙４　個人情報に関する重大事故の内容等

年度 事案の内容 類型 再発防止策

R4

新型コロナウイルス感染症の療養期間証明書について市民Ａ及び市民Ｂから発

行依頼があったため、郵便で郵送したところ、市民Ａあての封筒に市民Ｂの証

明書も同封してしまった。

要配慮

療養期間証明書封入手順を示したマニュアル作成し、マニュアルに従って作業を行うよ

う周知した。

一つの封筒に対して封入する証明書を一枚とすることを徹底し、封筒の窓から見える宛

名以外の証明書を封入しない。

発送前に発行者リストの件数と封筒の発送件数が一致していることを確認する。

R4
市民Aへ身体障害者手帳を送付する際、誤って封筒のあて先とは別の市民Bの手

帳を封入し、送付してしまった。
要配慮

「職員のための個人情報保護ミニハンドブック」を使い個人情報保護についての注意点

を説明し特に文書の誤送付についての再発防止のポイントや情報漏洩等が発生した場合

の対応について確認した。

申請書類を送付する際に、決裁者が、住所、氏名、生年月日等間違いがないか、レ点を

付けながら確認する。

手帳を申請者に送付する際、身体障害者手帳・療育手帳の写しを確認しながら決裁者が

住所、氏名、生年月日等間違いがないか、レ点を付け確認する。

封入作業後、封入前に職員が再度封筒の宛名と手帳、通知文の宛名を一件ずつ確認し封

印を行う。

R4

新型コロナウイルスに係る入院勧告書等の書類を以前入所していた施設から家

族の住所として教示された住所に送付したところ、同姓同名の別人の家族の住

所に誤送付してしまった。（施設から聞いた住所が誤っていた。）

要配慮

書類の送付先を確認する場合は、医療機関や施設などの関係機関に確認させる場合も含

め、氏名だけでなく生年月日等複数の情報を組み合わせて検索し、同一人物のものであ

ることの確認を徹底させる。

氏名の読み仮名が一緒でも漢字が異なっていないか確認することを徹底させる。

R4
会場運営議を業務委託している新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場に

おいて、ワクチンを接種した市民のうち１人の予診表を紛失してしまった。
要配慮

予診票を紛失しない為の作業配置・予診票の保管方法を検証する

予診票を移送した直後にも市職員による枚数確認を行う

R4

Ａ病院に送付する資料について、以前Ｂ病院に送付したＥｘｃｅｌファイルを

コピーして作成したところ、上書きしたシートとは別シートにＢ病院の個人情

報が含まれていたことに気づかず、Ａ病院の事務担当者あてにメールで送信し

てしまった。

100人以上
個人情報を含むファイルをコピーして再利用することの禁止

複数のシートがあるエクセルファイルの外部への送付をやめること

R4

保育園利用内定児童について、受入園に対して本来であれば情報提供すべきで

ない事項（保護者の病歴、児童の通院予定、服薬歴）について、担当者の認識

不足から、電話にて伝達してしまった。

要配慮
・個人情報の取り扱いについて、上司に報告、相談をすることを徹底する。

・個人情報の取り扱いに関する課内の研修を実施する。

R4

Ａ病院に送付する資料（感染症患者医療費（療養費）公費負担決定通知書を発

送したところ、A病院から連絡があり、本来はB病院に発送すべきものであった

ものを誤って送付してしまったことが判明した。

要配慮
入院先が複数にわたる場合は手入力が必要となるので、入力内容のダブルチェックを徹

底する。



R5

区役所窓口で受付けた国民健康保険療養費支給申請について、本課へ送付する

ものの内容をチェックしている際に、当該申請者の申請の①診療報酬明細書

（レセプト）、②国民健康保険療養費支給申請書２７件ずつのうち、１件の①

②が足りず、課内で滅失したことが判明した。

要配慮

受付時と受付後の書類の再確認の徹底。確認不足を解消するため「療養費支給申請書

チェックシート」を策定し、受付時からダブルチェックの漏れがない体制や、処理事に

書類の内容について細かく確認が出来るようにした。

課内で個人情報の取り扱いについて、管理職より再徹底するよう、課職員全員に向けて

研修を行った。

100人以上

不正目的

R5
児童の補装具費支給決定通知書の宛先を、誤って別居している離婚した元配偶

者を記載してしまい郵送した。
要配慮

送付先と住所地が異なる場合、必ず職員二人以上で確認することを改めて確認した。特

に、離婚世帯について、班内で情報共有を行い、送付先を確認するよう周知した。今回

の対象者については、全事業で送付先情報について確認を行った。

R5

委託事業者が利用する外部使用しているサーバーへの、第三者による不正アク

セスを受け、ランサムウェア感染被害を受けたことにより、氏名、住所等の個

人情報が漏えいした。

不正目的

以下について、委託業者が実施。

・アクセスキー管理強化

・バケット管理の厳格化

・アクセスキー発行及び権限変更の承認フローの変更

・仮名加工情報についての取り扱いルールの再整備を実施

・被害にあったストレージサービスでの健診データ連携の禁止を実施

・各アクセスキー発行・権限に関する日々報告を実施

・仮名加工情報についてファイル削除期間を１時間に設定変更を実施

・システムから出力される仮名加工情報については個別パスワード設定を実施

R6 市民Aに対し、別の市民Bの障害児通所受給者証を誤って郵送した。 要配慮
封入前に複数の職員で再度封筒の宛名と決定通知書、受給者証の宛名を一件ずつ確認し

封印を行よう、課内周知徹底を図った。

R6
委託契約に基づいて行われるインフルエンザ予防接種事業について、当該事業

に協力する市内病院において52人分の予診票の原本が行方不明となった
要配慮

委託先である医療機関に向けて、個人情報の適切な取扱いに関する注意喚起を行った。

またから個人情報の取り扱いに係る責任体制及び各職員の役割の明確化の必要性につい

て改めて説明し、また個人情報管理責任者報告書、個人情報取扱事務従事者報告書を提

出するよう指導した。同報告書は１１月１２日に医療機関から市へ提出された。

R6
市民Ａ及びＢあてに障害児通所給付費支給の受給者証を送付する際、AとBで互

いに逆の受給者証を誤って送付した。
要配慮

複数種類の文書を封入する際は必ず相互のあて先や氏名等が同一であることを確認する

ことはもとより、封緘前には当該職員とは別の者による再確認の徹底について、所属長

から職員に口頭で再周知した。また、窓口や電話対応で作業が中断されることがないよ

う、課内における人員体制の配置の面で留意するとともに、作業自体に集中できる環境

スペース等の整備を図る。

①外部へのデータ持ち出しを禁止するため、会社が許可した端末や外部記録媒体以外

は、接続できないようシステム的な是正措置を講じた。

②外部への不正な持ち出しの恐れが生じたことを速やかに検知し、対応できるよう、シ

ステム的にログのチェックがリアルタイムで実施できる運用を開始。

引き続き調査を継続し、新たな事実関係が判明した場合には、本市に逐次報告。今回の

R5

特定健診の電話による受診勧奨を委託した業者において、コールセンタシステ

ムの運用保守業務従事者（元派遣社員）が顧客データが保管されているサーバ

にアクセスし、不正に約５万人の個人情報を持ち出していたことが判明した。

なお、第三者に流出させていたことは判明しているが、本市の委託に係る保有

個人情報であるかは不明。



R6

市民Aの親族が、Aの承諾を得ずに委任状を作成し、区役所において千葉市から

の住所転出届、印鑑登録の変更を行った。

本人がコンビニで証明書の取得を試みた際に発覚した。

不正目的

委任状の偽装その他、第三者による不正な行為によって、個人情報が漏えいした事案で

あるが、千葉市においては手続き上の瑕疵はなかった。そのため、現在の届出手続きを

変更するなどの対応はしない。（個人情報保護委員会にも報告済み）

R6

国民健康保険料を期限までに納付しなかった市民との連絡のためにショート

メールを発送する際、別市民とのメールの履歴を流用したため、当該別市民の

情報（氏名、メールアドレス、国民健康保険料が滞納である可能性があること

及び聴覚障害という情報）が漏えいした。

要配慮
メールを送信する際は、新たに送信する前に必ず二人で内容の確認を行うよう所属長か

ら職員に口頭で周知すると共に、メールでも注意喚起を行った。

R6

生活保護受給者の自宅において通院希望先の病院名を記載した診療依頼書交付

申請書を受け取ったが、帰庁後、診療依頼書交付申請書を紛失していることに

ついて発覚した。

要配慮

・全職員へ経緯を説明後、申請書類等個人情報の記載のあるものを個人宅訪問時には預

からないことを徹底することを所属長から職員へ口頭で周知を行った。

・所属長より改めて全職員へ個人情報の取扱いの研修を行う。個人情報が含まれている

申請書類等については、個人宅訪問時には受取らないことを徹底する。申請書類等の提

出については返信用封筒での提出やパソコン等の機器を持っている方については、課内

メールへの提出を促すよう徹底する。

R6

本市が、がん検診を委託している協力医療機関において、本市に提出する検診

票を運搬中に転倒し、その際に検診票（検診・検査結果記載のもの）の一部が

風に飛ばされ紛失したもの。

要配慮

検診票を運搬する際は厳重に封緘する等の対策を講じるよう個人情報の管理徹底を周知

して注意喚起を行う通知を送付した。

また当該医療機関も含め、全ての検診協力医療機関に対して、同注意喚起を行う文書を

医師会よりFAXにて送付した（FAXがない医療機関については、郵送した）

R6 市民Ｂの障害福祉サービスの受給者証を誤って市民Aに送付してしまった。 要配慮

以下の取扱いについて課内にて徹底するよう周知を行った。

①担当者は、決裁終了後、決裁内容を改めて確認し、決定通知書等を封筒に入れ発送準

備を行う。

②発送準備が終了した書類を他の職員が再度封筒の宛名と通知文の宛名を一件ずつ確認

し突合できたら封入し発送する。


